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ＢＳＥ疫学検討チーム報告書 

 

はじめに 

 2001 年 9 月に我が国で最初の BSE 感染牛が見いだされ、大きな社会混乱が引き起こされ

た。しかし、１か月余りの間に特定部位（SRM）の除去、全頭検査、肉骨粉の全面的流通禁

止など一連の安全対策が実施され、食の安全、牛の間での感染防止対策が確立されたとみ

なせる。 

 しかし、我が国で発生した BSE の感染源は何か、どのような感染経路で発生したのか、

この問題は未解決のまま残された。農林水産省ではこれまで発生した７例について、発生

農家を起点とした調査、及び BSE 発生国から輸入された肉骨粉等を追跡する調査を実施し、

その結果は２回にわたる報告書として発表されている。しかしながら、これらの調査は行

政によるものであって、感染原因の解明の重要な科学的手段である疫学的観点での評価が

行われたものではなかった。 

 そこで、農林水産省では「牛海綿状脳症（BSE）に関する技術検討会」のもとに 2002 年

11 月、「BSE 疫学検討チーム」を結成し、感染源・感染経路に関する疫学的検討を行ってき

た。本報告書は、６回の委員会及び持ち回り審議を通じて得られた検討結果をまとめたも

のである。 

疫学は、病気の発生状況の分析や発生原因の解明などを通じて、有効な対策の確立に役

立てることを目的とする科学であり、主に感染症の分野で発達してきたものである。発生

原因の解明には、さまざまな手法が用いられるが、BSE のように発生率が低く、潜伏期間

が長い病気に関しては、発生の特徴を記述・整理して、発生原因に関する仮説を検討する

手法や、特定の要因に着目して過去にさかのぼって調査を行う手法などが用いられる。 

本検討チームでは、これまでに見いだされた BSE７例について、感染源・感染経路とし

て想定されるものを仮説として網羅的に拾い上げ、それぞれの仮説の蓋然性を検討するこ

とを中心に作業を行い、更に可能性が高いと考えられる感染経路についてモデルを作成す

ることによって定量的なリスク評価を行った。 

 通常の微生物感染とは異なり、BSE では潜伏期間が数年にわたる長期であり、また、微

量の病原体の検出は技術的に不可能である。しかも、症例数が極めて限られている。疫学

的解析を行う上でこのような大きな制約があるため、今回の疫学的検討結果は感染源・感

染経路に関するおおよその推測にとどまった。しかし、これらの検討結果は、疫学の主要

目的である、今後の発生予防に役立つものと期待される。 

 

（財団法人日本生物科学研究所主任研究員 東京大学名誉教授 山内一也） 
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第１章 我が国の牛の飼養形態と感染源・感染経路に関するこれまでの調査の概要 

 

１ 我が国の牛の飼養形態 

我が国の牛の飼養形態は、牛乳・乳製品の原料となる生乳を生産するための酪農経営

と、牛肉を生産するための肉用牛経営の二つに分けられる。2003 年２月１日現在、約３

万戸の酪農家により 172 万頭の乳用牛が、約９万８千戸の肉用牛農家により 280 万頭の

肉用牛が、それぞれ飼養されている。 

乳用牛については、ほとんどがホルスタイン種で占められており、肉用牛については、

約６割が和牛等の肉専用種で残りの４割はホルスタイン種の雄やホルスタイン種に和牛

をかけ合わせた交雑種となっている。 

これらの主な飼養形態については、巻末資料１（牛のライフサイクル）に示した。 

 

1.1 乳用牛の飼養形態 

乳用牛は、出生後、雌の場合は生乳生産用（母牛）の候補牛としてそのまま酪農家で

飼養され、雄の場合は生後間もなく肉用子牛（ヌレ子）として子牛の育成農家に販売さ

れる。乳用牛の場合、母乳は商品（生乳）として販売されることとなるため、子牛は母

牛から離され、母乳の代わりに代用乳が与えられる。 

子牛用の代用乳は、脱脂粉乳を主体にミネラルや油脂等の栄養分が添加されたもので、

粉体状のものをお湯に溶いて子牛に与えられる。一般に代用乳は生後１か月程度与えら

れ、その後は粉状のまま給与される人工乳に切り替えられる。また、併せて粗飼料（干

し草や牧草）が給与される。人工乳は３～６か月齢程度まで与えられるが、１か月齢前

後から配合飼料が給与される場合もあり、飼養方法は農家によって多少の違いがみられ

る。一般に３か月齢を過ぎると、配合飼料と粗飼料の給与となる。 

乳用雌牛は、生後約１年半で交配（人工授精又は受精卵移植）が行われ、27 か月齢程

度で第１子を分娩し、初めて生乳が生産されるようになる。生乳生産のための搾乳は分

娩後約１年間行われるが、その間に第２子のための交配が行われ、第２子分娩後、また

搾乳が行われる。こうして何回か分娩と搾乳を繰り返すが（平均４産程度）、泌乳量が減

少して飼料効率が低下した場合には、搾乳牛としての役割を終え、肉用としてと畜され

る。 

 

1.2 肉用牛の飼養形態 

肉用牛は、子牛生産を目的とする繁殖牛（母牛）と食肉生産を目的とする肥育牛に大

別される。 

繁殖牛は、２歳頃から子牛を生産し始め、７産程度まで子牛を産んだ後は肉用として

出荷される。生産された子牛のうち雌で優良なものは、繁殖用として育成されるが、雄

や能力の低い雌は食肉用の肥育牛に仕向けられる。 

肥育牛は、10 か月齢頃から専門の飼養管理を受け、およそ 29 か月齢 700kg 前後で出

荷される。 
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繁殖牛と肥育牛では、飼料の給与方法に大きな違いがある。繁殖牛では、肥り過ぎは

繁殖障害の原因になることから、粗飼料中心の給与が行われるが、肥育牛では、効率的

に食肉生産を行うため、エネルギーの多い濃厚飼料（配合飼料）中心の給与がなされる。

草原で草を食べている牛を見ることがあるが、そうした事情から、それらのほとんどは

繁殖牛である。肉用牛では、母乳を商品（生乳）とする目的では飼われておらず、通常、

子牛は母親とともに飼われ、母乳で哺育されることから、代用乳等を給与されることは

まれである。 

 

1.3 牛の飼料の需給 

草食動物である牛は、本来、生理的には牧草だけで成長し、繁殖し、生乳を生産する

ことができるが、成長を早めたり、泌乳量を増加させたり、あるいは肉質の向上を図る

ために、とうもろこし、こうりゃん、大麦、大豆油かす等の飼料穀物を主原料とする配

合飼料が給与される。一般に重量当たりの栄養分が豊富な飼料穀物は濃厚飼料と総称さ

れ、配合飼料はこれに属する。他方、牧草等は粗飼料と総称され、これには生草、乾草

（干し草）、稲わら、サイレージ（発酵飼料）等が含まれる。我が国の平均的な酪農家で

は、ホルスタイン成牛に対し、１日当たり粗飼料（乾草）が約 10kg、濃厚飼料（配合飼

料）が約 8kg 程度給与されている。 

2001 年度の飼料自給率は粗飼料で 77％、濃厚飼料は 10％である。濃厚飼料について

は圧倒的に輸入依存となっており、ことに配合飼料原料の約５割を占めるとうもろこし

については、ほぼ 100％輸入となっている。 

牛用の配合飼料は、炭水化物、たん白質、脂肪、ミネラル等を飼料要求量に応じて適

切に調製したものであり、原料としてはとうもろこし、こうりゃん、大麦、ふすま、大

豆油かす、菜種油かす等植物性の原料が主体である。配合飼料と粗飼料に加え、ビタミ

ン、ミネラル等の補助飼料が与えられることも多い。 

また、配合飼料には、哺育時に与えられる代用乳、哺育後期に与えられる人工乳のほ

か、乳用雌牛専用のもの、肉用牛専用のもの等、発育段階や用途に応じて多くの種類の

ものが製造・販売されている。 

 

1.4 肉骨粉の流通状況 

飼料原料として欠くことのできないたん白質原料としては、大豆油かすや菜種油かす

のような植物性たん白質と、肉骨粉や魚粉のような動物性たん白質がある。 

肉骨粉は、と畜場で家畜を処理する際に発生する残さ（くず肉、骨、臓器かす等）を

化製処理（レンダリング）し、油脂を分離した後に乾燥させ、粉末にしたものである。

BSE 発生により利用が規制されるまでは、飼料、肥料及びペットフードの原料として広

く利用されていた。2000 年度の需給状況は国内の 121 の化製場において約 40 万トンが

生産され、そのほかに約 17 万トンが輸入され、これらのうち 42 万トンが豚用及び鶏用

配合飼料の原料として利用されている（巻末資料２参照）。 

牛は、豚や鶏と異なり、動物性たん白質を必要としないため（第一胃内の微生物をた
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ん白源として利用する）、元来、配合飼料の原料として肉骨粉はあまり使用されていなか

った。1996 年 4 月 16 日に行政指導により牛用飼料への使用が禁止されるまでの年間使

用量をみても、1995 年度 247 トン、1994 年度 131 トン、1993 年度 124 トンと、飼料用

肉骨粉の原料使用量のうちの 0.05％程度であった（巻末資料３参照）。 

しかしながら、BSE 発生後に牛飼養農家の全戸全頭立入調査を実施した結果、肉骨粉

等の使用規制に係る行政指導を知らずに給与していた農家があり、約 5,000 頭にのぼる

肉骨粉等給与牛が確認された。これらの農家では、肉骨粉等に含まれるたん白質やミネ

ラルに着目して、泌乳量の増加等のための補助的な飼料として利用していたものと考え

られる。肉骨粉の使用規制に至る経緯については、BSE 問題に関する調査検討委員会に

おいて、「1996 年４月に WHO から肉骨粉禁止勧告を受けながら課長通知による行政指導

で済ませたことは英国からの肉骨粉輸入を禁止し、牛用飼料への肉骨粉使用がほとんど

ないと考えられていた事情を考慮しても重大な失政といわざるを得ない。」と指摘された

ところであり、一連の BSE 問題における大きな教訓となっている。 

 

2 これまでの調査概要 

2.1 調査内容 

2001 年 9 月に初めて BSE が確認されて以来、これまで発生した７例について、発生農

家を起点とし、感染牛が摂取した可能性のある飼料等を追跡する川下からの調査、並び

に BSE 発生国から輸入された肉骨粉等から生産農家に至る流通経路等を追跡する川上か

らの調査を実施した。 

   

2.2 調査結果の概要  

2.2.1 発生農家を起点とする調査 

2.2.1.1 感染牛の概要 

これまで我が国では７頭の BSE 感染牛が確認されている。その概要は下表 1-1 のとお

りである。７頭はすべてホルスタイン種で、1995 年 12 月から 1996 年 4 月までの間に生

まれており、発生時の年齢は 5 才 5 か月～6 才 11 か月となっている。また、これらの牛

は北海道産が５頭、群馬県産、神奈川県産が各１頭である。なお、このほかに 2003 年 2

月 5 日に神奈川県のと畜場で処理され、スクリーニング検査が陽性となった牛（肉用牛

（黒毛和種）、241 か月齢）で、2 月 8 日及び 3 月 27 日の「牛海綿状脳症（BSE）の検査

に係る専門家会議」において BSE 陰性と判断するに至っていないものがある。 
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表 1-1 これまでの BSE 感染牛の概要 

 発生年月日 農家所在地 生年月日 

（年齢） 

発生時飼養頭数 

(うち疑似患畜) 

備   考 

千葉県白井市  46頭(44頭) １ 2001. 9.10 

(導入元) 

北海道佐呂間町 

1996. 3.26 

 (5才5月) (導入元) 

発生時既に廃業 

起立不能のため廃用。 

２ 2001.11.21 北海道猿払村 1996.4.4 

 (5才7月) 

 82頭(62頭) 出荷時の生体検査では異常は認め

られず。 

３2001.11. 2 群馬県宮城村 1996. 3.26 

 (5才8月) 

   68頭(56頭) 出荷時の生体検査では異常は認め

られず。 

４2002. 5.13 北海道音別村 1996. 3.23 

 (6才1月) 

  56頭(44頭) 左前肢の筋断裂(損傷)により廃用。 

５2002. 8.23 神奈川県伊勢原

市 

1995. 12.5 

 (6才1月) 

 47頭(37頭) 股関節脱臼により廃用。 

和歌山県粉河町  51頭( 0頭) ６2003. 1.20 

(導入元) 

北海道標茶町 

1996. 2.10 

(6才11月) (導入元) 

 98頭(27頭) 

健康畜として出荷されたが、係留中

に転倒し、起立障害となり、病畜棟

でと殺。 

北海道網走市  131頭( 0頭) ７2003. 1.23 

 (導入元) 

北海道湧別町 

1996. 3.28 

 (6才9月) (導入元) 

  59頭( 7頭) 

出荷時の生体検査では異常は認め

られず。 

 

（BSE 発生農家の位置関係） 

 

 

2.2.1.2 疑似患畜の検査 

感染牛と同居歴があるなど関連のある牛のうちから疑似患畜（①１才になるまでの間

に患畜と同居したことがあり、患畜と同じ飼料を給与されていたことが否定できない牛、
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②患畜の生まれた農場（牛群）において、患畜が生まれた前後 12 か月の間に生まれ、患

畜と同じ飼料を給与されていたことが否定できない牛、③患畜が発病する前２年間以内

及び発病後に患畜から生まれた産子）を特定し、これら疑似患畜 361 頭について殺処分

後 BSE 検査を実施したが、すべて陰性であった。 

なお、疑似患畜の範囲については、2003 年 5 月に開催された国際獣疫事務局（OIE）

の総会で新たな基準が定められ、これを受けて我が国としても当該基準に準拠した疑似

患畜の範囲を 2003 年 6 月 25 日から適用することとなった（巻末資料４）。 

   

2.2.1.3 給与飼料の調査 

発生農家を管轄する家畜保健衛生所の家畜防疫員による立入調査により、発生農家か

らの聞き取りを行うとともに、飼料販売業者の販売伝票等を調査し、これらの調査結果

を突き合わせ、それぞれの農家が感染牛を飼養していた期間に使用していた飼料を下表

1-2 のとおり特定した。その結果、BSE の感染源とされる肉骨粉を給与した事実は確認さ

れなかった。 

 

       表 1-2 特定された給与飼料の品目数                                          

   配合飼料 補助飼料 単味飼料 粗飼料 

 第１例(生産農場)

      (出荷農場) 

     ８ 品目 

      ２ 

       ５ 品目 

       ２    

       ５ 品目 

       ３     

      １ 品目 

      ２     

 第２例       ９      １８           １           －    

 第３例      ９       １          ５            １     

 第４例       ６        ５           ４           －     

 第５例      ４     １０          ３           ６     

 第６例(生産農場) 

      (出荷農場) 

      ４ 

      ３ 

       １    

      ４    

       ３     

      ６     

       １      

     ５    

 第７例(生産農場)

      (出荷農場) 

      ５ 

     ８ 

       ３    

     １７    

       －     

 １０    

       －      

     １３     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       注:補助飼料にはサイレージ添加剤を含む。粗飼料には自家産のものは含めていない。 

 

2.2.1.3.1 配合飼料 

関連する配合飼料（代用乳、人工乳を含む。）の製造工場について、独立行政法人肥

飼料検査所の飼料検査職員による立入検査等が実施された。その結果、いずれの配合

飼料にも原料として肉骨粉が使用されていないことが確認された。ただし、このうち

７工場は、豚用及び鶏用飼料を製造しており、その原料として肉骨粉が使用され、牛

用飼料と製造ラインが共用されているため、製造・配送段階において肉骨粉の混入の

可能性を完全に否定できない状況にあった。 

また、関連するほとんどの飼料工場では、原料として魚粉、国産動物性油脂等の動

物性飼料原料が使用されていたが、それらについては、由来、成分等の調査を行った

結果、いずれも感染源としての可能性が低いことが判明した。 
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      表 1-3 関連する配合飼料工場 

  第１例 第２例 第３例 第４例 第５例 第６例  第７例 

北海道 千葉                           北海道 和歌山 

㈱科学飼料研究所高崎工場 

ﾎｸﾚﾝくみあい飼料釧路西港工場※ 

   〃 北見工場※ 

日本農産工業㈱小樽工場※ 

全酪連鹿島飼料工場 

 〃 釧路飼料工場 

ﾒﾙｼｬﾝ㈱苫小牧工場 

関東くみあい化成工業赤城工場※ 

明治飼糧㈱鹿島工場※ 

全酪連関西飼料工場 

西日本飼料㈱ 

釧路飼料㈱釧路工場※ 

中部飼料㈱北海道工場※ 

 ○         ○      ○      ○      ○    ○          ○ 

 ○        ○              ○            ○          ○ 

 ○                                                  ○ 

 ○ 

       ○ 

            ○                            ○         ○ 

            ○ 

                    ○ 

                                    ○ 

                                                ○ 

                                                ○ 

                                                      ○ 

                                                      ○ 

注：※は製造・配送段階において肉骨粉の混入の可能性が完全には否定できない工場 

 

2.2.1.3.2 代用乳、人工乳 

７例の感染牛に共通するものとして、同一の製造工場（㈱科学飼料研究所高崎工場）

で製造された代用乳があったことから、これらについて詳細な調査を実施した。その

結果、当該代用乳には、原料として肉骨粉は使用されていないものの、BSE 発生国で

あるオランダから輸入された粉末油脂（動物性油脂をカゼイン等の乳たん白と混合し、

粉状にしたもの）が使用されていたことが判明した。 

このため、農林水産省はオランダに職員を派遣し、当該動物性油脂の由来、製造工

程等について調査を行ったが、BSE の感染源となり得る牛のたん白質が混入したとの

確証を得るには至らなかった。 

人工乳については、７例に共通した製造工場はなく、第４、５例では人工乳を給与

していなかった。また、使用されていた動物性油脂はすべて国産であった。 
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      表 1-4 代用乳、人工乳の給与状況と原料油脂の由来                             

  銘 柄 名      製 造 工 場 油脂の由来 第１例 ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

代 

用 

乳 

ﾐﾙﾌｰﾄﾞAｽｰﾊﾟｰ 

ぴゅあﾐﾙｸH 

ぴゅあﾐﾙｸ 

㈱科学飼料研究所高崎工場 

     〃 

         〃 

国産、米国産、ｵﾗﾝﾀﾞ産 

〃 

〃 

  ○   ○     ○   ○ ○ 

       ○ 

          ○      ○ 

 

 

 

 

人

工

乳 

ﾐﾙﾌｰﾄﾞBﾌﾚｰｸ  

ﾐﾙﾌｰﾄﾞBｸﾞﾘｰﾝ 

ﾐﾙﾌｰﾄﾞB 

くみあいＥＸﾓｰﾚｯﾄ 

 

ﾎｸﾚﾝくみあい飼料釧路西港工場 

          〃 

     〃 

関東くみあい化成工業赤城工場 

      

国産 

〃 

〃 

〃 

 ○ 

       ○                  ○ 

                   ○    

          ○ 

          

 

2.2.1.3.3 その他の飼料 

発生農家で使用されていた補助飼料、単味飼料及び購入粗飼料について調査を実施

した結果、いずれも感染源としての可能性が低いことが判明した。また、配合飼料中

に含まれる魚粉についても調査し、一部の魚粉製造工場で魚粉からほ乳動物のたん白

質が検出されたが、これは原料として使用された食品残さに含まれていたものと考え

られた。 

 

2.2.1.4 その他の調査 

牛用飼料以外の肥料やペットフードを誤って採食・給与した可能性、動物用医薬品

からの感染の可能性を検証するため、当該農家で購入・使用していた肥料、ペットフ

ード及び感染牛に投与された動物用医薬品について調査した。その結果いずれも感染

源としての可能性が低いことが判明した。 

 

2.2.2  輸入肉骨粉等を起点とする調査 

2.2.2.1 輸入肉骨粉 

2.2.2.1.1 英国 

我が国の貿易統計では、1980 年以降、英国からの肉骨粉の輸入記録はないが、EU

の統計において 1990 年から 1996 年にかけて 333 トンの対日輸出記録があった。この

ため、農林水産省は担当官を派遣して調査を行った結果、日本に輸出されたものは

227.6 トンで反すう動物以外のミール類である可能性が高く、その他の 105.4 トンは

他の国に仕向けられていたことが判明した。 

また、1995 年から 2000 年にかけて、英国から 9,000 トン以上の骨粉等が輸入され

ている。これらについても調査した結果、その内訳は高温・高圧（136℃、40psi(約３

気圧)、70 分間以上の湿熱）で処理された食用の骨粉（134 トン）と、食用の骨（9,063

トン）で、食用の骨のほとんどは豚由来であることが確認された。 

 

2.2.2.1.2 デンマーク 
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1999年から 2001年にかけてデンマークから合計30,533トンの肉骨粉が輸入されて

いる。農林水産省は担当官を派遣して調査を行った結果、同国から肉骨粉が輸入され

たのは 1999 年 12 月以降であり、日本向けに肉骨粉の輸出を行った工場（２社２工場）

では、いずれも同国産原料が用いられており、EC 決定（96/449/EC）に基づく処理基

準（133℃、３気圧、20 分）により高温・高圧処理がなされていることが明らかにな

った。 

 

2.2.2.1.3 イタリア 

イタリアからは 1987 年以降、総計 55,930 トンの肉骨粉が輸入されている。このう

ち 1998 年以降の輸入量が 55,068 トンとなっている。 

農林水産省は同国に担当官を派遣して調査を行った結果、日本向け肉骨粉の輸出は

すべて A 社を通じて行われており、同社では 1998 年６月１日に加熱・加圧器を新設し

て以降は、EC 決定（96/449/EC）に基づく処理基準（133℃、３気圧、20 分）により製

造が行われていることが明らかになった。 

しかしながら、1998 年６月１日より前に日本に輸出された肉骨粉については、それ

まで使われていた加熱器が圧力が上がる構造ではなかったことから、BSE 病原体を効

果的に不活化させる３気圧の加熱処理がなされていなかったことに加え、肉骨粉に蒸

気が触れない構造であったことが明らかになった。更に 1996 年から 1998 年６月１日

までの間に輸入された肉骨粉については、牛の特定部位（SRM）が原材料に含まれた可

能性を否定できないこと、対日輸出を行った工場において、他の BSE 発生国（アイル

ランド、フランス等）から輸入した原材料を使用していた可能性があることも判明し

た。イタリア政府当局に追加情報の提供を依頼したところ、関係資料の提出があった

が、対象となる時期が６～７年前にさかのぼるため、これらの可能性を排除するに足

る十分な情報は得られなかった。 

一方、輸入業者への立入検査等を実施した結果、1990 年以前に輸入された肉骨粉に

ついては、当時の書類等が残っていないため、その内容や使途がほとんど不明であっ

たが、1993 年の 20 トンについては家きん由来の肉骨粉であったことが確認された。

また、1995 年の 21 トン、1997 年の 60 トン及び 1998 年１月から６月までに輸入され

た 420 トンについては、ペットフード又は養魚用飼料の原料として使用されたことが

判明した。他方、1996 年 11 月に三菱商事㈱が輸入した 105 トンについては、関係者

への聞き取り等により養鶏用飼料の原料として使用された可能性が高いと判断された

ものの、書類等による正確な確認はできなかった。 

 

2.2.2.1.4 その他のヨーロッパ諸国 

貿易統計では、1992 年にドイツ産肉骨粉 47 トンの輸入実績があり、調査の結果、

肥料原料として使用されたことが確認された。1993 年には 38 トンのロシア産肉骨粉

の輸入実績があるが、動物検疫所での検査実績はなく、財務省関税局にも資料が残っ

ておらず、確認には至らなかった。また、同統計には 1996 年 105 トン、1997 年 99 ト
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ン、1999 年 204 トンのオーストリア産肉骨粉の輸入記録が残されているが、動物検疫

所での検査実績はなく、オーストラリアとの記載間違いであることが推察された。 

このほか、1991 年から 1998 年にかけてアイルランドから骨粉が総計 835 トン輸入

されているが、輸入業者からの聞き取りにより、健康食品用のカルシウム原料等とし

て利用され、飼料原料として利用された可能性のないことが判明した。 

  

2.2.2.1.5 アジア諸国  

アジア諸国では BSE の発生報告はないが、BSE 発生国で製造された肉骨粉がこれら

の国々を経由して我が国に輸入された可能性を排除できないことから、農林水産省は

香港、タイ、インドネシア、フィリピン、韓国、台湾及び中国に担当官を派遣し、肉

骨粉の輸出入の実態について調査を実施した。 

その結果、各国とも、1996 年前後あるいはそれ以前から、BSE 発生国からの肉骨粉

の輸入を禁止していること、輸入された肉骨粉は当該国内で主に鶏・豚用の飼料原料

として使用されていること等が明らかになった。また、当該国に一度荷揚げされた肉

骨粉を日本向けに再輸出することは、輸送コストや関税、手数料等を考えるとメリッ

トは小さいことが明らかになった。 

なお、香港は貿易の中継基地としての機能を有しており、平均で年間 6,000 トン程

度の日本向け輸出が行われていることから、特に 1996 年３月以降（我が国は英国から

の肉骨粉の輸入を 1996 年３月に禁止した。）の輸入肉骨粉の由来、用途等の調査を実

施した。その結果、1996 年３月から 1997 年 12 月の間に 218 件(8,337 トン)が輸入さ

れ、うち 187 件(7,516 トン)は豚由来であり、残りの 31 件のうち 23 件(591 トン)は肥

料会社に販売され、8 件(230 トン)は不明であったが、大阪、小松島、神戸、門司に荷

揚げされたことが確認された。また、1998 年以降の輸入については、1999 年に動物種

混合の肉骨粉が１件輸入されたが肥料会社に販売されたこと、他の 155 件はすべて豚

由来であり、１件を除き肉粉であったことが確認された。 

                           

2.2.2.1.6 カナダ  

カナダにおいて、本年（2003 年）５月、同国産牛で初の BSE 感染が確認された。同

国からは年間数百から数千トンの肉骨粉が輸入されており、６歳といわれている当該

感染牛の誕生年（1997 年）前後には、既にカナダ国内にＢＳＥ病原体が存在していた

ことが否定できないことから、我が国に輸入された同国産肉骨粉の利用状況等につい

て調査を実施した。その結果、1992 年から 2001 年までの 10 年間に総計 9,103 トンの

肉骨粉・肉粉の輸入があり、すべて茨城県以西に仕向けられていることが確認された。

特に我が国ＢＳＥ感染牛の誕生年前後の輸入状況をみると、1995 年 688 トン、1996

年 433 トン、1997 年 499 トン、1998 年 1,880 トンが輸入され、関東、東海及び九州地

方に仕向けられていることが確認された。 

  

2.2.2.2 輸入生体牛 
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BSE 発生国からは、英国から乳牛 33 頭、ドイツから乳牛 16 頭の輸入が行われている

ほか、本年５月に BSE の初感染が確認されたカナダからは毎年 100～800 頭（乳牛、肉用

牛）の輸入が行われている。これらの輸入生体牛の追跡調査の結果は、以下のとおりと

なっている。 

 

2.2.2.2.1 英国 

(a) 1982 年に輸入された乳用牛（雄１頭、雌 4 頭） 

① 輸入時期：1982 年 5 月 

② 仕向先：関東地方 

③ 生年月日：1979 年 11 月～1980 年 11 月 

    ④ 廃用等の状況 

  廃 用 年 廃 用 の 理 由 

   1984 

    1985 

    1987 

    1989 

 ２頭廃用（第４胃変位、外傷） 

 １頭廃用（繁殖障害） 

 １頭廃用（産後起立不能） 

 １頭廃用（乳量低下） 

 

(b) 1987 年に輸入された乳用牛（雌９頭） 

① 輸入時期：1987 年 10 月 

② 仕向先：関東地方 

③ 生年月日：生年月日：1985 年 10 月～1986 年 3 月 

    ④廃用等の状況 

廃用・淘汰年                廃 用・淘 汰 の 理 由 

   1989 

    1992 

    1993 

    1995 

    1996 

 １頭廃用（繁殖障害） 

 ３頭廃用（乳量低下、心内膜炎の疑い）   

 ３頭廃用（繁殖障害、乳量低下、乳房炎）     

 １頭廃用（乳房炎及び産後疾患） 

 １頭淘汰（と殺し、ＢＳＥ検査（陰性）後、焼却） 

 

(c) 1988 年に輸入された乳用牛（雌１９頭） 

① 輸入時期：1988 年４月 

② 仕向先：九州地方 

③ 生年月日：1985 年 9 月～1986 年 9 月 

    ④廃用等の状況 
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廃用・死亡年                廃 用・死 亡 の 理 由 

   1989 

    1990 

  1991 

     

  1992 

     

  1993 

    1994 

    1995 

 ３頭廃用（繁殖障害､関節炎）                         

１頭廃用（乳房炎）                                

１頭廃用（第４胃変位)        

 １頭死亡（急性肺炎）  

 ５頭廃用（胃腸炎､乳房炎､繁殖障害､低能力）  

 １頭死亡（ケトーシス） 

 ５頭廃用（繁殖障害､乳房炎）    

 １頭廃用（乳房炎）                                 

１頭廃用（第４胃変位）       

 

2.2.2.2.2 ドイツ－1993 年にドイツから輸入された乳用牛（雌１６頭） 

① 輸入時期：1993 年 9 月 

② 仕向先：北海道 

③ 生年月日：1991 年 4 月～1992 年 2 月（１頭は 1993 年 9 月動物検疫所生まれ） 

    ④ 廃用等の状況（2003 年 9 月現在で 3頭が生存中） 

廃用・死亡年                廃 用・死 亡 の 理 由 

   1997 

    1998 

  1999 

    2001 

     

  2002 

2003 

 １頭死亡（転落死）  

 １頭廃用（乳房炎）  

 １頭死亡（壊疽性乳房炎） 

 １頭廃用（老齢） 

 １頭死亡（小型ピロプラズマ病）  

 ７頭廃用（と殺し、ＢＳＥ検査（陰性）） 

１頭廃用（と殺し、ＢＳＥ検査（陰性）） 

 

2.2.2.2.3 カナダ 

カナダからは年間 100～800 頭の生体牛（乳用種畜、肉用種畜等）が輸入されてい

る。1989 年以降にカナダから輸入された牛は総計 5,210 頭で、全国 40 都道府県に仕

向けられている。このうち 754 頭の生存が確認されており、そのほかについては、

と畜場出荷 2,050 頭、死亡・廃用 1,420 頭、不明等 986 頭となっている。また、カ

ナダのBSE感染牛と同時期に出生した同国産牛の輸入状況は1995～1996年278頭（生

存 93 頭、と畜場出荷 115 頭、死亡等 55 頭、不明 15 頭）、1997～1998 年 218 頭（生

存 153 頭、と畜場出荷 36 頭、死亡等 26 頭、不明１頭）となっている。 

 

2.3 調査結果から感染源としての可能性を排除できない事項  

これまでの７例に関する詳細な調査の結果から、我が国で発生した BSE の感染源・感

染経路としての可能性を排除できないと考えられる事項は次のとおりである。 
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2.3.1 加熱不十分なイタリア産肉骨粉                                                                                       

1998 年６月以前にイタリアから輸入された肉骨粉は、OIE 基準に示されている加熱処

理条件（133℃、３気圧、20 分）での処理が不十分であったことが判明し、更に、その

肉骨粉の一部にアイルランド、フランス等の BSE 発生国からの輸入肉骨粉が原料として

使用された可能性があることを踏まえると、我が国の BSE の感染源となった可能性を否

定できない。 

また、７例のいずれかに関連する７工場で製造段階での肉骨粉の交差汚染が否定でき

なかったことを考え合わせると、イタリア産肉骨粉が７例の発生牛に関係する飼料工場

で使用されたかどうかの確認はできなかったものの、何らかのルートを通じて７例に関

係する工場に流通したという感染経路の可能性も考慮する必要がある。 

 

2.3.2 オランダ産動物性油脂を原料とする代用乳 

BSE に対する感染のリスクは１～２歳までの若い時期に高いとされている。代用乳は

生後１か月程度与えられる飼料であり、７例の発生牛には同一の工場で生産された代用

乳が給与されていた。また、当該代用乳の原料として、BSE 発生国であるオランダ産の

動物性油脂が使用されていた。動物性油脂自体には BSE の感染性はないと考えられてい

るが、動物性油脂の製造過程で BSE 病原体が含まれる脳・脊髄などのたん白質が混入し

た場合、感染源になり得る理論的可能性がある。 

しかし、オランダの現地調査において動物性油脂にたん白質が混入していた確証は得

られなかった。 

 

３ 海外における原因究明の状況 

3.1 英国 

 BSE 発生を受けて、英国では中央獣医学研究所で 1986 年末から横断的疫学調査が行われ

1988 年には肉骨粉を介した経口感染が主な感染経路という報告が発表された。これにもと

づいて反すう動物への肉骨粉の給与が禁止され、その結果、平均潜伏期間の５年後に相当

する 1993 年をピークに、発生は激減してきた。一方、その他の感染経路については、大規

模なコホート調査により乳の関与は否定され、また、実験疫学的に 600 頭の子牛について

７年間観察を行って母子感染についての検討を行い、最大 10％の母子感染の可能性があり

得るとの結論を発表した。その後、この値は 0.5％以下に下方修正されている。 

 BSE 病原体の起源については、BSE が出現したと思われる時期におけるレンダリング方式

とヒツジにおけるスクレイピー発生状況から疫学研究者により提唱されたスクレイピー起

源説が広く受け入れられてきた。しかし、英国政府 BSE 調査委員会（委員長：フィリップ

ス卿）は、BSE 起源をスクレイピーとする説は間違いであって、BSE は自然発生によるもの

という見解を発表した。 

 このフィリップス委員会の報告に対して、伝達性海綿状脳症の専門家を中心とした BSE

の起源調査委員会（委員長：ガブリエル・ホーン教授）は、スクレイピー起源説はいまだ

に否定できないとの見解を発表した。本委員会報告では、BSE の起源に関して提唱された
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ほかの説である、自然発生説、アシネトバクター菌による説、有機リン説についても詳細

な検討を行い、いずれも科学的根拠がないとの見解を示しており、アフリカの野生動物を

起源とする説については検証が不可能であるとしている。 

 一方、感染原因の究明と平行して、オックスフォード大学疫学部門では、BSE 及びヒト

の変異型クロイツフェルト・ヤコブ病について、発生予測に関する疫学的検討を行ってき

ている。 
 

3.2 オランダ 

オランダの検査総局（AID）は BSE 感染牛 30 例について、５つの仮説を立て、国内にお

ける BSE 感染源・感染経路について検証した結果、以下の結論に達した。 

オランダでの牛への BSE 感染は、BSE の病原体に汚染された肉骨粉が配合飼料工場にお

いて交差汚染し、配合飼料への混入を通じて牛に給与されためである。また、BSE 病原体

は適切な加熱処理を施されなかった英国原産の肉骨粉に含まれていた可能性が高い。 

更に、オランダ国内における発生地域（BSE 三角地帯）では、反すう動物用飼料とその

他の家畜用飼料の製造に厳しい分離を実施していなかった飼料工場の市場シェアが大きい

ことも交差汚染による関連性を裏付けるものである。 

 

3.3 デンマーク 

デンマーク獣医食料省は、供給された飼料について詳細な調査を実施したところ、肉骨

粉が原因の一つとして排除できないとの結論に至った。ある BSE 発生例においては、肉骨

粉を原料として使用した豚用の飼料が給餌されていた可能性も確認された。 

禁止された動物性たん白質が餌に混入するシナリオとして次の５つがあげられている。 

① トラック、貯蔵タンクの不十分な洗浄 

② 油脂タンク、飼料の混合部門の不十分な洗浄 

③ 飼料製造工程中における汚染肉骨粉の使用 

④ ペットフードへの汚染肉骨粉の混入 

⑤ 農場、飼料工場での肉骨粉を使用した古い飼料の混入 

また、英国から 1980 年から 1989 年まで生体牛が輸入されており、これらが肉骨粉に加

工された可能性も否定できないとしている。 

更に、子牛用代用乳について、BSE 発生原因の一つとして調査したところ、13 の BSE 発

生例中 10 例で、BSE 発生国であるドイツから輸入された代用乳が使用されていた事実が確

認され、原因の可能性の一つとしてあげられている。 
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第２章 疫学的解析 

１ 目的 

疫学は、疾病の発生原因の追究の科学である。疫学的検討にあたっては、疾病の発生

にかかわる情報の収集、整理を行う記述疫学の結果に基づいて、原因仮説としての可能

性（possibility）をとりあげ、かつそれらの蓋然性（probability）を検討することに

より、原因の推定を行うとともに、今後の予防対策の面で考慮すべき要因の指摘を行う。 

 本 BSE 疫学検討チームは、これまでに確認された７例の BSE 感染牛について、これま

でに収集された調査データを基に疫学的手法により、感染源・感染経路の究明を試み、

更にその調査結果を今後の BSE 発生の予測とリスク管理に役立たせることを目的として、

検討作業を行った。 

 これまでに見いだされた BSE が７例と少数であるため、手法として仮説・検証方式と

ケース・コントロール（症例・対照）研究を採用した。前者では、感染源・感染経路の

可能性のある仮説のリスト・アップとそれらの蓋然性の検証を行い、後者では７例の症

例について発生農家と非発生農家について感染要因の統計学的解析を行った。 

 これに加えて、想定された感染経路モデルに基づく定量的リスク評価を行った。これ

は過去の検証のみでなく、今後の発生リスクの推定とリスク管理の基礎として役立たせ

ることを目的としたものである。 

 

２ 感染源・感染経路に関する仮説とその蓋然性 

担当：独立行政法人農業技術研究機構動物衛生研究所 

実験動物管理科長 志村亀夫、予防疫学研究室長 筒井俊之 

 

 BSE の病原体はプリオンたん白質が構造上の変化を起こした異常プリオンたん白質で

あるとするプリオン説が最も有力であるが、その病原体や発病機序などにいまだ不明な

点が多く、生前診断法も確立していない。このため、この疾病の浸潤状況を正確に把握

することは困難であり、また、平均５年という潜伏期間の長さも感染源の特定における

大きな障害となっている。英国での流行の拡大には感染牛由来の肉骨粉が大きな役割を

果たしていた。牛への肉骨粉の給与禁止により、発生件数が大幅に減少したことがこの

ことを裏付けている。BSE の発生件数が多いフランス、アイルランドなどの国も英国か

らの肉骨粉や生体牛の輸入が多い傾向にあり、これらが感染源となった可能性が高いと

考えられる。 

これまでの知見では、新たな地域での発生要因としては、汚染肉骨粉及び感染牛の輸

入が最もリスクが高いと考えられ、EU が行った BSE ステータスの評価においても BSE 発

生国からの肉骨粉と生体牛の輸入を BSE の侵入リスク要因として評価している。 

以下において、我が国で摘発された７例の BSE に関連して、これまで農林水産省が中

心となって実施してきた調査の結果を基に、それらの発生の感染源及び感染経路に関し

て分析及び考察を行った。 
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2.1 BSE の感染源が海外から持ち込まれた可能性の検討 

 BSE の発生原因説として、人の孤発性 CJD のように 100 万人に１人のような低い確率

でもともと牛に存在していたとする説や羊のスクレイピーを原因とする説があるが、こ

れまでのところこの説を支持する証拠は得られていない。一方、７例の BSE 感染牛の脳

乳剤のウエスタンブロットのパターンは英国及び他の発生国の BSE と同様の４型である

事実は英国由来の病原体である可能性を示唆している。したがって、ここでは BSE の感

染源が海外から持ち込まれたものとして、最もリスクが高いと考えられる発生国からの

輸入牛及び肉骨粉、更に動物性油脂について我が国での７例の感染源となった可能性に

ついて考察する。 

 

2.1.1 BSE 発生国から輸入された生体牛について 

我が国で摘発された７例に関連して、時期的に感染源として疑われる BSE 発生国から

の輸入牛は、英国、ドイツ及びカナダからの輸入牛であったと考えられる。 

 

2.1.1.1 英国からの輸入牛 

2.1.1.1.1 関東地域に輸入された乳用牛 14 頭 

1979～1980 年に英国で生まれた乳用牛 5 頭が 1982 年に関東に導入され、1984～1989

年に処分されている。処分理由のうち、神経症状が疑われたものは 1987 年に産後起立不

能により処分された１頭のみである。また、5 頭中 3 頭は関東のレンダリング工場で処

理されたことが分かっている。  

英国においては、これまで 1979～1980 年生まれの牛では 143 頭の BSE 例が摘発されて

いるが、潜在的な感染頭数は更に多かったと考えられる。しかしながら、ピークとなっ

た1987年生まれの摘発頭数3万７千頭と比較すると当時の感染の広がりは小さかったと

予想される。 

 これらの 5 頭以外に 1985～1986 年に英国で生まれた乳用牛 9 頭が 1987 年に関東に輸

入されている。うち 8 頭は関東でレンダリング処理され、残りの 1 頭は BSE の検査で陰

性と判定された後焼却処分されている。処分は主に 1992 年と 1993 年に行われており、

1995 年に処分された牛もあった。これらの輸入牛の処分理由として、神経症状を呈する

疾病を疑う所見はみられていない。 

 英国においては、1985～1986 年に生まれた牛に 3 万頭の BSE が摘発されており、ピー

クとなった 1987 年生まれには及ばないものの、臨床的に摘発されていないものも含める

とかなりの数の牛が感染していたと推察される。 
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 英国産輸入牛の処分年別頭数 

（1987 年輸入分：農林水産省調べ） 
 
 1996 年に処分された輸入牛は、BSE の検査で陰性と判定された後焼却処分されており、

摘発された 7 例の感染源になったとは考えられない。英国で肉骨粉の使用禁止が実施さ

れたのは 1988 年であり、1985～1986 年生まれの牛は英国において肉骨粉を給与されて

いる可能性が高く、実際この時期に生まれた牛では多くの BSE 感染例が摘発されている。

また、当時英国では発症したもののみを摘発していたため、この時期に生まれた牛のう

ち、潜在的に感染していた頭数はさらに多かったと推察される。 

 これら英国からの輸入牛の多くは処分後、関東でレンダリング処理されており、生産

された肉骨粉が配合飼料原料、交差汚染などによって牛に与えられた可能性は否定でき

ない。 

 関東で BSE 感染が確認された２頭はともに、1996 年春に生まれている。1995 年 10 月

に処分された輸入牛が感染しており、それらの牛由来の肉骨粉が感染源になったと仮定

すると、時期的には関東の発生例と符合する。また、1989～1993 年に処分された輸入牛

が感染していたと仮定すると、それらの牛由来の肉骨粉がリサイクルされた後、２頭に

感染を起こした可能性がある。 

 

2.1.1.1.2 九州に輸入された乳用牛 19 頭 

 1985～1986 年に英国で生まれた乳用牛 19 頭が 1988 年に九州に輸入されている。これ

らの牛は 1989～1995 年に処分されており、九州でレンダリング処理されている。 
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1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

処分年

頭
数

 
 英国産輸入牛の処分年別頭数 

（1988 年輸入分：農林水産省調べ） 
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 1985～1986 年に英国で生まれた牛は前述のように感染していた可能性がある。したが

って、これらの牛由来の肉骨粉を介して感染を起こした可能性も考えられる。しかしな

がら、これまでのところ九州での発生は確認されていない。また、九州では豚、鶏の飼

養頭羽数が多く、大量の肉骨粉が地域内で消費されることから、九州で生産された肉骨

粉が遠隔地である関東や北海道へ出荷された可能性は低い。そのため、これらが北海道

や関東の発生原因となったとは考えにくい。更に、７例の発生農家に配合飼料を供給し

ていた工場は地域内のレンダリング工場から肉骨粉を仕入れており、九州から肉骨粉を

仕入れてはいなかった。 
これらの輸入牛が感染していたと仮定した場合、レンダリング処理されて感染源とな

った可能性はあり得るが、九州ではなく、北海道・関東で発生したことの説明が困難で

ある。したがって、九州に輸入された牛がこれまでの発生例の原因となった可能性は低

いものと考えられる。 

 

2.1.1.2 ドイツからの輸入牛 

1991～1993年に生まれた乳用牛16頭が 1993年にドイツから北海道に輸入されている。

ドイツでは 1992 年から 1997 年にかけて輸入牛 6 頭での発生は認められたが、自国産牛

での発生は認められていなかった。しかしながら、2000 年に自国産牛７頭に発生が確認

され、その後サーベイランスが強化された 2001 年、2002 年には 125 頭、106 頭といずれ

も 100 頭以上の BSE が確認されている。牛が輸入された 1993 年当時の BSE の浸潤状況は

不明であるが、ドイツでは 1992 年に生まれた牛にも発生が認められていることから、英

国産牛に比較して格段に低いと思われるものの、これらの牛が感染していた可能性は否

定できない。 

輸入された16頭のうち3頭は現在も生存しており、BSEを疑う所見は得られていない。

また、8 頭は BSE の検査の結果、陰性が確認されている。残りの５頭のうち、３頭はへ

い死しているがその理由に中枢神経症状を呈する疾病を疑う所見は記録されていない。 

ドイツ産輸入牛の処分年別頭数 
 
我が国の BSE７例すべてが 1996 年４月以前に生まれた牛であることを考慮すると、時

期的に感染源になり得たものは、1997 年 1 月に処分された牛が考えられる。しかしなが

0
1
2
3
4
5
6
7
8

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 生存中

処分年

頭
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ら、北海道の５例に共通して配合飼料を供給していた配合飼料工場は、この１頭が処分

されたレンダリング工場由来の肉骨粉を扱っていなかった。また、この牛由来の肉骨粉

によって感染した牛が新たな感染源となったと仮定すると、発生例は 2000 年以降に感染

したこととなり、時期的に考えにくい。したがって、ドイツ産輸入牛が北海道５例の感

染源になった可能性は低いと考えられる。 

 

2.1.1.3 カナダからの輸入牛 

 日本はカナダから毎年多くの乳用牛を輸入している。カナダは 1990 年に英国からの牛

及び肉骨粉の輸入を禁止したが、それ以前は英国から牛を輸入していた。また、カナダ

では 1993 年に英国産輸入牛で BSE が発生している。その後、発生は認められなかったも

のの、2003 年５月に１頭の BSE が確認された。 

 1986 年から 2003 年までの間に、我が国にはカナダから 5,210 頭の乳用牛等が輸入さ

れている。輸入地域は北海道から九州沖縄まで全国に及んでいるが、北海道が 42%と最

も多く、中国・四国（19%）、東北（13%）がこれに続く。 

カナダにおける BSE の浸潤状況は不明であるが、仮にカナダから輸入された牛が BSE

に感染していたとすると、輸入したすべての地域で発生する可能性がある。しかしなが

ら、カナダではこれまで１頭の発生のみ確認されていること、年間約 170 万頭（2002 年）

を輸入している米国に発生が認められていないことを考慮すると、日本向けに輸出され

た牛が感染していた可能性は低いと考えられる。 

 カナダから輸入した牛が感染していた場合、北海道や関東での発生原因となったとす

る説明は可能である。しかしながら、カナダの浸潤状況が不明であるため、現在のとこ

ろ他の可能性と比較することは困難である。 

 

2.1.2 BSE 発生国から輸入された肉骨粉 
これまでの発生例は 1996 年４月以前に生まれていることから、1997 年までに輸入さ

れた肉骨粉が感染源になり得るとして検討を行った。我が国は 1990～1997 年に肥料用な

ど飼料用以外のものを含めて毎年 20 万トン前後の肉骨粉を輸入していた。そのうち、BSE

の発生が確認されている輸出国は、イタリア、ドイツ、オーストリア及びカナダである。 

 

2.1.2.1  イタリアからの輸入肉骨粉 

 1987～1990 年に 656 トン、1993 年に 20 トン、1995～1997 年に 186 トンの肉骨粉が輸

入されていた。農林水産省の調査によれば、1998 年 6 月以前に製造された肉骨粉は加熱

処理が十分になされていない可能性が高い。また、1993 年に輸入された 20 トンについ

ては、家きん由来であることが確認されており、分析対象とはしていない。 

 イタリアでは、輸入牛での BSE が 1994 年に２件発生している。その後、発生はなかっ

たが、2001 年に BSE 検査体制が強化され、2001 年に 48 頭、2002 年に 38 頭の BSE 感染

牛が摘発されている。 

 1995～1997 年にかけて輸入された肉骨粉の多くは、九州で養魚用飼料及びペットフー
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ドに用いられたことが確認されているが、一部は配合飼料に用いられた可能性が指摘さ

れている。これらが牛用配合飼料に用いられた場合、又は、他の家畜用飼料に用いられ

たものが牛用配合飼料に交差汚染を起こした場合には、これらの輸入肉骨粉が感染源と

なった可能性はあり得る。しかしながら、これらの肉骨粉は中国・四国地方に仕向けら

れており、中国・四国地方で陸揚げされた肉骨粉が北海道や関東に輸送された可能性は

低いことから、これらが直接北海道と関東での感染源となったとは考えにくい。 

 一方、1987～1990 年に輸入された肉骨粉の仕向け先等は不明であるが、これらの中に

英国等の BSE 発生国由来の肉骨粉が混入していた場合、又は、既にイタリアにおいて BSE

が広がっていた場合には、これらが感染源となった可能性は否定できない。この場合の

感染源は、日本国内でのリサイクルの結果生じたこととなる。 

 

2.1.2.2 その他の輸入肉骨粉  

 イタリア以外の BSE 発生国では、ドイツ、オーストリア、カナダから肉骨粉が我が国

に輸入されている。そのうち、ドイツ及びオーストリアからの輸入については、飼料用

以外の用途に用いられたこと、又は、統計上の誤りであることが確認されている。カナ

ダからの輸入量は比較的多く、1990～1997 年の間に５千トン程度が輸入されている。カ

ナダでは 1997 年生まれと推定される肉用牛 1 頭に BSE が確認されており、輸入した肉骨

粉に感染源が含まれていた可能性は否定できない。しかしながら、カナダの BSE の浸潤

状況は明らかになっておらず、現段階ではその可能性の程度を判断することは困難であ

る。 

 

2.1.2.3 肉骨粉の輸入地域 

  1995 年の輸入場所別に輸入数量をみると、関東で 5 万 1 千トン（23％）、中部で 5 万

トン（23％）、九州で 4万 1 千トン（19％）とこれらの地域で輸入量が多く、北海道には

陸揚げされていない。陸揚げされた肉骨粉が他地域へ輸送される可能性は否定できない

が、一般的に輸送費を考慮すれば、輸入場所から遠隔地へ輸送する利点はなく、ほとん

どが近県で消費されていたものと予想される。 

  全国の牛用配合飼料を製造している飼料工場において豚・鶏用飼料の原料として使用

されていた肉骨粉の入手先を調査した結果（2001 年）によると、北海道以外の地域では

輸入肉骨粉を原料として使用している工場は多かったが、北海道では輸入肉骨粉を原料

として使用している配合飼料工場はなかった。 

以上から、北海道では直接輸入された肉骨粉が感染源となった可能性は低いと推察さ

れる。 

一方、関東地域は肉骨粉の輸入量が多く、それらを扱う配合飼料工場も多いため、汚

染された肉骨粉が輸入された場合、肉骨粉の豚・鶏用配合飼料への直接的な使用、牛用

配合飼料への交差汚染などによって、牛に給与された可能性はあり得たと考えられる。 

  なお、九州では肉骨粉の輸入が多いが、豚・鶏の飼養頭羽数が多いため、乳用牛向け

に使用された割合は少なく、また、九州全体で製造される肉骨粉に占める乳用牛由来の
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肉骨粉の割合も少ない。このため、肉骨粉を通じて感染が拡大する可能性は、他の地域

に比べて低かったと考えられる。 

 

2.1.3 BSE 発生国から輸入された動物性油脂について 

動物性油脂は、エネルギーの補給源として年間約 40 万トン程度が配合飼料に利用され

ている。2001 年度の利用実績をみると、総計約 38 万８千トンの利用となっており、畜

種別では鶏用飼料に約 30 万６千トン（78.9％）、豚用飼料に約７万５千トン（19.2％）、

牛用飼料に約６千７百トン(1.7％)程度利用されている。そのほとんどは国産であり(2000

年度実績の聞き取り調査では 99.9％）、輸入品の利用割合は少ないと考えられるが、正

確な利用実態は不明である。また、過去 15 年の BSE 発生国からの飼料用動物性油脂の

輸入実績（財務省「日本貿易月表」）をみると、1989 年にスイスから 22 トンの「牛脂

（飼料用のもの）」が輸入されているが、粉末油脂（油脂をカゼイン等でコーティング

して粉末状にしたもの）については、統計上輸入実態は把握できない。 

 動物性油脂自体が感染性を有するとは考えられないが、実験的には証明されていない

ものの、感染性を有するたん白質が不純物として含まれている場合に感染源となる可能

性は否定できない。しかしながら、動物性油脂については、輸入・流通実態が不明な点

が多く、海外からの輸入という視点での分析は困難であるため、後述する発生農家で使

用された動物性油脂についての調査を基に分析・評価を行うこととした。 

 
2.2 仮説・検証の面からの感染源の考察 

  我が国ではこれまで７例の BSE が確認され、それぞれの生産農家及び発生農家で使用

されていた飼料、動物用医薬品などについて詳細な調査が行われている。３例で生産農

家から移動した先で BSE が発生しているが、移動した年齢は３例ともに２歳以上であり、

潜伏期間を５年と考えると生産農家で感染した可能性が高い。また、移動した先で肉骨

粉等の有力な感染源に暴露されたとの報告は得られていない。これらの点を考慮して、

発生例の生産農家における調査結果を基に検討を行った。 

  ここでは、感染牛が暴露した可能性のあるもののうち、BSE の感染源となり得るもの

について仮説として網羅的に取り上げ、それぞれの仮説を支持する根拠、否定する根拠

を併記した上で、その感染源となり得る可能性について評価を行った。 

 

2.2.1 仮説１ 配合飼料中の成分である肉骨粉が原因 

＜事実関係＞ 

  英国ではかつて牛用配合飼料に 2～5％の肉骨粉を使用し、子牛用配合飼料には最大

5％程度の肉骨粉が含まれていたとの報告もあり、これら配合飼料中の肉骨粉が流行拡大

の大きな要因となったと考えられている。また、他のヨーロッパ諸国においても肉骨粉

を恒常的に牛用飼料に使用していた国に発生が多い傾向がある。例えばフランスでは

1.5％、スイスでは 2.6％の割合で肉骨粉が牛用配合飼料に含まれていたとの報告がある。 

  英国では 1988 年に反すう動物由来の肉骨粉を牛へ給与することを禁止したことによ
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り発生件数が激減したが、その直後に生まれた牛にも多くの発生例が確認されており、

禁止後出産（BAB:born after ban）例と呼ばれている。これらは既に流通していた肉骨

粉入りの配合飼料の在庫があったこと、豚・鶏用の配合飼料に用いられる肉骨粉が牛用

配合飼料に混入したこと（交差汚染）によって感染したものと推察されている。 

  我が国では 1996 年４月に農林水産省が反すう動物由来の肉骨粉の反すう動物への給

与の自粛を指導したが、それ以前はわずかな量ではあるが肉骨粉が牛用配合飼料に使用

されていた。 

・ これまでの調査によれば、７例に給与された配合飼料に肉骨粉が含まれていたとす

る証拠はない。（７例の発生農家で合計 27 種類の配合飼料が使用されていたが、肉

骨粉を含むものはなかった）。 

・ 1996 年以前においても牛用配合飼料に使用された肉骨粉の量は少なく、牛用配合飼

料原料全体に占める肉骨粉の割合は乳牛用、肉牛用ともに 0.01%以下と非常に少ない

（1995 年度及び 1996 年度実績：「飼料月報」によれば鶏用で 3%、豚用で 1.5%程度）。 

・ 1996 年以前に製造された配合飼料中の肉骨粉の使用量をみると、肉骨粉は主に鶏、

豚用飼料の原料として用いられており、乳牛用及び肉牛用配合飼料に使用された量

は配合飼料向け肉骨粉全量の 0.05％以下と非常に少なく、乳用牛への使用量は 93 年

度 118 トン、94 年度 115 トン、95 年度 222 トン、96 年度 8 トンであった。 
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           牛配合飼料用肉骨粉の使用量の推移 
           （農林水産省生産局畜産部流通飼料課「流通飼料価格等実態調査」） 
 
・ 牛では肉骨粉は一部に子牛用配合飼料原料（代用乳・人工乳等）に用いられたとも

いわれるが、当時の使用状況について詳細な記録は残っていない。 

・ 2001 年の国内のレンダリング工場の調査では、国内で生産された肉骨粉（牛、豚、

鶏由来を含むすべて）のうち、BSE 病原体の不活化に必要とされる国際基準 133℃/20

分/3 気圧を満たす加熱処理で生産された肉骨粉は全体の 6.4％であった。 
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         レンダリング工場における処理状況別肉骨粉生産量 

                     （2001 年実績：農林水産省調べ） 

 

・ 1996 年度の配合混合飼料（すべての畜種向け）の移動状況をみると、北海道で生産

された飼料はほぼ 100％が北海道で消費され、関東向けに出荷されたものは生産量

300 万トン中 165 トン（0.06%）のみであった。また、関東で生産された配合飼料は

その 90%が関東で消費され、北海道向けに出荷されたものは 500 万トン中 4,800 トン

（0.1%）のみであった。 

・ 全国の牛用配合飼料工場において使用されていた肉骨粉の入手先について調査した

結果（2001 年）によると、ほとんどの配合飼料工場においては、地域内又は隣接地

域のレンダリング工場由来の肉骨粉が用いられており、遠隔地域から入手している

工場は認められなかった。 

 

＜肯定的見解＞ 

・ 1996 年４月に肉骨粉の使用が自粛されるまでは、肉骨粉を含む配合飼料が国内に出

回っていたと考えられ、また、在庫や流通期間を考えれば、同年 4 月以降もしばら

くの間はこれらの飼料が国内の牛に給与されていた可能性がある。 

・ ７例中 6 例は 1996 年４月に肉骨粉使用を自粛する直前に生まれており、これまでの

ところ 1996 年 5 月以降に生まれた牛での発生は認められていない。しかしながら、

それ以前（1995 年 12 月）に生まれた牛には発生が認められている。1996 年 4 月の

措置により感染リスクが低下したとすると、これまでの発生状況の説明が可能であ

る。 

・ 英国では子牛での感染が多かったと推定されており、子牛用配合飼料に肉骨粉が用

いられた場合、感染が成立する可能性は高いと考えられる。 

 

＜否定的見解＞ 

・ ７例に直接給与された配合飼料中の成分表示に肉骨粉はない。配合飼料会社に当時

の製造記録は残っていないが、飼料安全法により使用した原料はすべて表示するこ

とが義務づけられていることから、これらの配合飼料に肉骨粉は加えられていなか

ったと推定される。 
・ ７例に共通する配合飼料はなく、また、北海道と関東の間での配合飼料及び配合飼

料用肉骨粉の移動は少ない。 

(単位：t)
処理方式 処理状況 肉骨粉生産量 割合

133/20/3 0 0.0%
その他 180 0.1%

133/20/3 0 0.0%
その他 13548 5.5%

133/20/3 0 0.0%
その他 118176 47.9%

133/20/3 15888 6.4%
その他 99012 40.1%

共用
連続式

バッチ式

レンダリング工場

牛専用
連続式

バッチ式
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＜考察＞ 
  発生例に給与が確認されている配合飼料の成分表示に肉骨粉は含まれていない。この

表示によれば、発生例との直接的な関係は否定されるため、この仮説を支持することは

難しい。また、同一感染源として北海道と関東で同時期に生まれた牛に発生したことを

説明することも難しい。 

飼料用肉骨粉の消費量全体からみると、牛用に用いられた肉骨粉の割合は非常に少な

いが、1995 年には 200 トン以上が乳牛用に用いられており、絶対量としてはかなりの量

が乳牛に給与されている。仮に汚染された輸入肉骨粉が国内に持ち込まれていたり、あ

るいは、既に国内でリサイクルが起こっていたと仮定すると、このルートによる感染は

あり得ると考えられる。 

  以上から、1996 年４月以前に製造された牛用配合飼料に含まれる肉骨粉によって、BSE

が発生する可能性はあり得るものの、発生例に給与されていた配合飼料に肉骨粉が用い

られていないとすれば、７例の直接的な原因となった可能性は低いと考えられる。 

  

2.2.2  仮説２ 交差汚染により配合飼料に含まれた肉骨粉が原因 

＜事実関係＞ 

英国において 1988 年の反すう動物由来肉骨粉の牛への給与禁止後に生まれた牛でも

BSE（BAB 例）の発生が続いた主な原因として、鶏・豚用の飼料原料として用いた肉骨粉

が牛用飼料に混入した可能性が指摘されている。これは、配合飼料工場内での製造過程

や原料の輸送過程で牛用飼料に肉骨粉が混入したためと考えられている。 

我が国においては、1996 年４月に反すう動物由来の肉骨粉の反すう動物への給与の自

粛を指導した後、2001 年６月に配合飼料工場における反すう動物由来肉骨粉の牛飼料へ

の混入防止のガイドラインを制定している。また、2001 年 10 月には、国内で BSE が摘

発されたことに伴い、肉骨粉の輸入、国内での製造・出荷を禁止した。 
・ ７例に共通する配合飼料製造工場はないが、７例がそれぞれ給与された配合飼料の

製造工場のうちの少なくとも一つは他の家畜飼料製造用として肉骨粉を取り扱って

いた。 
 

 肉骨粉を扱っていた工場由来の配合飼料を給与していた発生農家 
（複数の農家が関連する工場のみ） 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
○ ○
○ ○ ○ ○ ○

配合飼料工場
発生農家

A工場
B工場  

(農林水産省調べ) 
 
・ B 工場は北海道 5 例の農家に配合飼料を供給しており、当該工場の立入検査では、肉

骨粉の交差汚染の可能性が指摘されている。また、北海道の発生例のうち４例の農
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家は同工場の子牛用配合飼料（人工乳）を使用していた。残りの１例の農家は子牛

用配合飼料（人工乳）を購入していなかった。 

・ 関東の２例に配合飼料を供給した共通の工場があったが、子牛用配合飼料を購入し

ていたのは１例のみである。ここでの購入時期は 1999 年以降であって発生牛は３歳

以上であった。したがって、発生牛に給与された可能性、又はそれらが発生の原因

となった可能性は低いと考えられる。 

・ これらの工場の肉骨粉の由来は国内のと畜場、食品会社などであった。 
 

           各工場の肉骨粉の仕入れ先とその由来 

製造工場 肉骨粉の仕入元

A工場 a 社

b 社

B工場 c 社

d 社

発生農家 原料購入先

① ⑦ と畜場、食肉処理場等

自社工場、自社関連食品会社等

② ④ ⑥ と畜場、食肉処理場等

と畜場、食肉処理場、化成場等

 
(農林水産省調べ) 

 
・ 北海道の発生例の周辺 27 農家と関東の発生例の周辺７農家について、1996 年当時使

用されていた飼料を調査し、発生例で共通していたＡ、Ｂ、Ｃの配合飼料工場で製

造された飼料の使用の有無を比較した。その結果、発生農家と周辺農家でこれらの

工場で生産された配合飼料の使用の割合に差はなかった（ｐ>0.05）。（以下、例とし

て B 工場で製造された配合飼料の使用割合について、表に掲げた。） 

 

 発生農家と周辺農家のＢ工場で製造された配合飼料の使用割合の比較 

全国             北海道内 

使用 不使用
発生農家 5 2
周辺農家 16 19

配合飼料

  

使用 不使用
発生農家 5 0
周辺農家 15 12

配合飼料

 
p=0.205                    p=0.086 

（Fisher の正確確率法により求めた片側 P 値） 

・ 肉骨粉自粛指導前の 1995 年に製造された牛用配合飼料約 680 万トンのうちの 17%が

牛専用工場で生産されていた。 
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牛用配合飼料生産量 

(単位：t)
1995年度 1997年度
1,129,464 911,844

(17%) (13%)
5,672,774 6,031,317

(83%) (87%)

牛専用工場

共用工場
  

 
＜肯定的見解＞ 

・ 若齢期には感受性が高いといわれているが、７例中 5 例の農家で交差汚染した可能

性のある子牛用配合飼料（人工乳）が給与されている（他の２例の農家では子牛用

配合飼料そのものを購入していない）。 

・ 北海道５例に共通する配合飼料工場及び関東２例に共通する配合飼料工場がある。 

・ 北海道から出荷された乳用牛が関東地域でと畜される割合は 1.5％と低いものの、搾

乳用として北海道から関東に導入された牛が感染源となって、関東地域で発生した

可能性は否定できない。 

・ 1996 年 4 月の肉骨粉の自粛指導により、配合飼料工場が何らかの混入防止措置を自

主的に講じたとすれば、このルートによる感染のリスクは下がるものと考えられ、

これまで1996年 5月以降に生まれた牛に発生が確認されていないことの説明が可能

である。 

 

＜否定的見解＞ 

・ 北海道の５例に共通の配合飼料工場が存在するが、５例に共通する銘柄はなく、同

じ製造ロットによって感染したとは考えられない。 

・ 配合飼料工場における汚染が原因であれば、北海道と関東で同一時期に生まれた牛

に発生したことは、感染源が２つ存在していたことを意味し、共通感染源としては

説明ができない。 

・ これまでの調査では肉骨粉の原料として、豪州とニュージーランド産の食肉用残さ

以外の輸入原料は用いられていなかったため、国産の肉骨粉が汚染されていたとい

う説明のみが成り立つ。 

・ 北海道からの乳用牛の導入は全国的に行われていると考えられるため、これまで関

東地域でのみ BSE が確認されている事実と整合しない。 

 

＜考察＞ 

なぜ同時期に生まれた牛が感染したのかを説明することは困難であるが、交差汚染し

た飼料摂取によって感染した可能性はあり得るものと考えられる。北海道と関東の発生

例で共通した配合飼料はないため、同一の飼料が感染を引き起こしたとは考えにくいが、

北海道産の牛が関東でもレンダリング処理されること、複数の飼料が汚染されていた可

能性もあることからこの仮説を完全に否定することはできない。 
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以上から、現状でこの仮説を明確に否定できる根拠はなく、交差汚染した牛用配合飼

料によって感染した可能性は否定できない。この場合、７例は共通感染源によって感染

したのではなく、北海道と関東にそれぞれ感染源があった可能性が高いこととなる。 

 

2.2.3 仮説３ 補助飼料中の肉骨粉又は肉骨粉の直接給与が原因 

＜事実関係＞ 

  農家自らが肉骨粉を牛に直接給与する場合として、①肉骨粉としての直接給与、②補

助飼料（主としてビタミンやミネラル等の補給を目的として配合飼料に混合して     

給与される飼料（例：ビタミン補給飼料、ビタミン・ミネラル混合飼料等））中に含まれ

る肉骨粉の給与、③豚、鶏用配合飼料の給与などが考えられるが、これらは記録に残り

にくく、また、５年以上も前のことでもあるため、その実態を把握することは難しい。 

・ ７例の農家ともに、直接肉骨粉を給与していたとする事実は確認されていない。 

・ 2001 年に全国で肉骨粉の給与実態について調査を行った結果では、全国で約 5,000

頭の牛に動物性たん白質を給与していたことが明らかになったが、そのほとんどは

リスクが極めて低いと考えられる蒸製骨粉と血粉であり、肉骨粉又は豚・鶏用の配

合飼料を給与した農家は少なく、頭数では 1,496 頭であった。 

・ 発生農家で給与が確認されている補助飼料に肉骨粉は含まれていなかった。（７例

の農家で 37 工場 49 種類の補助飼料が使用されていたが、すべての補助飼料に肉骨

粉は含まれていなかった。） 

・ ７例中 2 例の農家で鶏を飼養していたが、鶏用配合飼料は購入しておらず牛用の飼

料が鶏に給与されていた。 

・ ７例の農家が給与していた補助飼料を製造した 37 工場のうち、肉骨粉を取り扱って

いた工場は２工場のみであった。このうち、１工場は別ラインで肉骨粉を用いた飼

料を製造しており、交差汚染の可能性は低い。他の１工場（B 工場）では交差汚染の

可能性が指摘されている。 

・ 発生農家での給与は確認されていないが、北海道では肉骨粉入りの補助飼料や単味

飼料として肉骨粉や血粉が出回っていたとされている。しかしながら、これらの飼

料の製造工場の肉骨粉の入手先は、道内のと畜場などであった。 

 

＜肯定的見解＞ 

 ・ 肉骨粉入り補助飼料が出回っていたと考えられる北海道で５例発生している。 
 
＜否定的見解＞ 
 ・ 発生農家において肉骨粉入りの補助飼料の使用は確認されていない。 
・  北海道と関東で同一時期に生まれた牛に発生した理由が説明できない。 

 ・ 肉骨粉入りの補助飼料は、泌乳促進用等として主に成牛に与えられていたといわれ

ており、感受性が高いとされる子牛の時期に与えられてはいない。 
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＜考察＞ 
  汚染された肉骨粉が幼若期に給与されていた場合は、リスクは高いと考えられる。こ

れまでの調査結果では、発生農家で肉骨粉又は肉骨粉入り補助飼料を給与した事実は確

認されておらず、また、周辺農家の調査でも同様の状況であった。発生農家で使用され

た補助飼料の製造工場の調査においても、ごく一部の工場で交差汚染の可能性が指摘さ

れるのみで、配合飼料の交差汚染の可能性に比較して小さいものと推察される。北海道

で出回ったとされる肉骨粉入り補助飼料が感染源になった可能性は否定できないものの、

これまでのところ、この補助飼料が発生例に関与したことを積極的に支持する事実は確

認されていない。 
以上から、補助飼料が７例の発生原因となった可能性は低いと考えられる。 

 

2.2.4 仮説４ ペットフードに含まれた肉骨粉が原因 

＜事実関係＞ 

  動物性たん白質として肉骨粉が一部ペットフードにも使用されている。これらが誤っ

て牛に給与された場合、感染する可能性は否定できない。 

・ ７例すべての発生農家で猫又は犬を飼養していたが、キャットフード又はドッグフ

ードを購入していた農家（生産農場）は 3 件のみであった。 

・ これらの農家でのペットフードが牛に給与された事実は確認されていない。 

 

＜考察＞ 

肉骨粉を含むペットフードが牛に給与された場合、牛が感染することはあり得る。し

かしながら、牛への積極的な給与がなければ、何らかのアクシデントで７件に発生する

とは考えにくい。 

以上から、理論的にはこのルートによる感染はあり得るが、実際にこれらを通じて感

染した可能性は極めて低いと考えられる。 

 

2.2.5 仮説５ 代用乳に含まれた動物性油脂（牛脂）が原因 

＜事実関係＞ 

  代用乳には動物性油脂（牛脂）が含まれており、この牛脂はレンダリング工程を経て

製造されるものと、と体や食肉加工過程から得られる脂肪組織由来のものに分けられる。

脂肪自体が感染性を有するとは考えられないが、感染性を有するたん白質が不純物とし

て含まれている場合に感染源となる可能性がある。EU 科学運営委員会での脂肪組織につ

いてのリスク評価ではと畜時に腸管リンパ節と腸間膜組織が除去されていれば、脂肪組

織に感染リスクは考えがたいとの見解が発表されている。レンダリング由来の脂肪では、

モデル実験によりいずれのレンダリング方式でも感染性が検出されないことが報告され

ている。したがって、牛脂での感染性は神経組織又は腸管リンパ組織の混入により起こ

るものとみなされている。ドイツなど一部の国では感染源の可能性としてレンダリング

由来の牛脂を疑っている。 
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・ 銘柄は異なるものの７例ともに C工場で製造された代用乳を使用していた。 

 

発生農家に給与されていた代用乳 

原料油脂供給元

e 社(国産)

f 社(国産)

g 社(国産)

h 社(オランダ産)

i 社(オランダ産)

発生農家 代用乳銘柄 種類配合飼料製造工場

ファンシータロー

② ピュアミルクH ファンシータロー

① ④ ⑥ ⑦ ミルフードAスーパー C工場 粉末油脂

③ ⑤ ピュアミルク 粉末油脂

粉末油脂    

 
・ 同工場では BSE 発生国であるオランダ産の動物性油脂を使用して代用乳を製造して

いた。 

・ オランダ産動物性油脂は、レンダリング工場由来ではなく、と畜場での解体時に採

取された脂身又は腹腔内脂肪組織由来であり、精製度も高く、不純物の含有率はお

おむね 0.02％以下であったとされている。これは、OIE がたん白質フリーと認める

基準の 0.15％を下回っている。 

・ 同工場ではその他の哺乳動物由来たん白質原料を BSE 発生国からは輸入していなか

った。そのため交差汚染の可能性は考えにくい。 

・ 国産の動物性油脂も、と体から採取された脂肪組織由来の精製度の高いものであり、

レンダリング由来ではなかった。 

・ 同工場由来の代用乳は周辺農家でも多く使用されており、発生農家だけが特に使用

していた傾向は見い出せない。（p > 0.05） 

 

      発生農家と周辺農家の D 工場で製造された代用乳の使用割合の比較 

全国              北海道 

使用 不使用
発生農家 7 0
周辺農家 27 8

配合飼料

   

使用 不使用
発生農家 5 0
周辺農家 23 5

配合飼料

 
          p＝0.199                                  p＝0.414 

                  （Fisher の正確確率法により求めた片側 P 値） 

＜肯定的見解＞ 

・ 唯一７例に共通する飼料である。 

・ 生後の短い期間に給与されるものであり、特定の時期の代用乳が汚染されていたと

すると、その時期に生まれた牛が感染する。 

・ 1995年 9月 26日又は1995年 12月 9日に船積みされたオランダ産粉末牛脂を用いて

製造した代用乳がすべての例に与えられていた可能性がある。 

 



 30

＜否定的見解＞ 

・ 使用された動物性油脂は、精製度も高く、また、レンダリング由来でもないことか

ら、特定部位（SRM）の組織由来たん白質が混入していた可能性は低い。 

・ EU 科学運営委員会での脂肪組織についてのリスク評価では、と畜時に腸管リンパ節

と腸間膜組織が除去されていれば脂肪組織に感染リスクは考えがたいとされている。 

・ 使用された代用乳の銘柄は３種類であり同一ロットではない。 

・ オランダでの製造工場の立入調査でも動物性たん白質が混入する状況は確認されて

いない。 

・ オランダにおける感染源調査では、BSE30 例のうち 6 例では代用乳が用いられておら

ず、また、残りの 24 例では様々な工場で製造された代用乳が用いられており、発生

と代用乳の間に関係は見られなかったとされている。 

・ オランダ産動物性油脂の混入割合が 0～3.5%と低い製品を使用した農家で４例発生

し、最も高い 7～11.25%の製品を使用した農家では 1 例しか発生していない。 

・ これまで動物性油脂によって実験感染が成立したとする報告はない。 

・ 製造工場の出荷先は、北海道、東北、関東、北陸、東海地方と広く、代用乳の 20％

のシェア（全国ベース）を持っていた。この事実からは、北海道と関東地域でのみ

発生した BSE の原因を代用乳で説明することができない。 

 

＜考察＞ 

７例の BSE が単一の共通感染源により発生したと仮定すれば、代用乳における病原体

の汚染がもっとも説明しやすい。代用乳の成分のうち、感染源になり得るものは動物性

油脂であり、７例すべての農家でオランダ産の動物性油脂が用いられていたことから、

これに病原体汚染が存在していたことになる。７例すべてに共通していたという事実は

無視できないが、使用された動物性油脂に関する事実関係で、この可能性を支持するも

のは見いだされていない。 

 

2.2.6 仮説６ 代用乳以外の配合飼料に使用されていた動物性油脂が原因 

  動物性油脂は代用乳のみに用いられているものではなく、様々な配合飼料に添加され

ている。仮に動物性油脂に感染性があったと仮定すると、これらが添加された配合飼料

によって感染することも否定できない。 

・ ７例の発生農家で給与された配合飼料のうち、動物性油脂を含むものは６銘柄が見い

だされた。 

・ これらのうち発生例すべてに共通するものはなく、B 工場で生産された３銘柄が北海

道の４農家で給与されていた。他の３銘柄は３例目の農家で給与されていたのみであ

る。 

・ 2 例の発生農家では動物性油脂入りの配合飼料は使用されていなかった。 
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 動物性油脂を含む配合飼料の給与状況 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
ミルフードＢフレーク B工場 ○
ミルフードＢグリーン B工場 ○ ○

ミルフードＢ B工場 ○
くみあいEXモーレット D工場 ○

ハイッテク２８ D工場 ○

配合飼料銘柄 製造工場
発生農家

 
(農林水産省調べ) 

 
・ 北海道で４農家に共通した銘柄は、周辺農家でも同様に給与されており、特に発生

農家のみで給与されていたものではない。 
 

周辺農場との比較

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

ミルフードＢ各種 B工場 2(7) 1(6) 0(2) 4(5) 0(5) 4(5) 4(5)

配合飼料銘柄 製造工場
周辺農家で給与していた戸数

 

※（ ）の数字は調査した農家戸数         (農林水産省調べ) 
＜考察＞ 

  子牛用配合飼料に用いられた動物性油脂に不純物として特定部位（SRM）の組織由来の

たん白質が含まれていた場合、感染する可能性はあり得るものと考えられる。しかし、

２例の農家では動物性油脂入りの配合飼料が用いられていなかったことを考えれば、こ

れらが感染源になった可能性は、代用乳に含まれる動物性油脂の場合よりも更に低いと

考えられる。 

 

2.2.7 仮説７ その他の原因 

2.2.7.1 配合飼料中に含まれる魚粉に混入した肉骨粉が原因 

＜事実関係＞ 

北海道の４例及び関東２例の農家で魚粉が含まれる配合飼料が使用されていた。北海

道の４例のうち２例に給与された配合飼料の製造工場は同じであったが銘柄は異なって

いた。原料となった魚粉は 5 社で製造されていたが、肉骨粉の取扱いが確認されたのは

１社（ｍ社）のみであった。ｍ社で製造された魚粉を含む配合飼料が使用されていたの

は関東１例の農家のみであり、他では使用されていなかった。 

一部の魚粉製造工場で魚粉から哺乳動物のたん白質が検出されているが、これは原料

として使用された食品残さに含まれていたものと考えられた。 
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 魚粉を含む配合飼料の給与状況

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

幼牛グリーン A工場 ○ ○
新若牛リード２４ A工場 ○ ○

ミルフードＢフレーク B工場 ○
ミルフードＢグリーン B工場 ○ ○

ミルフードＢ B工場 ○
メイバイパス４０ E工場 ○
カウフィット８０ E工場 ○

配合飼料銘柄 製造工場
発生農家

 

(農林水産省調べ) 

 

飼料銘柄 配合飼料製造工場

幼牛グリーン
A工場

新若牛リード２４

ミルフードＢ各種 B工場

メイバイパス４０

E工場

カウフィット８０

m 社 輸入魚粉、国産魚荒、
国産魚粉

n 社 都市魚荒

k 社 水産加工残さ、輸入魚
粉、国産魚粉

輸入魚粉、国産漁荒、
国産魚粉、フェザー

ミール
l 社

魚粉の仕入先 由来

j 社 水産加工残さ、輸入魚
粉、国産魚粉

 
(農林水産省調べ) 

 
＜考察＞ 

７例中５例の農家で魚粉を含む配合飼料が給与されていたが、原料として用いた魚粉

を製造した工場で肉骨粉を扱っていたのはｍ社のみであり、また、ｍ社の魚粉を含む配

合飼料を使用した発生農家も１農家のみと共通性も認められない。最近の調査で魚粉か

ら哺乳動物の蛋白質が検出された事例もあるが、これらは原料として使用された食品残

さに含まれていた動物性たん白質であった可能性が指摘されている。いずれにしても、

発生農家で使用された魚粉の製造工場に共通性がなく、魚粉を含む配合飼料を使用して

いない発生農家が存在することから、本仮説の可能性は極めて低いものと考えられる。 

 

2.2.7.2 動物用医薬品 

＜事実関係＞ 

 ワクチンや治療薬などには牛の体内に直接投与されるものがあるため、これらの動物

用医薬品が病原体を含んでいる場合、経口感染よりも少量で感染が成立すると考えられ

る。 

  我が国は1996年4月に英国産の反すう動物由来の物質を用いた動物用医薬品等の製造

を禁止した。また、2000 年 12 月に他の EU 加盟国、スイス及びリヒテンシュタイン国産
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（2001 年 6 月にチェコ国産を追加）の反すう動物由来の物質（一部例外を除く。）の使

用を禁止し、更に、2001 年 10 月には感染性を有する物質を含まないことが明らかな場

合等を除き、すべての国の反すう動物由来の物質の使用を禁止した。 

 

複数の症例が使用していた動物用医薬品と反すう動物由来物質の有無 

                                (農林水産省調べ) 
 
・ 複数の発生農家に供給されていた動物用医薬品は 9 種類あり、うち反すう動物由来

物質を含んでいた製品は４種類であった。 

・ ｏ社のミネラル類製剤の１種類が BSE 発生農家の７例中６例、別の１種類が３例の

農家で使用されていたが、これらの製剤に含まれる反すう動物の脂肪由来であるス

テアリン酸は、その製造工程において相当程度の加工処理が行われている。 

・ ｏ社の泌乳期に乳房内に投与する抗生物質が７例中３例の農家で使用されていたが、

これらは泌乳期の治療薬のために２才以上で用いられたと考えられる。また、これ

らに含まれる反すう動物脂肪由来の脂肪酸は製造工程において相当程度の加工処理

が行われている。 

・ ｒ社の抗菌剤が７例中２例の農家で用いられていたが、反すう動物由来物質は乳由

来であり、他の５例では使用が確認されていない。 

・ ｓ社のワクチンが７例中２例の農家で使用されていたが、他の５例では使用が確認

されておらず、また、ワクチンの販売量からみて、このワクチンを感染源とすると

これまでの発生件数が７例にとどまるとは考えにくい。 

 

＜考察＞ 

  動物用医薬品を感染源とすると、その販売量からすれば多くの感染牛が存在すると予

想され、７例のみが摘発されている事実と符合しない。また、７例での共通性が高い動

物用医薬品は牛が舐めることにより有効成分を摂取する固形塩（鉱塩セレニクス、鉱塩

E100）のみである。感染源の経口摂取は注射等による体内への直接投与に比較して感染

効率は格段に低いこと、この製品に含まれる反すう動物由来成分は相当程度の処理を受

けていることから、これが感染源となった可能性は極めて低い。 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

鉱塩セレニクス o 社 ○ ○ ○ ○ ○ ○

鉱塩Ｅ１００ o 社 ○ ○ ○

セファメジンQR o 社 ○ ○ ○
モノステアリン酸グリセリ
ン、オレイン酸メチル、ス
テアリン酸（脂肪由来）

レバチオ液 o 社 ○ ○ なし

等張リンゲル糖ーV注
射液

o 社 ○ ○ なし

動物用プロナルゴンF
注射液

p 社 ○ ○ ○ ○ なし

パナセランHi q 社 ○ ○ なし

注射用ベテシリン r 社 ○ ○
乳糖、ペプトン、スキムミ

ルク(乳由来)

IBRワクチンKB s 社 ○ ○ 乳糖等(乳由来)、血清

ステアリン酸(脂肪由来)

医薬品、ワクチン等 製造業者
発生農家

反芻動物由来物質
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３ 症例・対照研究 

担当：農林水産政策研究所評価・食料政策部長 吉田泰治 

名古屋大学農学国際教育協力研究センター助教授 門平睦代 

 

 ７例の BSE 発生農家（「症例」）とその周辺の 37 戸の農家（「対照」）の給与飼料に関する

情報は、都道府県の家畜衛生担当部局が BSE 発生後とその後の立入調査で収集したもので

ある。これらの情報をデータベース化し、以下のような統計学的分析に使用した。症例・

対照研究（Case Control Study）の手法を利用し、まず、症例と対照農家の２つの農家群

における飼料（危険因子）の給与状況を統計学的に分析した。 

 

3.1 収集したデータ 

3.1.1 発生農家（「症例」） 

 発生農家は７戸であるが、生産と発生が別々の農家である例が３戸あり（発生順に

１例目、６例目、７例目）、それぞれ調査が行われた。このうち分析に使用したもの

は、生産農家７戸分である（注１）。 

 

3.1.2 周辺農家（「対照」） 

 周辺農家のデータは、発生農家の周辺（１例目、６例目、７例目はそれぞれの生産

農家の周辺）で収集された。データが収集された戸数は以下のとおり。 

 

 表3-1 周辺農家の調査戸数 

 発生 周辺農家戸数  調査地  

１例目       ７戸 北海道佐呂間町  

２例目       ６戸 北海道猿払村  

３例目       ２戸 群馬県宮城村  

４例目       ５戸 北海道音別町  

５例目       ７戸 神奈川県伊勢原市  

６例目       ５戸 北海道標茶町  

７例目       ５戸 北海道湧別町  

７戸     ３７戸   

 

 ただし、５例目の周辺農家７戸のうち、２戸（周辺５－６、５－７）についてはBSE

発生時の1995、1996年当時に給与された飼料のデータが不明であり、分析から除外し

た。 

 したがって、分析に使用したのは、発生農家７戸、周辺農家35戸、合計42戸のデー

タである。 
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  表3-2 発生・周辺農家戸数 

 全 国 北海道   県  

発生農家（「症例」）     ７     ５    ２  

周辺農家（「対照」）   ３５   ２８    ７  

 合 計   ４２   ３３    ９  

 

3.1.3 データの種類 

 調査農家から収集した主なデータは以下のとおり。 

・飼養頭数（成牛、育成牛、子牛別） 

・飼料の種類（代用乳、人工乳、配合飼料、単味飼料、補助飼料、粗飼料、生乳、添

加剤、サイレージ添加剤、動物用医薬品） 

・給与ステージ 

・給与開始時期・給与終了時期 

 

3.2 分析 

 独立性の検定（「補論 独立性の検定について」参照）は３種類の飼料①代用乳、②

人工乳及び③配合飼料について、①使用の有無、②銘柄別、③製造工場別に行った。 

 なお、飼料の銘柄によっては、北海道以外に流通していないものもあるので、こうし

た銘柄については、北海道のデータだけで検定を行った。（製造工場別についても同様。） 

 

3.2.1 代用乳 

  代用乳については、以下の３種類の検定を行った。 

① 代用乳使用の有無 

② 代用乳銘柄別 

③ 代用乳製造工場別 

 

3.2.1.1 代用乳使用の有無 

 この結果は、以下のとおりである。これは、28ページに示されたものとは異なる。

（28ページの結果は（株）科学飼料研究所高崎工場で生産された代用乳使用とBSE発生

に関するものであるが、ここでは他の工場で生産された代用乳も含めてある。） 

 

  表3-3 代用乳使用とBSE発生 

   発生農家   周辺農家   

 全 国   （症例）   （対照）  合 計  

代用乳使用         7        32      39  

代用乳不使用         0         3       3  

 合 計         7        35      42  

 分割表の生起確率 0.57012  ＞ 0.05 

 片側検定Ｐ値   0.57012  ＞ 0.05 
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北海道だけのデータでは、以下のようになる。 

 

  表3-4 代用乳使用とBSE発生、北海道 

   発生農家   周辺農家   

 北海道   （症例）   （対照）  合 計  

代用乳使用         5        25      30  

代用乳不使用         0         3       3  

 合 計         5        28      33  

 分割表の生起確率 0.60044  ＞ 0.05 

 片側検定Ｐ値   0.60044  ＞ 0.05 

 

 全国合計及び北海道のみの２つの検定結果は、ともに、帰無仮説を有意水準５％で

棄却できない。 

 

3.2.1.2 代用乳銘柄別 

 給与されていた代用乳の銘柄のうち、主なものは次のとおりである。すなわち、「ぴ

ゅあみるく」（北海道以外）、「プレミアムメイラック」、「ミルフードＡスーパー」

（北海道のみ）、「ミルフードＡスペシャル」（北海道のみ）の４銘柄である。この

うち、ミルフードＡスーパーとミルフードＡスペシャルは成分が同一であるので、同

じ商品として分析する。（注２） 

 最も使用農家が多かった、ミルフードＡスーパー及びミルフードＡスペシャルの分

割表、検定結果を掲げる。なお、このデータは北海道のみである。 

 

 表3-5 ミルフード使用とBSE発生 

   発生農家   周辺農家   

 北海道   （症例）   （対照）  合 計  

ミルフードＡ使用 *1)         5        23      28  

ミルフードＡ不使用*2)         2         3       5  

 合 計         7        26      33  

 *1）ﾐﾙﾌｰﾄﾞAｽｰﾊﾟｰかﾐﾙﾌｰﾄﾞAｽﾍﾟｼｬﾙのいずれかを使用。 

 *2）ﾐﾙﾌｰﾄﾞAｽｰﾊﾟｰ、ﾐﾙﾌｰﾄﾞAｽﾍﾟｼｬﾙともに不使用。 

 分割表の生起確率 0.23005  ＞ 0.05 

 片側検定Ｐ値   0.94815  ＞ 0.05 

 

 他の銘柄については結果のみ掲げる。 

・ぴゅあみるく（全国を対象） 

        分割表の生起確率 0.16157  ＞ 0.05 

     片側検定Ｐ値   0.18752  ＞ 0.05 
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・ぴゅあみるく（県のみ） 

        分割表の生起確率 0.27778  ＞ 0.05 

     片側検定Ｐ値   0.27778  ＞ 0.05 

 

・プレミアムメイラック（全国を対象） 

        分割表の生起確率 0.36280  ＞ 0.05 

     片側検定Ｐ値   0.42988  ＞ 0.05 

 

 いずれの結果についても、「当該銘柄の代用乳使用がBSE発生の原因ではない」という

帰無仮説を有意水準５％で棄却できない。 

 

3.2.1.3 代用乳製造工場別 

 代用乳製造工場別データの大半を占めるのは、（株）科学飼料研究所高崎工場（以

下「高崎工場」）の製品である。なお、主要製品は「ミルフードＡスーパー及びスペ

シャル」であるが、そのほかに「ぴゅあみるく」がある。（注３） 

 高崎工場製の代用乳製品使用データに基づく結果は以下のとおりである。これは29

ページに示されたものと同じである。 

 

 表3-6 高崎工場製代用乳使用とBSE発生 

   発生農家   周辺農家   

 全 国   （症例）   （対照）  合 計  

高崎工場製代用乳使用         7        27      34  

高崎工場製代用乳不使用         0         8       8  

  合 計         7        35      42  

 分割表の生起確率 0.19941  ＞ 0.05 

 片側検定Ｐ値   0.19941  ＞ 0.05 

 

 高崎工場製代用乳使用がBSE発生の原因となったという帰無仮説は有意水準５％で

棄却できない。 

 

 以上の結果、代用乳の使用とBSE発生とを検定したいくつかの結果は、銘柄別について

も、製造工場別についても、すべて帰無仮説を有意水準５％で棄却できず、両者の因果

関係を統計的に支持する結果は得られなかった。 

 

3.2.2 人工乳 

  人工乳についても、代用乳と同様、以下の３種類の検定を行った。 

① 人工乳使用の有無 

② 人工乳銘柄別 
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③ 人工乳製造工場別 

 

3.2.2.1 人工乳使用の有無 

 人工乳使用の有無に関する検定結果は、以下のとおり。 

 

  表3-7 人工乳使用とBSE発生 

   発生農家   周辺農家   

 全 国   （症例）   （対照）  合 計  

人工乳使用         5        26      31  

人工乳不使用         2         9      11  

 合 計         7        35      42  

 分割表の生起確率 0.34639  ＞ 0.05 

 片側検定Ｐ値   0.74407  ＞ 0.05 

 

3.2.2.2 人工乳銘柄別 

 人工乳の銘柄のうち、主なものは次のとおりである。すなわち、「プレミアムメイス

ターター」、「ミルフードＢ」（北海道のみ）、「ミルフードＢグリーン」（北海道の

み）、「ミルフードＢフレーク」（北海道のみ）の４銘柄である。最も使用農家数の多

かった「ミルフードＢグリーン」の検定結果を示す。 

 

  表3-8 ミルフードＢグリーン使用とBSE発生 

   発生農家   周辺農家   

 北海道   （症例）   （対照）  合 計  

ミルフードＢグリーン使用         2        13      15  

ミルフードＢグリーン不使用         3        15      18  

  合 計         5        28      33  

 分割表の生起確率 0.36101  ＞ 0.05 

 片側検定Ｐ値   0.77050  ＞ 0.05 

 

 他の銘柄については結果のみ掲げる。 

・プレミアムメイスターター 

        分割表の生起確率 0.28455  ＞ 0.05 

     片側検定Ｐ値   0.30894  ＞ 0.05 

 

・ミルフードＢ 

        分割表の生起確率 0.34641  ＞ 0.05 

     片側検定Ｐ値   0.39956  ＞ 0.05 

 

・ミルフードＢフレーク 
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        分割表の生起確率 0.30261  ＞ 0.05 

     片側検定Ｐ値   0.91426  ＞ 0.05 

 

3.2.2.3 人工乳製造工場別 

 人工乳製造工場別に最も多くの農家が使用していたのは、「ホクレンくみあい飼料

（株）釧路西港工場（以下「釧路西港工場」）」の製品であった。この検定結果は以

下のとおりである。なお、釧路西港工場製の人工乳は、北海道以外に流通していない

とみられるので、北海道のみのデータで分析した。 

 

  表3-9 釧路西港工場製人工乳使用とBSE発生 

   発生農家   周辺農家   

 北海道   （症例）   （対照）  合 計  

釧路西港工場製人工乳使用         4        17      21  

釧路西港工場製人工乳不使用         1        11      12  

  合 計         5        28      33  

 分割表の生起確率 0.30261  ＞ 0.05 

 片側検定Ｐ値   0.38835  ＞ 0.05 

 

 他の工場については結果のみ掲げる。 

・関東くみあい化成工業赤城工場 

        分割表の生起確率 0.30261  ＞ 0.05 

     片側検定Ｐ値   0.38835  ＞ 0.05 

 

 以上の結果、人工乳の使用とBSE発生とを検定したいくつかの結果は、銘柄別につい

ても、製造工場別についても、すべて帰無仮説を有意水準５％で棄却できず、両者の

因果関係を統計的に支持する結果は得られなかった。 

 

3.2.3 配合飼料 

 配合飼料については、様々な種類の製品がすべての農家で使用されており、単なる

使用の有無の検定は意味がない。また、使用目的の異なる多くの銘柄の配合飼料が様々

な場面で使用されており、代用乳や人工乳のように主要な銘柄も存在しない。そこで、

配合飼料については、製造工場別の分析のみを行った。 

 発生農家、周辺農家両方が、配合飼料としてその製品を使用していた工場は、以下

のとおりである。 

ホクレンくみあい飼料釧路西港工場（以下「釧路西港工場」）（北海道のみ）１５戸 

メルシャン苫小牧工場（以下「苫小牧工場」）（北海道のみ）             １２戸 

ホクレンくみあい飼料北見工場（以下「北見工場」）（北海道のみ）     ９戸 

全国酪農業協同組合連合会釧路飼料工場（以下「釧路工場」）（北海道のみ） ７戸 

日本農産工業小樽工場（以下「小樽工場」）（北海道のみ）                 ７戸 
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関東くみあい化成工業赤城工場（県のみ）                                  ３戸 

  釧路西港工場のデータによる分割表と検定結果は以下のとおり。 

 

  表3-10 釧路西港工場製配合飼料とBSE発生 

   発生農家   周辺農家   

 北海道   （症例）   （対照）  合 計  

釧路西港工場製配合飼料使用         3        12      15  

釧路西港工場製配合飼料不使用         2        16      18  

 合 計         5        28      33  

 分割表の生起確率 0.29332  ＞ 0.05 

 片側検定Ｐ値   0.40950  ＞ 0.05 

 

 他の工場については、結果のみ掲げる。 

・メルシャン苫小牧工場（北海道のみ） 

        分割表の生起確率 0.30261  ＞ 0.05 

     片側検定Ｐ値   0.91426  ＞ 0.05 

 

・ホクレンくみあい飼料北見工場（北海道のみ） 

        分割表の生起確率 0.30701  ＞ 0.05 

     片側検定Ｐ値   0.41796  ＞ 0.05 

 

・全国酪農業協同組合連合会釧路飼料工場（北海道のみ） 

        分割表の生起確率 0.23005  ＞ 0.05 

     片側検定Ｐ値   0.28190  ＞ 0.05 

 

・日本農産工業小樽工場（北海道のみ） 

        分割表の生起確率 0.44094  ＞ 0.05 

     片側検定Ｐ値   0.72284  ＞ 0.05 

 

・関東くみあい化成工業赤城工場（県のみ） 

        分割表の生起確率 0.50000  ＞ 0.05 

     片側検定Ｐ値   0.58333  ＞ 0.05 

 

 以上の結果、それぞれの工場で製造された配合飼料の使用とBSE発生とを検定したい

くつかの結果は、すべて帰無仮説を有意水準５％で棄却できず、両者の因果関係を統

計的に支持する結果は得られなかった。 

 

3.3 結果の総括と今後の課題 

 上述のとおり、症例・対照研究では、BSE発生と統計学的関連性のある農家レベルで
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の因子（原因）は見つからず、すなわち、７例のBSE感染牛の原因として疑われる飼料

を特定することができなかった。これは、発生例（７例）が少ないために統計学的有

意差が証明できないことと原因飼料を摂取した動物でもごくわずかしか（２～３％）B

SEを発生しないなど、症例・対照研究には適さない複雑な発生機序によるためと考え

られる。このため、今後、更に発生例が増えた場合には、再度、分析・評価を試みる

ことが必要かもしれない。 

なお、本稿では検証していないが、発生農家及び周辺農家以外に、同意の得られた、

北海道、岩手県、愛知県、長崎県から無作為に選んだ非発生農家についても情報収集し、

データベース化した。しかし、これらの情報は、2001年度の一斉立入調査時にまとめら

れたものであるが、給与期間等について不完全なデータも見受けられたので、分析には

使用しなかった。 

 この種の分析では、発生農家だけでなく、周辺農家についても正確なデータの収集

が不可欠である。今回の分析に使用したデータは、注に示したように、これらの点で

不十分であった。このため、調査データのうちいくつかは除外せざるを得なかった。 

 今後のこともあるので、特に収集されなければならない重要なデータをここで改め

て整理しておく。 

 第１に、飼料の種類・銘柄、給与量、給与期間である。これらは、必須である。 

  このほか、飼育環境に関するデータなども重要である。 

 今後この種の疫学調査によって原因究明を行うためには、これらのデータの正確な

収集が必要であり、そのためにも農家に対して正確な情報を記録するよう指導してい

くことが必要不可欠である。 

 最近試行的に開始された生産履歴検索システム、いわゆる「トレーサビリティ」が

整備されれば、こうしたデータもかなり容易に収集できるようになるはずである。こ

うしたシステムが整備されれば、今回のBSEのような問題が発生した場合に、より有効

な原因究明が短期間で可能になってくるものと期待される。 

  

注１：発生農家のコードは、発生順に「発生ｎ－１又は－２」とふられている。（ｎ＝

１～７）ここで、「－１」は発生牛の生産農家、「－２」は発生時点の農家であ

る。したがって、１、６、７例目以外は「－１」のみ、１、６、７例目には「－

２」も存在。分析対象とする農家は生産時点の農家であるので、本来は「１－１」

～「７－１」の７農家であるが、精査の結果、６例目については、「－１」が発

生農家、「－２」が生産農家であることが判明したので、分析対象とする発生農

家のコードは、「発生１－１、２－１、３－１、４－１、５－１、６－２、７－１」

である。 

 

注２：代用乳の銘柄別の分析を行った結果、BSE発生以降に製品化された銘柄（「みるく

ん」、「新ミルク」、いずれも（株）科学飼料研究所高崎工場製）が含まれてい

た。このデータは、当然分析からは除外した。 
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注３：１例目の周辺農家のうち１戸（農家コード「周辺１－７」）については、製造工

場が「ホクレン」と記載されていたが、銘柄は「ミルフードＡスーパー」である

ので、高崎工場のデータに含めた。（「ミルフードＡスーパー」は高崎工場以外

では製造されていない。） 

    なお、「周辺農家５－４」の給与飼料として、1995～1997年に代用乳「ハイベ

ビー（日本農産製）」、1998年に代用乳「ぴゅあみるく（高崎工場製）」が記載。

分析対象はBSE発生牛の生産時点である1996年であるから、1998年当時のデータで

ある「ぴゅあみるく」は除外した。 
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補論  独立性の検定について 

 

 実験や調査によって得られたデータについて、症例と対照を比較して、ある要因によ

って、その間に有意な差があるかどうかを検定する手法を簡単に解説する。 

 ２つの変数について、クロス集計表（分割表）に基づき、２変数間に関連があるかど

うかの検定は通常χ2（カイ二）乗検定等の手法によって行われる。この方法を「科学飼

料研究所高崎工場製代用乳使用はBSEを発生させるか（以下「代用乳使用とBSE発生」と

略す）」という検定を例に解説する。 

 今回の調査データから得られた、標記の問題についての分割表は以下のとおり。（29

ページの左の表、単位は戸数） 

   発生農家   周辺農家   

 全 国   （症例）   （対照）  合 計  

代用乳使用         7        27      34  

代用乳不使用         0         8       8  

 合 計         7        35      42  

 

Ｈ０（帰無仮説）：代用乳使用とＢＳＥの発生は関係ない。（独立である）  

 この帰無仮説を一定の有意水準（通常は５％）で棄却できれば、「代用乳使用はBSEを

発生させる」といえる。 

(1) 通常はχ2乗検定（注１）により、検定する。 

 χ2値は、1.97647となり、自由度１のχ2乗分布の片側確率（Ｐ値）は0.160であり、

５％（確率 0.05 ）より大きい。 

  すなわち、有意水準５％で帰無仮説を棄却できない。 

 ただし、期待度数（各セルの生起確率×サンプル）５以下のセルがあるとχ2乗検

定を使用することは適当でない。このデータ（及び今回検定を行ったデータすべて）

では、期待度数５以下のセルがあるので、一般に、2×2分割表で期待度数に５より小

さいものがある場合に用いられる Fisherの直接計算法を用いた検定を行う。(注２） 

(2) Fisherの直接計算法によるこの分割表の生起確率は、0.199 となる。 

 この分割表を含む片側検定による合計確率（Ｐ値）も 0.199 となり、やはり有意水

準５％で帰無仮説を棄却できない。 

  以上の結果、帰無仮説を採択する。（棄却できない） 

(3) 結論は、「代用乳使用はBSEを発生させない」、より正確に言うと、「代用乳使用

とBSE発生は関係があるとはいえない」という結論になる。 

(4) これは、収集された調査データに基づく結論である。この種の独立性の検定では、

より多くのデータが収集できた場合には、結論が変わることもあり得る。 

(5) 今回の結果は、あくまで収集された42戸のデータに基づくものであることを、特に

注意しておく。 

  

注１）χ2乗検定 
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 分割表を以下のように書く。 

   要  因  Ｂ  

 Ｂ１ Ｂ２    Ｂk 合計  

要 Ａ１ o11   o12         o1k o1.  

 Ａ２ o21 o2.   ただし、oi.＝Σｊoij 

因              oij   

 Ａｍ om1               omk om.           o.j＝Σｉoij 

Ａ     

 合計 o.1   o.2         o.k  ｎ  

                            oi.   o.j    

各セルの期待度数は、Ｅij＝──・──・ｎ＝oi.・o.j／ｎ  となる。 

                            ｎ     ｎ     

 χ2値＝ΣｉΣｊ（oij－Ｅij)２／Ｅij 

 

 期待度数が十分大きく（通常は５以上）、ｎが十分大きいと仮定するとχ2値は自由

度（ｍ－１）×（ｋ－１）のχ2分布に従うから、これから確率（Ｐ値）を求める。求

められたＰ値が、一定の有意水準（通常は５％）以下であれば、「要因Ａは要因Ｂの

原因ではない」という帰無仮説を棄却、「要因Ａは要因Ｂの原因である」という対立

仮説を採択する。 

 

注２）Fisherの直接計算法を用いた検定 

 ２×２の分割表が以下のように与えられたとして、 

    Ｂ１      Ｂ２   合計  

Ａ１        ａ        ｂ   ａ＋ｂ  

Ａ２        ｃ        ｄ   ｃ＋ｄ  

合計     ａ＋ｃ    ｂ＋ｄ       ｎ  

 属性Ａ，Ｂが独立であるとき、周辺度数（ａ＋ｂ，ｃ＋ｄ，ａ＋ｃ，ｂ＋ｄ）が一

定という条件のもとで、各セルの度数がａ，ｂ，ｃ，ｄとなる条件付き確率Ｐ0は、 

         (a+b)!(c+d)!(a+c)!(b+d)!         1       

 Ｐ0＝ ──────────── ・ ――――― 

                   n!                  a!b!c!d!  

となる。すなわち、与えられた周辺度数のもとで、上の分割表が発生する確率は、Ｐ0

 である。 

 Fisherの直接計算法を用いた片側検定では、このＰ0を含み、与えられた分割表より

極端な方向（上の表のａを大きく、ｃを小さくする方向）へ数値を動かして得られる

すべての分割表の生起確率を求めて合計し、その合計値を持ってＰ値とする。このＰ

値が有意水準（例えば５％）以下であれば、帰無仮説を棄却する。 

 この検定プロセスを、代用乳使用とBSE発生を数値例として解説する。 

 2×2の分割表で周辺度数が一定であるから、セルａ（上の表の要因Ａ１とＢ１の交

点）の値を決めれば、他の３つのセル（ｂ，ｃ，ｄ）は自動的に決まってしまう。（自
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由度１） 

 この例の分割表では周辺度数ａ＋ｃが７であるから、セルａの値を０～７まで動か

したすべての分割表とその生起確率を計算すると以下のようになる。ａが７の場合が

実際のデータ、すなわち観測値である。 

  ａ   ｂ    ｃ    ｄ  生起確率  累積確率  χ2乗値  

   0   34     7     1   0.00000   0.00000  35.70000  

   1   33     6     2   0.00004   0.00004  24.21176  

   2   32     5     3   0.00116   0.00120  14.94706  

   3   31     4     4   0.01553   0.01673   7.90588  

   4   30     3     5   0.09626   0.11299   3.08824  

   5   29     2     6   0.28879   0.40178   0.49412  

   6   28     1     7   0.39881   0.80059   0.12353  

(観測値)   7   27     0     8   0.19941   1.00000   1.97647  

 これを図示すると、 

  

0 1 2 3 4 5 6 7

セルａの値

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

Fisher's　Probabirity

想定されるすべての分割表の生起確率

 

 

 今回の検定は片側検定、すなわち「代用乳を使用するとBSEが発生する」という事象

を検定するものである。セルａの値が７の場合が観察値であって、より極端な方向の

分割表は存在しないから、合計値である片側検定のＰ値は観察値の生起確率に一致す

る。すなわち、片側検定のＰ値は 0.19941 となり、帰無仮説を棄却できない。 

 検定の方向性が決まっている場合には片側検定で良いが、両側検定の場合は反対側

も合計する必要がある。 

 両側検定（すなわち「単に、代用乳使用とBSE発生は関係があるかないか」という事

象を検定する）の場合は、更に反対方向の極端な分割表の生起確率も加算する。この

加算の方法にはいくつかあるが、 

① 観察された分割表より小さな生起確率となる分割表の生起確率をすべて合計する 

② 観察された分割表よりχ2乗値の大きい分割表の生起確率をすべて合計する 

などの方法がある。 

 上の例では、①、②ともにａ＝０，１，２，３，４の分割表の生起確率を合計する

ことになり、Ｐ値は0.31240となる。 

 片側検定によるＰ値は、観察された分割表の生起確率に加えて、より極端な方向で

Fisher’s Probability 
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の分割表の生起確率がすべて加算されるから、必ず観察された分割表の生起確率以上

になる。したがって、観察された分割表に対する Fisher 法によって計算された生起

確率が 0.05 を超えていれば、この段階で、帰無仮説は有意水準５％で棄却できない

ことが分かる。今回の例では、すべてこのケースとなった。 
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４ 感染経路モデルによる計量的な分析の結果と考察 （リスク分析） 

担当：東京大学大学院農学生命科学研究科教授 吉川泰弘 

 

4.1 基本方針 

4.1.1 目的 

BSE は 2001 年 9 月に我が国で初発例が確認され、これまでに 7 例が摘発されている。

本分析では、これら 1995 年末から 1996 年前半に生まれた BSE 感染牛 7 例について、そ

の考えられる汚染ルートを明らかにすることが第一の目的である。また、これらの BSE

陽性牛を含めて、我が国における BSE 病原体の導入（生体牛、肉骨粉、動物性油脂）リ

スク及び国内における国産牛の暴露リスクの複数シナリオについて、その規模（汚染頭

数）と起こりやすさを検討することも目的としている。更に、現在に至るまでのサーベ

イランス（調査）データに基づく、これらのシナリオの検証を行い、可能な限り現実的

なモデルを作成し、このモデルを基に今後の BSE の発生を予測し、発生時の疫学調査と

リスク管理に役立てることをもう一つの目的としている。 

 

4.1.2 手法 

BSE 病原体の我が国への侵入リスクの評価、及び国内における国産牛の暴露リスクの

評価、国産牛での増幅の可能性について、それぞれシナリオを作成し、その結果を評価

した。評価モデルはできる限り定量的に解析した。また BSE は潜伏期が長いので（平均

5 年）、2001 年 10 月に汚染ルートを止めたにもかかわらず、すでに感染していた牛が今

後発症する可能性も否定できない。従って、今後、発生する可能性のある BSE 汚染牛の

規模についても予測した。 

 

4.2 概念（コンセプト） 

4.2.1  日本の牛の BSE 汚染チャート 

国外由来の BSE 病原体侵入ルートは、基本的に輸入感染牛、汚染した肉骨粉、汚染し

た動物性油脂の 3 系統が考えられる。また肉骨粉の輸入及び製造禁止措置がとられた

2001 年 10 月以前は、輸入感染牛が汚染した肉骨粉として、あるいは汚染した輸入肉粉

骨や動物性油脂が、それぞれ代用乳、人工乳、配合飼料等を介して流通し、国産牛を汚

染した可能性も示唆される。このほかに、と畜場における全頭検査及び特定部位（SRM：

specific risk material）の除去措置が開始された 2001 年以前の、国産汚染牛由来の特

定部位（SRM）の肉骨粉への使用による汚染も考慮すべき因子である。 



 48

日本の牛の BSE 汚染チャート 

 

4.2.2  危険因子の導入と暴露リスク 

上記危険因子の導入及び国内における暴露につきシナリオを作成し、各シナリオに関

する時系列的な汚染規模・感染確率を求め、危険性を評価する。輸入生体牛が感染して

いた場合、これらを原料とした肉骨粉が製造され、それを飼料とした国産牛が感染・発

症するのは、輸入牛のと畜後約 5～6 年であると考えられる。輸入肉骨粉・動物性油脂に

関しては、既製品であるから、国産牛が感染・発症するのは輸入後約 5 年と見積もるこ

とができる。更に、汚染した国産牛がと畜後加工され、肉骨粉等として流通すると、そ

の 5～6 年後に新たな国産牛が汚染するという可能性も示唆される。 

 

日本の牛のBSE汚染チャート

BSE感染牛数

輸入感染牛　

　　と畜（BSEの感染価）
　と畜時の交差汚染
　SRM（特定部位）の使用

　　くず肉
　　　骨　
レンダリング

　BSEに汚染された　国産

肉骨粉・動物性油脂　

豚・鶏配合飼料
　交差汚染

代用乳　　人工乳　配合飼料　

BSEに暴露された

牛の数　　　

輸入感染肉骨粉　輸入感染動物性油脂　

国内

特定部位(SRM)の除去

全頭検査
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4.2.3 BSE 陽性牛に由来する BSE 病原体暴露のリスク 

BSE 陽性牛に由来する BSE 病原体暴露のリスクは、伝播経路による危害の特性、牛で

の経口感染量、暴露評価、消費量と汚染の推定を基に、汚染リスクの軽減若しくは不活

性化を考慮した上で総合的に評価される必要がある。 

 

4.2.3.1 伝播経路によるリスク 

BSE 病原体の伝播経路として経口感染、水平感染、垂直感染、母子感染について、そ

れぞれの可能性が検討されてきている。その結果、疫学的所見及び各組織における感染

性の分布に関する実験から、基本的には水平感染と垂直感染は起きていないと考えられ

ている。生乳には感染性は見いだされてはいないが、英国で母子感染についての大規模

実験から、当初、最大限 10%と推測された。しかし、肉骨粉の交差汚染によるものも含

まれていたため、現在では 0.5%以下とされている。従って、BSE の伝播経路は肉骨粉を

含む汚染飼料による経口感染が最大の原因であるとみなされている。 

牛における汚染飼料による経口感染は、汚染組織中の BSE 病原体量、牛組織の感染性、

複数回摂取による蓄積効果という要因で評価されるべきである。BSE 牛の脳は実験的に

0.1g（最近の情報では 0.01g でも発症する例がみられている。）で幼若牛に経口感染する

ことが知られている。体重 537 ㎏の牛では、1頭で約 8,000 感染単位（ID50）あると推定

されている。また、牛組織の感染性は、自然例では脳・脊髄に集中している（95%）。ほ

かには網膜があり、実験例では脳、脊髄に加えて末梢神経節、回腸遠位部、扁桃にも感

染性が見いだされている。複数回摂取した場合の蓄積効果は、少量では起こらないが否

定できない要因とみなされている。 

 

　　危険因子の導入と暴露リスク

95～96年

01～02年

BSE発生

　　　　　　　　生体牛
英国５　　英国９　英国１９　ドイツ１６

BSE自然発症なし

1985～89年に肉骨粉へ

90～95年BSE発生

1989年～95年に肉骨粉へ

　94～2000年BSE発生

92.93年メイン

　　　　　　　　　　　　肉骨粉
イタリア　　　　　　　　　　香港　　　デンマーク
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　

87～90年

92～95年
BSE発生

95～98年

97～03年
BSE発生

94年

99～00年

BSE発生

動物性油脂
　　　オランダ

2001年

2006年
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4.2.3.2 特定部位（SRM）を含む肉骨粉、及び動物性油脂、代用乳、人工乳、配合飼料

によるリスク 

肉骨粉はレンダリング方式で製造され、この際に加熱温度、有機溶媒の使用の有無が

感染性に影響を与える主要な因子となる。動物性油脂には内臓脂肪とレンダリングによ

るものがあり、代用乳は脱脂粉乳、血漿蛋白、動物性油脂等を含むもので、人工乳はと

うもろこし、魚粉、動物性油脂、大豆油粕等を含んでいる。1996 年の通達により事実上、

牛用の配合飼料に肉骨粉が添加されることはなくなったが、それ以前は使用されていた

可能性がある。また血粉や肉骨粉などを補助飼料（サプリメント）として投与した例や、

肉骨粉の使用規制（2001 年 10 月）以前には、豚・鶏用の配合飼料として牛由来の肉骨

粉が使用されており、牛用の配合飼料に交差汚染していた可能性も考えられる。 

 

4.2.3.3 製造工程によるリスク 

肉骨粉は、特定部位（SRM）の使用により汚染される可能性が極めて高い。肉骨粉の製

造に際して、旧方式では汚染リスクの軽減若しくは不活性化はほとんど望めないが、新

方式では高温処理（133℃、3 気圧、20 分）で 10-4以上の感染価の低下が見込まれる。内

臓由来の動物性油脂汚染の可能性は低いが、レンダリング由来の動物性油脂では特定部

位（SRM）を使用していたわけであるから汚染の可能性を否定できない。その場合、動物

性油脂中の不溶物として混合汚染を起こしている可能性がある。他方、内蔵由来の動物

性油脂に関しては、その感染価はと畜・解体時の交差汚染の確率で 2/100（２％）、アル

カリ処理・ろ過で 10-4減衰すると考えられる。配合飼料における肉骨粉の混合量は多様

であり、特定できない。 

 

4.2.3.4 リスクの特性（総合評価） 

肉骨粉は特定部位（SRM）を使用しているものにおいてリスクが高く、乳ではリスクは

考えられない。内蔵由来動物性油脂はレンダリング由来の動物性油脂よりもリスクが低

く、レンダリング由来の動物性油脂では混合汚染の可能性が考えられる。 

BSE陽 性 牛 に 由 来 す る BSE病 原 体 暴 露 の リス ク

危 害 の 特 性 　
BSEの 伝 播

　乳 に よる伝 播 ・・・な い
　垂 直 伝 播 ・・・・・・あ って も少 な い
　汚 染 飼 料 ・・・・・・主 体

危 害 の 特 性 　
BSEの 伝 播

　乳 に よる伝 播 ・・・な い
　垂 直 伝 播 ・・・・・・あ って も少 な い
　汚 染 飼 料 ・・・・・・主 体

牛 で の 経 口 感 染 量 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
汚 染 組 織 の BSE量 ・・・・・・・・・・・BSE牛 の 脳 は 0.1gで 牛 に 経 口 感 染 可 　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　体 重 537㎏ の 牛 で は 8000感 染 単 位 ある

牛 組 織 の 感 染 性 ・・・・・・・・・・・・自 然 例 で は 脳 、脊 髄 に 集 中 （95％ ）、網 膜 ；　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　実 験 例 で は 他 に 末 梢 神 経 節 、回 腸 遠 位 部 、扁 桃 　　

複 数 回 摂 取 に よる蓄 積 効 果 ・・・・あり（少 量 で は 起 こらな い ）　　　　　　　　　　　　

牛 で の 経 口 感 染 量 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
汚 染 組 織 の BSE量 ・・・・・・・・・・・BSE牛 の 脳 は 0.1gで 牛 に 経 口 感 染 可 　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　体 重 537㎏ の 牛 で は 8000感 染 単 位 ある

牛 組 織 の 感 染 性 ・・・・・・・・・・・・自 然 例 で は 脳 、脊 髄 に 集 中 （95％ ）、網 膜 ；　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　実 験 例 で は 他 に 末 梢 神 経 節 、回 腸 遠 位 部 、扁 桃 　　

複 数 回 摂 取 に よる蓄 積 効 果 ・・・・あり（少 量 で は 起 こらな い ）　　　　　　　　　　　　

牛 で の 暴 露 評 価 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　SRM を含 む 肉 骨 粉 、動 物 性 油 脂 　　　　

　肉 骨 粉 ・・・・・・・・・・レンダ リング 方 式 （加 熱 温 度 、有 機 溶 媒 の 使 用 の 有 無 ）　　　　
　動 物 性 油 脂 　・・・　内 臓 脂 肪 とレンダ リング による動 物 性 油 脂 　　　　　　　　　　 　

　代 用 乳 ・・・・・・・・・・脱 脂 粉 乳 、血 漿 蛋 白 、動 物 性 油 脂 を含 む 　　　　　　　　　　　　
　人 工 乳 ・・・・・・・・・とうもろこし、魚 粉 、動 物 性 油 脂 、大 豆 油 か す 、肉 骨 粉 を含 む 　
　配 合 飼 料 ・・・・・・・肉 骨 粉 を含 む 、あるい は 飼 料 （豚 ・鶏 ）の 交 差 汚 染 　　　　　

消 費 量 と汚 染 の 推 定

初 乳 ：汚 染 の 可 能 性 は ない

肉 骨 粉
　SRM 使 用 、くず 肉 を回 収 するときに汚 染
　　　旧 方 式 で は 感 染 価 の 低 下 は な い
　　　
　　　新 方 式 で は
　　　　　高 温 処 理 で １０－ ４以 上 低 下
　　　　　（133度 、3気 圧 、20分 ）
　　　
　人 工 乳 ・配 合 飼 料 へ の 混 合 量 は 多 様

動 物 性 油 脂
内 臓 由 来 動 物 性 油 脂 は 汚 染 の 可 能 性 　
　低 い 。動 物 性 油 脂 中 の 不 溶 物 として 汚
染 の 可 能 性 ：交 差 汚 染 2/100、
　アル カリ処 理 ・ろ過 １０－ ４

　　
レンダ リング 由 来 動 物 性 油 脂 ：交 差 汚 染
　の 可 能 性 あり

リス クの 特 性 （総 合 評 価 ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　肉 骨 粉 ・・・SRM 使 用 で リス ク高 い

　 乳 ・・・・・・・・・・・リス クは 考 え られ な い 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　レ ン ダ リン グ 由 来 動 物 性 油 脂 ・・・・・・交 差 汚 染 の 可 能 性 あ り　　　　　　　　　

　　 内 臓 由 来 動 物 性 油 脂 ・・・・・・・・リス クは 低 い

リス クの 特 性 （総 合 評 価 ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　肉 骨 粉 ・・・SRM 使 用 で リス ク高 い

　 乳 ・・・・・・・・・・・リス クは 考 え られ な い 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　レ ン ダ リン グ 由 来 動 物 性 油 脂 ・・・・・・交 差 汚 染 の 可 能 性 あ り　　　　　　　　　

　　 内 臓 由 来 動 物 性 油 脂 ・・・・・・・・リス クは 低 い
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4.2.4  汚染飼料による BSE 増幅係数 

肉骨粉のレンダリングにより、自国で汚染が拡大する場合がある。上述したように、

汚染牛から肉骨粉が製造され、摂取した牛が発症するのに平均 5 年かかる。4～5 年のイ

ンターバルで BSE 汚染拡大率を計算すると、英国では 30～60 倍であるが、EU 諸国では 3

～6 倍と考えられる（アイルランド、フランスにおける 1995 年以前と 1996～2000 年の

比）。英国（1987～1992 年）が 10 倍高い理由は、汚染肉骨粉等が幼若牛に与えられたの

に対し、EU 諸国では汚染肉骨粉が配合飼料として子牛に与えられたためと考えられる。

すなわち、幼若牛の感受性は子牛の約 10 倍と考えるべきである。日本は英国よりむしろ

フランスやアイルランドと類似した状況（汚染度はこの両国よりは低い）であると思わ

れるため、日本の肉骨粉による増幅係数は 3～6 倍が妥当であると考えられる。 

log105

4

3

2

1

1985        86        87  88        89        90        91        92        93        94　　　95　　　96　　　97　　　98　　　99　　　00　　　0１

英国

x33.5

ｘ10

ｘ5.2

ｘ5.１

アイ ルランド

汚染飼料によるBSE増幅係数
アイルランド・フランスは配合飼料による（子牛の感受性：係数は３～６、平均４）
イギリスは人工乳が加算される（新生子の感受性は高い、係数は１５～６０、平均４０）

フランス

ｘ3.4

3歳までに ７５％、（4歳までに９０％）のウシが肉骨粉として利用された。

（ｘ14.8）

（ｘ59）

 

 

4.2.5  肉骨粉と動物性油脂の牛への換算式 

汚染リスクの計算に当たり、生体牛、肉骨粉、動物性油脂という異なる物質の感染性

を統一して扱う感染単位が必要である。感染牛は１頭単位であり、整数として取り扱い

やすく、またすべての汚染物質の原点である。そこで、基本リスク単位は、1 汚染牛と

することにした。従って、肉骨粉と動物性油脂は汚染牛相当数に還元して計算した。EU

の地理的 BSE リスク評価（GBR）によると牛 1 頭から採取する平均肉骨粉重量は 65kg と

推定される。また、牛 1 頭から製造される動物性油脂量は、と畜牛の内臓脂肪から製造

される動物性油脂（ファンシータロー）と肉骨粉製造時に産生される動物性油脂（主と

して飼料用、イエローグリース）の和である。それぞれの化製製品歩留まり率をかけて、

総動物性油脂量は１頭当たり（65kgx0.7）+（135kgx0.1）=59kg となる。 
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4.2.6   発生規模、確率、信頼性の考え方 

4.2.6.1  BSE 牛による暴露の規模・確率の考え方 

上記により決定された計算に用いる感染価の考え方を要約すると以下のとおりとなる。 

① 基本リスク単位は 1汚染牛とする。生体牛、肉骨粉、動物性油脂はいずれも汚染牛

相当数に還元する。また、1 頭の感染価は 8,000 感染単位（ID50）である。 

② 1 汚染牛の肉骨粉を介した増幅は、フランス、アイルランドと同様に 3～6 倍とし、

計算では最大確率値は 4 倍を用いることとする。その内容については次のように考え

る。すなわち、肉骨粉製造工程による感染価の減少と子牛の感受性を踏まえると感染

価は 1/2000 に減少する（例えば、BSE 汚染牛の約半数は BSE 病原体が検出されない

約 2 歳～2.5 歳齢（24～30 か月齢）のうちに肉用に処理されるためにと畜場へ回され

ると考えられるので増幅は 1/2。煮沸等による感染価の低減１/10、乾燥・凝集工程

による低減１/10、子牛の感受性１/10 など）。こうして、肉骨粉を介した感染の増幅

値は、1 汚染牛（8,000ID50）につき通常 4 倍（3～6 倍）となる。 

③ 動物性油脂製造工程による感染価減少率は 10-6である。これは、肉用に処理され

るためにと畜場へ回される牛（上述 1/2）、と畜場での脂肪回収時に起こる交差汚染

の危険性（2/100）と、製造工程におけるプリオン不活性化、すなわちアルカリ処理

（1/1000）と濾過（1/10）の積より算出したものである。更に、幼若牛の感受性は子

牛の10倍と考える。従って、動物性油脂を介した感染の増幅値は１汚染牛（8,000ID50）

につき 8/100 倍（6/100～12/100 倍）となる。 

 

肉骨粉と動物性油脂の換算式

１）牛１頭当たりの平均肉骨粉重量、EUのＧＢＲでは

　　６５kgと推計、この数字が妥当と考えられる。

２）１頭当たりの油脂製造量については、

　と体の脂肪から製造される油脂（ファンシータロー）

　６５kg ×０．７（化製製品歩留まり率）＝４５．５kg

　骨・その他の不可食物から製造される油脂

　（主に飼料用、イエローグリース）

　１３５kg×０．１（化成製品歩留まり率）＝１３．５kg

３）総油脂量は４５．５kg＋１３．５ｋｇ＝ ５９kg
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肉骨粉と動物性油脂の換算式 
 

4.2.6.2 発生規模、発生確率、信頼性の考え方 

本分析では、発生規模は各段階における増幅係数の積で示す。確率は各段階における

事象の起こりやすさの積で示す。増幅係数、確率が各事象の積であるのに対し、信頼性

はそれぞれの事象の起こりやすさの平均（すなわち確率の和を事象数で割ることにより、

そのシナリオがどの程度の平均信頼率をもつシナリオであるかの目安）とした。なお、

本分析では、導入リスクシナリオを除き、発生頭数 0.05 頭以下、確率 0.1 以下若しくは

信頼性 30％以下のシナリオについては、現実性が乏しいので棄却することとする。 

1 頭の BSE 発症牛の存在する牛群での、推定汚染牛の頭数については、EU が公表して

いる 2000 年以降の能動的サーベイランスによる摘発頭数の結果と、従来の受動的サーベ

イランスで認められると推定される頭数の推移の比をもとにしている。2001 年、2002

年の受動的サーベイランスの推定 AUC（area under the curve：曲線下面積）と同年の

能動的サーベイランスの AUC 比は、ほぼ４倍となる。従って、1 頭の BSE 発症牛群での

推定汚染頭数は4頭をピークとする分布が予想される。確率的に、3頭を0.1、4頭を0.8、

5 頭を 0.1 と重み付けする。 

1 頭の汚染牛がレンダリングに入り感染を増幅した場合、増幅係数は EU 諸国と同様 3

～6 倍、中間値 4 倍が予想される。確率的に、3 倍を 0.1、4 倍を 0.7、5 倍を 0.15、6

倍を 0.05 と重み付けする。 

動物性油脂による汚染拡大も同様に考える。動物性油脂での汚染牛 1 頭の感染増幅は

6/100、8/100、12/100 であり、確率的に 6/100 倍を 0.1、8/100 倍を 0.8、12/100 倍を

0.1 と重み付けする。 

BSE牛の感染価の考え方

４）発生規模と発生確率は分離して処理する。

１）生体牛、肉骨粉、動物性油脂いずれも牛に還元　

　　して計算する(1頭の感染価は8000ID50)。
２）１汚染生牛の肉骨粉を介した増幅は３～６倍　

　　（平均４倍を使う：感染価は１/2000に減少 ）。

３）動物性油脂工程による感染価減少10－６、新生牛
　　の感受性補正は子牛のｘ10倍、増幅は8/100倍。

１汚染牛の感染価
　　８０００ID50

肉骨粉製造工程による感染価
　減少ｘ子牛感受性　1/2000

動物性油脂増幅
=8/100

動物性油脂製造工程での減少は１０－６

新生子牛感受性はx10

肉骨粉増幅＝４
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従って、1 頭の発症牛を含む牛群がレンダリングに入り、感染を増幅した場合の規模、

確率、信頼性は、汚染牛では 3～5 頭、レンダリングでの感染増幅では 3～6 倍となる。す

なわち、最小規模は 9 頭（確率 0.01）、中間値 16 頭（確率 0.56）、最大規模 30 頭（確率

0.005）、信頼性は各事象の確率の平均％で示す。9 頭（最小）の信頼性は 10％、16 頭（中

間）の信頼性は 75％、30 頭（最大）の信頼性は 7.5%となる。 

 
  

  

  

EUにおける能動的サーベイランスによるBSE陽性牛と
従来の方式によるBSE牛の検出頻度の比較

　　　　　　　　　　　　　　　2000　01　02年

BSE陽性

能動的
サーベイランス

従来方式
BSE陽性牛

BSE例

１頭の発症牛の存在する群での汚染牛の確率

　1　　　　　　2　　　　　 3　　　　 　　4　　　　　　　5　　　頭

　　　　　　　0.1　　　　　　　0.8　　　　　　0.1　　　　

確率

１頭の汚染牛による肉骨粉を介した増幅

1　　　　　2　　　　　3　　　　　　4　　　　　　　5　　　　　　6　　倍

　　　　　　　0.1　　　　　　0.7　　　　　0.15　　　　0.05　　　　

確率

1頭の汚染牛による動物性油脂

を介した増幅

　　　　　　　　6/100            　　　　　　 8/100         　　　　 12/100 倍

0.1　　　　　　　　　　　 0.８　　　　 　　　　　　 0.１　　　

　

確率

　　　9　　　　　　　　　　　　16　　　　　　　　　　　　30頭

0.01　　　　　　　　　　0.56　　　　　　　　　　0.005　　　

　

確率

１頭の発症牛を含む群が、レンダリング

　に入り増幅した場合の規模と確率
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4.2.6.3 汚染輸入肉骨粉（Mφ）による我が国の国産牛暴露シナリオの例題 

汚染生体牛の輸入にともなう国産牛の暴露は比較的計算しやすいが、輸入肉骨粉ある

いは輸入動物性油脂については、計算が比較的複雑になるので、以下に肉骨粉の例をあ

げて、その考え方を示す。 

 

① 対象期間（例えば 5 年間）の日本への肉骨粉輸入量を A トンとすると、牛相当数は

A×1000÷65（kg）＝B 頭 

② 輸出国の牛の理論的発症数 

・ 英国からの対象期間の輸出国への生体牛輸入頭数が C頭で、誕生年の発症危険度

ｄ％とすると、発症頭数は C×0.0ｄ＝E 頭となる。 

・ 英国からの対象期間の輸出国への輸入肉骨粉を F トンとすると、牛相当数は F

×1000÷65（kg）＝G 頭、対象期間の英国牛の発症危険度をｆ％とすると、発

症相当数は G×0.0ｆ＝H 頭となる。 

・輸出国の国産牛における対象期間中の発症頭数を J 頭とする。 

③ 輸出国の牛の対象期間における総発症危険頭数は E+H＋J＝K になる。汚染頭数は発

症頭数の３～５倍と考えられるので   

S（K×３、K×４、K×5）頭、P（0.1、0.8、0.1）となる。 

   注）S：Size、感染リスクのサイズ（頭数）を示す。 

     P：Probability、対応するそれぞれの確率を示す。 

④ 輸出国の年間のと畜場での処理頭数を100万頭とすると、5年間で500万頭である。

従って、日本に輸入された肉骨粉の危険度は牛頭数換算で以下のようになる。 

S は（K×3、K×４、K×5）頭÷500 万×B となり、P は（0.1、0.8、0.1）となる。 

実際には S は（C×0.0d＋F×1000÷65×0.0ｆ＋J）×3÷500 万×A×1000÷65 頭で P

が 0.1 

S は（C×0.0d＋F×1000÷65×0.0ｆ＋J）×4÷500 万×A×1000÷65 頭で P が 0.8 

S は（C×0.0d＋F×1000÷65×0.0ｆ＋J）×5÷500 万×A×1000÷65 頭で P が 0.1

となる。 

⑤ 輸入された肉骨粉（Mφ）は、国産牛に飼料として 1年以内に摂取される。その５年

後に Mφによる国内汚染牛（MφB）が発症すると推定される。肉骨粉による増幅は３

～６倍になると考えられることから、その時は S（K×12、K×16、K×20）、P（0.15、

0.56、0.17）となる。 

⑥ 汚染した国産牛（MφB）が廃用にされると、MφBM（肉骨粉）、MφBF（動物性油脂）

として、新たな感染源となり、感染を増幅すると考えられる。 

 

 

4.3 事実関係 

4.3.1 英国の BSE 発生頭数 

下図は、2001 年 12 月に報告された英国環境食料農村局（DEFRA）の BSE progress report
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による英国における BSE 発生頭数に基づく発生率を年ごと（1986 年～2001 年）に図示し

たものである。BSE は 1986 年にコーンウォール半島等から発生しており、翌年イングラ

ンド全土及びウェールズ地方におよんだ。1988 年にはスコットランド地方にも波及した。

また、発生率はカンタベリー、ブライトン、レディング周辺から上昇し始め、1990 年に

はイングランドのほとんどの地域で 0.5～1％になる。発生のピークは 1992 年で、この

年ハイランドは 0.2％、スコットランドのその他の地域は 0.3％以下、また、ウェールズ

及びイングランド中部は 1％、ヨークシャー、ランカシャー周辺は 1.5％、ノーフォーク、

サセックス、コーンウォール等南部では 1.5％以上の発生率となった。 

BSE 発生はピークに達した後、北部から徐々に減衰し、1995 年までにスコットランド

とウェールズ全域、また、1998 年までにノーフォークを除くイングランド全域が発生率

0.2％以下の状態となった。また BSE 発症までの平均潜伏期は 5 年（潜伏期は２～８年）

と考えられているので、この図の年から 5 年を引いたものを発症牛の生まれた年とみな

すこととした。 

英国のBSE発生頭数

 

     英国における BSE 発生頭数に基づく発生率（DEFRA BSE progress report, 2001 年 12 月） 

 

4.3.2 各国の BSE 発生頭数 

1989年から 2001年までの、英国以外のヨーロッパ各国のBSE発生頭数を下図に示す。

英国と異なり爆発的な発生には至っていない。しかし、フランス、アイルランド、ポル

トガル、スイスのように早い時期から BSE が相当数発生した国と、2000 年前後から初め

て出始めた国とに分かれ、日本は後者の国々に近い状況であると思われる。後述するよ

うに、導入リスクのデータとしては、英国以外では、イタリア、オランダ、デンマーク、

スイス、ドイツの BSE 発生頭数と発生年が問題となる。 
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各国の BSE 発生頭数（OIE 報告, 2003 年 8 月） 

 

4.3.3 英国からの生体牛の輸入頭数 

ヨーロッパ各国における英国からの生体牛の輸入状況を下図に示す。EU 諸国において

は、BSE 病原体の侵入に関して３つのパターンが考えられる。まず、アイルランド、ポ

ルトガルは直接汚染牛を多数輸入しており、汚染牛に由来した BSE 病原体を自国のレン

ダリングで増幅してしまったものと推測される。次に、フランスやベルギーは汚染牛よ

りもむしろ汚染肉骨粉の輸入が BSE 汚染の原因だったのではないかと思われる。他方、

スイスは統計上、汚染牛も肉骨粉も英国からまったく輸入していないにもかかわらず

BSE に巻き込まれている。これは、英国以外の EU の国を経由して BSE 病原体が侵入した

と考えられる。我が国が大量の肉骨粉を輸入したイタリア、デンマーク及び動物性油脂

を輸入したオランダもこの時期に英国から生体牛を輸入していた。英国からカナダへは

この時期に生体牛が 160 頭輸入されていた。 

 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 発生総合計
オーストリア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ... 1
ベルギー 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 3 9 46 38 11 114
カナダ 0 0 0 0 1(b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

チェコ共和国 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 5
デンマーク 0 0 0 1(b) 0 0 0 0 0 0 0 1 6 3 2 13
フィンランド 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ... 1
フランス 0 0 5 0 1 4 3 12 6 18 31(a) 161 274 239 93 847
ドイツ 0 0 0 1(b) 0 3(b) 0 0 2(b) 0 0 7 125 106 9 253
ギリシア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ... 1
アイルランド 15(a) 14(a) 17(a) 18(a) 16 19(a) 16(a) 73 80 83 91 149 246 333 104 1274
イスラエル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ... 1
イタリア 0 0 0 0 0 2(b) 0 0 0 0 0 0 48 38(a) ... 88
日本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 7
リヒテンシュタイン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ... ... ... ... ... 2
ルクセンブルク 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
オランダ 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 20 24 8 60
ポーランド 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6
ポルトガル 0 1(b) 1(b) 1(b) 3(b) 12 15 31 30 127 159 149 110 86 62 787
スロバキア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 1 12
スロベニア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
スペイン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 82 127 99 310
スイス 0 2 8 15 29 64 68 45 38 14 50 33 42 24 14 446
英国 7228 14407 25359 37280 35090 24438 14562 8149 4393 3235 2301 1443 1202 1,144 183191*

＊：1988年以前も含む
(a) フランス ：輸入牛での発生を１件含む（1999年８月１３日決定）

ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ ：輸入牛での発生を含む（1989年５件、1990年１件、1991年２件、1994年１件、1995年１件）
イタリア ：輸入牛での発生を２件含む
ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ ：輸入牛での発生を１件含む（2000年１１月２２日決定）

（ｂ） ：輸入牛での発生



 58

英国からの生体牛の輸入頭数 

 

4.3.4 我が国の BSE の発生と感染源調査 

現在までに判明している我が国での BSE の発生は 7 例で、いずれも 1995 年 12 月から

1996 年 4 月生まれで、摘発時期は 2001 年～2003 年である。ここでは、これらの感染源

として、実際にどのようなものがどのような経路で侵入したかについて検討する。 

肉骨粉は比較的大量にイタリアから輸入されており、1998 年までは不十分な加圧と加

熱しか施されていなかったが、1998 年以降は肉骨粉の製法を変えて感染価を低減させる

ような措置（133℃、3気圧、20 分）がとられている。また、デンマーク、ドイツ、ロシ

アからも肉骨粉が輸入されており、他方、香港を経由して英国産の肉骨粉が輸入された

可能性も否定できない。そのほかに、イギリスから骨粉、また、初期から汚染の強かっ

たアイルランドからも骨粉の輸入があるが、これらは主にカルシウム源としての食用の

骨粉である事が判明しているのでリスクのシナリオは作成しなかった。 

次に、オランダから輸入された動物性油脂（粉末油脂）とスイスから輸入された動物

性油脂があり、これらは代用乳の原料として国内の牛に与えられた可能性がある。 

更に、輸入生体牛は、英国産の 5 頭（1982 年関東地方）、英国産の 9 頭（1987 年関東

地方）、英国産の 19 頭（1988 年九州地方）、ドイツ産の 16 頭（1993 年北海道）の計 49

頭、及び、カナダ産の 5,210 頭がいることが判明している。カナダ産の生体牛及び肉骨

粉のリスクに関しては、いまだ十分なデータが入手できないので、本シナリオでは扱わ

ない。今後の調査データに基づく解析が必要である。下図はこれまでの感染源調査の概

要を模式図化したものである。 

 

 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
フランス 243 124 132 158 271 178 1,155 2,623

デンマーク 112 222 212 213 130 18 0 0
イタリア 115 357 305 244 400 179 71 0

アイルランド 10,917 4,742 4,365 6,459 4,666 1,293 261 820
オランダ 110 86 955 117 166 1,906 0 5
ドイツ 498 789 1,403 2,265 1,388 715 3 11

ポルトガル 3,840 2,253 2,831 1,108 656 0 0 0
スペイン 1,092 795 252 277 353 0 0 63
ベルギー 110 189 80 95 98 41 0 99
ギリシャ 0 7 0 0 0 0 0 0
チェコ
スイス 0 0 0 0 0
米国

カナダ　
日本 9 19

年間平均50頭
1982年から1990年の間に約160頭の肉牛が英国から輸入されている。

英国からの生体牛の輸入頭数
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4.3.5 輸入生体牛とそれに由来するリスク 

生体牛（いずれも乳牛）の輸入による BSE 病原体の国内への導入リスクは 4 つのシナ

リオ群に類別される。すなわち、1982 年に関東地方へ輸入された英国南部産の 5 頭、1987

年に関東地方へ輸入された英国南部産の 9 頭、1988 年に九州地方へ輸入された英国南部

産の 19 頭と、1993 年に北海道へ輸入されたドイツ産の 16 頭である。ドイツ産輸入牛の

リスクは、BSE 陰性個体 8 頭と生存牛 3 頭を除く 5 頭である。 

生体牛の場合、個体の履歴があるため、肉骨粉や動物性油脂よりもその追跡が可能で

ある。それぞれの輸入ロットについて調べると、英国からの輸入牛（いずれも乳牛）の

場合、輸入年により英国中部のものから次第に BSE 汚染の激しかった英国南部産の牛に

変わっていっている。また、輸入後国内で飼育されていた地域、経産後のと畜場処理、

肉骨粉の製造工程、肉骨粉として再利用された地域などが明らかになってきている。こ

うしたデータに当時の検査体制、肉骨粉の使用状況、あるいは輸入時の英国の BSE 汚染

状況等を加味してリスクの予測を立て、そのモデルと現実との一致・不一致を調べてい

くのがリスク分析である。輸入生体牛と同様、輸入肉骨粉や輸入動物性油脂についても

同様にリスク分析を進めた。 

　　　　　　　 　　　　　　・・・・・・
（３　頭生存、北海道）

・・　（関東地方）

・・　（九州地方）

　　　　　・　　　　　・　・

（関東地方）

　　　・・・　　　　・・・　
　　　　

・・　・　　　・　　　　　・

・・・・・・　　　　　　・

　　　

英国（５）　　・・・・・

英国（９）　　　　　　　　　　

英国（１９）　

ドイツ（１６）　　　　　　　　　
　

生体牛

（頭）

　　　　　　　　　　　

　　　

　　　　

オランダ

スイス（牛脂）　　　２２ｔ

動物性油
脂

　　　　　　　

　　　　　　 （９４年２４０ｔ）

イタリア　　　　５６０００ｔ

デンマーク　　３０５００ｔ

ドイツ　　　　　　　　４７ｔ

ロシア　　　　　　　 ３８ｔ

香港　　　　　 ９８０００ｔ

　　　　　　　

肉骨粉

　　　　01．9.10
　　　　01．11.21
　　　　01．12.2
　　　　02．5.13
　　　　02．8.23
　　　　03．1．20
　　　　03．1．23

1996.3．26（北海道）

1996.4．4（北海道）

1996.3．26（群馬県）

1996.3．23（北海道）

1995.12．5（神奈川県）

1996．2．10（北海道）

1996．3．28（北海道）

　　　　　　　　第1例

　　　　　　　　第2例

　　　　　　　　第3例

　　　　　　　　第4例

　　　　　　　　第5例

　　　　　　　　第6例

　　　　　　　　第7例

国内での

BSE発生

　　　　　　・・・・・・
（３　頭生存、北海道）

・・　（関東地方）

・・　（九州地方）

　　　　　・　　　　　・　・

（関東地方）

　　　・・・　　　　・・・　
　　　　

・・　・　　　・　　　　　・

・・・・・・　　　　　　・

　　　

英国（５）　　・・・・・

英国（９）　　　　　　　　　　

英国（１９）　

ドイツ（１６）　　　　　　　　　
　

生体牛

（頭）

　　　　　　　　　　　

　　　

　　　　

オランダ

スイス（牛脂）　　　２２ｔ

動物性油
脂

　　　　　　　

　　　　　　 （９４年２４０ｔ）

イタリア　　　　５６０００ｔ

デンマーク　　３０５００ｔ

ドイツ　　　　　　　　４７ｔ

ロシア　　　　　　　 ３８ｔ

香港　　　　　 ９８０００ｔ

　　　　　　　

肉骨粉

　　　　01．9.10
　　　　01．11.21
　　　　01．12.2
　　　　02．5.13
　　　　02．8.23
　　　　03．1．20
　　　　03．1．23

1996.3．26（北海道）

1996.4．4（北海道）

1996.3．26（群馬県）

1996.3．23（北海道）

1995.12．5（神奈川県）

1996．2．10（北海道）

1996．3．28（北海道）

　　　　　　　　第1例

　　　　　　　　第2例

　　　　　　　　第3例

　　　　　　　　第4例

　　　　　　　　第5例

　　　　　　　　第6例

　　　　　　　　第7例

国内での

BSE発生

我が国のBSEの発生と感染源調査
　　1980　　　　　　　　85　　　　　　　　　　　90　　　　　　　　　　　95　　　　　　　　　　　　2000　　　　　02

出生加圧不十分な肉骨粉
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4.3.6  配合・混合飼料の地域別移出入量（1996 年） 

我が国の国内における配合・混合飼料の地域別移出入率を下図に示す。牛用の配合・

混合飼料の生産と消費は、基本的に同一の地域内で行われている。 

北海道で生産された飼料はほぼ 100％北海道で消費される。これは、北海道産の肉骨

粉に汚染の可能性があったとすると、それは北海道内に留まり他地域への拡散の可能性

はほとんどないことを意味する。 

他の地域で生産された飼料の消費地域は以下のとおりである。東北産のものは 98％が

東北地方で消費され、関東産のものは 90％が関東地方で、5％がそれぞれ東北地方と中

部地方で消費される。中部産のものは 94％が中部地方で、3％が近畿地方、2％が関東地

方で消費される。近畿産のものは 59％が近畿地方で、34％が中国・四国地方で、6％が

中部地方で消費される。中国・四国産のものは 84％が中国・四国地方で、9％が近畿地

方で、7％が九州・沖縄で消費される。九州・沖縄産のものは 97％が九州・沖縄で消費

されている。すなわち、生産と消費はほとんどの場合同一地域内に収まっており、唯一

の例外として近畿産のものが中国・四国地方へ拡散していることが分かる。 

 

東日本

関東

繁殖障害
産後起立不能
乳量低下
第四胃変位
外傷

関東（８４、８５年）

関東

３～９歳齢（８４～８９年）
５頭

１９７９年～８０年

英国中部

英国

１９８２年５頭

？英国南部英国中南部出生地域

東日本西日本東日本動物性油脂

北海道・東北九州・四国関東肉骨粉
イエローグリース

老齢（１０～１１歳齢）

死亡は転落、乳房炎、ピロ
プラズマ病。

繁殖障害、乳房炎ほか。

死亡は急性肺炎、ケト－
シス。

乳量低下による廃用。

淘汰牛はＢＳＥ検査陰性
後焼却。神経症状を示し
た牛はいない。

廃用牛の状況

北海道（２００２年）
と畜1か所、化製２工場

九州（８９、９２、９３年）
と畜1か所、化製2工場

関東（９２、９３年）
と畜3か所、化製2工場

出荷・と畜・化製

北海道九州関東導入地域

５～１１歳齢
１０頭（BSE検査陰性８頭）

３頭
３頭

３～１０歳齢（８９～９５年）
１７頭

　２頭

４～１０歳齢（８９～９３年）
８頭
１頭

転帰
廃用
淘汰
死亡

飼養中

１９９１年４月～９３年９月１９８５年９月～８６年９月１９８５年１０月～８６年３
月

生年月日

ドイツ

１９９３年１６頭

英国

１９８８年１９頭

英国

１９８７年９頭

東日本

関東

繁殖障害
産後起立不能
乳量低下
第四胃変位
外傷

関東（８４、８５年）

関東

３～９歳齢（８４～８９年）
５頭

１９７９年～８０年

英国中部

英国

１９８２年５頭

？英国南部英国中南部出生地域

東日本西日本東日本動物性油脂

北海道・東北九州・四国関東肉骨粉
イエローグリース

老齢（１０～１１歳齢）

死亡は転落、乳房炎、ピロ
プラズマ病。

繁殖障害、乳房炎ほか。

死亡は急性肺炎、ケト－
シス。

乳量低下による廃用。

淘汰牛はＢＳＥ検査陰性
後焼却。神経症状を示し
た牛はいない。

廃用牛の状況

北海道（２００２年）
と畜1か所、化製２工場

九州（８９、９２、９３年）
と畜1か所、化製2工場

関東（９２、９３年）
と畜3か所、化製2工場

出荷・と畜・化製

北海道九州関東導入地域

５～１１歳齢
１０頭（BSE検査陰性８頭）

３頭
３頭

３～１０歳齢（８９～９５年）
１７頭

　２頭

４～１０歳齢（８９～９３年）
８頭
１頭

転帰
廃用
淘汰
死亡

飼養中

１９９１年４月～９３年９月１９８５年９月～８６年９月１９８５年１０月～８６年３
月

生年月日

ドイツ

１９９３年１６頭

英国

１９８８年１９頭

英国

１９８７年９頭

輸入生体牛に由来するリスク
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ｃ

配合・混合飼料の地域別移出入量（1996年）

生産地域

使用地域

北海道100％

東北98％

関東90％

中部94％

中国・四国34％ 近畿59％

中国・四国84％

九州・沖縄97％

 

配合・混合飼料の地域別移出入量 

 

4.3.7 生体輸入牛に由来する肉骨粉の販売地域 

輸入生体牛はほとんどが 3 歳齢以上で肉骨粉あるいは動物性油脂の原料として処理さ

れたと考えられる。1982 年に関東地方へ輸入された英国産の生体牛 5頭（C1）に由来す

る肉骨粉若しくは動物性油脂は関東地方で販売されたと考えられる。1987 年に関東地方

へ輸入された英国産の生体牛 9 頭（C2）に由来する肉骨粉若しくは動物性油脂は関東地

方で、また、1988 年に九州地方へ輸入された英国産の生体牛 19 頭（C3）に由来する肉

骨粉若しくは動物性油脂は九州・中国地方で販売された可能性が考えられる。1993 年に

北海道へ輸入されたドイツ産の生体牛 16 頭（C4）のうち、BSE 陰性個体 8 頭と生存牛 3

頭を除く 5頭（2003 年 8 月現在）に由来する肉骨粉若しくは動物性油脂は北海道と東北

地方で販売されたと考えられる。 

日本の畜産を見た時、北海道は主として乳用牛を、九州は主として肉用牛を中心に生

産しており、国産牛暴露のリスクは必ずしも均一ではない。九州地域で生産された肉骨

粉は主として養鶏・養豚の配合飼料として利用された可能性が高い。レンダリングされ

た肉骨粉が牛に利用された頻度が低い場合は、その後の暴露リスク及び肉骨粉を介した

増幅係数も理論値より低くなる可能性が高い。しかし、利用できる正確なデータが不足

しているため、本シナリオではこれらの点は考慮しなかった。 
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4.3.8 肉骨粉の生産・使用過程におけるリスク 

イタリア、アイルランド、デンマーク、香港からの輸入及び日本国内における肉骨粉

の生産・使用過程におけるリスクを検討するに当たり、レンダリングの有無、特定部位

（SRM）の除去の有無、肉骨粉製造法等の面から汚染度の軽減若しくは汚染物質の不活性

化の可能性を検討した。 

香港以外の国ではレンダリングを行っていたことが判明している。肉骨粉の汚染につ

いて、特定部位（SRM）の不使用は汚染リスクを著しく低減させるが、イタリア、日本で

は SRM を使用していたことが認められている。また、デンマークでは 2000 年 3 月まで使

用していたことが確認された。肉骨粉の生成時における、煮沸法、有機溶媒、高圧法に

よるリスク低減について、イタリアでは 1998 年までは 3 気圧以下、98 年以降は高圧法

（133℃、3 気圧、20 分）に変更している。1995 年からは高圧法が適用となったが、厳

守されるに至らなかった。また、イタリアにはアイルランドからの肉骨粉の輸入があっ

たが、統計的データが不足しているため、本分析では考慮しなかった。デンマークでは、

1992 年 9 月から 136℃、30 分、3 気圧での処理が適用されたが、実際には 1997 年 4 月に

133℃、20 分、3 気圧が義務付けられるまで実施されなかった。香港では、輸入した肉骨

粉の再輸出の可能性が否定できない。日本では、煮沸法が用いられていたが、2001 年 9

月に BSE 感染牛が摘発されてから、肉骨粉の使用を全面的に禁止した。 

英国では、人工乳に肉骨粉を加えていた。しかし、日本では肉骨粉を人工乳に使用し

ていなかったと考えられる。また、1996 年以降のデンマーク以外では、配合飼料あるい

は補助飼料において肉骨粉を使用していた例が判明している。イタリア産肉骨粉につい

ては、西日本若しくは九州地域において養豚・養鶏用の配合飼料の原料として使用され

た可能性があり、これが牛用配合飼料に交差汚染した可能性は否定できない。 

C2　（9頭）

C1　（5頭）

　関東

C４　（16頭）（３頭生存）

北海道・東北

C３　（19頭）

　九州・中国

　　　　　　　　 輸入生体牛に由来する肉骨粉の販売地域　　　　　　　　 輸入生体牛に由来する肉骨粉の販売地域
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4.4 導入・暴露・増幅シナリオ 

4.4.1 リスクのシナリオ 

4.4.1.1 生体牛の輸入による国内導入リスクのシナリオ 

生体牛（乳牛、C:cow）の輸入による BSE 病原体の国内導入リスクは 4 つのシナリオ群

に類別される。すなわち、1982 年に関東地方へ輸入された英国中南部産の 5 頭（C1）、

1987 年に関東地方へ輸入された英国南部産の 9 頭（C2）、1988 年に九州地方へ輸入され

た英国南部産の 19 頭（C3）、1993 年に北海道へ輸入されたドイツ産の 16 頭のうち、BSE

陰性個体 8頭と生存牛 3 頭を除く 5頭（C4）である。 

C1～C4 の輸入牛は、廃用後に肉骨粉（M：meat and bone meal）若しくは動物性油脂

（F: fat）として加工され、国内で販売された。仮にこれらの牛が BSE に感染していた

とすると、これを飼料として摂取した国産牛が、BSE 病原体に暴露されることになる。

C1輸入生体牛から製造された肉骨粉を飼料としたことにより誘発される国産牛のBSE暴

露シナリオを C1M、また、C1 輸入生体牛から製造された動物性油脂（fat）を飼料として

摂取したことにより誘発される国産牛の BSE 暴露シナリオを C1F とする。これら C1M、

C1F が国内における初回暴露である。肉骨粉による BSE 汚染は廃用後平均 1 年、国産牛

での増幅はその 5 年後（平均 6 年後）と考えられる。動物性油脂は幼若牛に与えられる

ので平均潜伏期は 5 年と考えられる。更に、初回暴露により汚染された国産牛から製造

された肉骨粉と動物性油脂を飼料とすることにより、更なる国産牛汚染が起こる場合が

考えられる。これを C1MM、C1MF、C1FM、C1FF とし、以下 C2～C4 についても同様にリス

クシナリオを作成した。ただし、2001 年 9 月に BSE 牛の摘発を受け、10 月に牛由来の肉

骨粉の使用禁止措置がとられたこと、全頭検査により BSE 汚染牛は摘発・廃棄されるよ

うになったこと、特定部位（SRM）の廃棄措置がとられるようになったこと等から、これ

以降の汚染の増幅・拡大は阻止されたので、2002 年以降に汚染された牛由来のリスクシ

肉骨粉の生産・使用過程におけるリスク

あり西日本養豚？
九州地域養豚？

交差汚染

ありありない（1996年以後）あり日本の配合飼料

低い日本での人工乳
（英国では肉骨粉
を高濃度添加）

煮沸法。

２００１年１０月に製
造停止

　　再輸出１９９２年９月から

１３６℃３０分３気圧

適用になっているが、実際
は１９９７年４月に１３３℃、
２０分、３気圧が義務付け
られた。

１９９８年までは

３気圧以下、９８年以降
は高圧法に変更。アイル
ランドからも輸入。１９９５
年から高圧法適用になっ
ていたが守られず。

肉骨粉作成
煮沸法

有機溶媒
高圧法

使用２０００年３月まで使用使用特定部位（SRM）

ありまれあり（４工場）　あり　レンダリング

日本香港デンマークイタリア

あり西日本養豚？
九州地域養豚？

交差汚染

ありありない（1996年以後）あり日本の配合飼料

低い日本での人工乳
（英国では肉骨粉
を高濃度添加）

煮沸法。

２００１年１０月に製
造停止

　　再輸出１９９２年９月から

１３６℃３０分３気圧

適用になっているが、実際
は１９９７年４月に１３３℃、
２０分、３気圧が義務付け
られた。

１９９８年までは

３気圧以下、９８年以降
は高圧法に変更。アイル
ランドからも輸入。１９９５
年から高圧法適用になっ
ていたが守られず。

肉骨粉作成
煮沸法

有機溶媒
高圧法

使用２０００年３月まで使用使用特定部位（SRM）

ありまれあり（４工場）　あり　レンダリング

日本香港デンマークイタリア
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ナリオは作成しなかった。 

 

4.4.1.2 肉骨粉の輸入による国内導入リスクのシナリオ 

肉骨粉の輸入による BSE 病原体の国内導入リスクは 3 つのシナリオ群に類別される。

すなわち、イタリア、香港、デンマークからの輸入である。ドイツ、ロシアからの肉骨

粉輸入に関しては、輸入量が少ないこと、輸入時期に当該国で国産牛の BSE 発症がほと

んどみられていないことから、リスクは極めて低いと考えられるので、シナリオは作成

しなかった。イタリアの場合は 1987 年から 2001 年の間に輸入されたイタリア産の肉骨

粉 55,930t（M1）である。このうち 1993 年に輸入された 20t は、動物検疫所の記録より、

家禽ミールであることが確認されているので、リスクのシナリオでは考慮しなかった。

また、イタリアからの肉骨粉輸入は、イタリアでの BSE 牛の発生状況、肉骨粉輸入量の

変遷、肉骨粉製造工程の変更などの要因が絡み合っているので、前・中・後期の 3 期に

分けて分析した。香港の場合は、1994 年から 1995 年の間に英国から肉骨粉 240t を輸入

しており、この時期に日本は香港から 12,226ｔ（M2）輸入している。従ってこの中に英

国産の肉骨粉が混入していた可能性は否定できない。デンマークの場合は 1999 年から

2000 年の間に輸入されたデンマーク産の肉骨粉 30,500t（M3）である。 

このうち、イタリア産肉骨粉 M1 については、肉骨粉の輸入量、イタリアでの BSE 汚染

の経緯及び製造工程の改変を考慮して、輸入時期を 3 期に分けて（e: early、m: middle、

p: posterior）シナリオを作成した。すなわち、1987 年から 1993 年（1991 年と 1992

年は輸入実績はない。）の間に横浜、名古屋、門司へ輸入された 656t（M1e）、1995 年か

ら 1998 年の間に横浜、名古屋、神戸、鹿児島へ輸入された 5,408t（うち、1998 年 6 月

以降に輸入された 4,802t は 133℃、3 気圧、20 分の加熱処理済）（M1m）、1999 年から 2001

年の間に西日本（九州、関西、中部）へ輸入された 49,846t（M1p）である。 

輸入肉骨粉による暴露も、輸入時の国内における初回暴露（MB）から更に国産牛で増

幅した可能性がある。これにより M1eBM、M1eBF シナリオが派生し、以下、生体牛と同様

に国産牛で回転した可能性を検討した。 

 

4.4.1.3 動物性油脂の輸入による国内導入リスクのシナリオ 

動物性油脂・牛脂の輸入による BSE 病原体の国内導入は 2 つのシナリオ群に類別され

る。すなわち、1994 年から 2000 年の間に関東と九州へ輸入されたオランダ産の動物性

油脂（粉末油脂）1,245t（F1）と、1989 年に輸入された（輸入港は不明）スイス産の動

物性油脂（牛脂）22t（F2）である。輸入動物性油脂による暴露も、輸入時の国内におけ

る初回暴露（FB）から増幅する。これにより F1BM、F1BF シナリオが派生し、以下、生体

牛と同様に国産牛で回転した可能性を検討した。 

 

次項より、上記 11 の要因（C1、C2、C3、C4、M1e、M1m、M1p、M2、M3、F1、F2）及び

それに派生する暴露リスクについて検討した。行頭に各シナリオの汚染・発症地域と発

症年及び汚染リスクのサイズ（S:size、頭数）、確率（P:probability）、信頼性
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（R:reliability、％）を示した。なお、本分析では、初回の導入リスクを除き、発症規

模（サイズ）0.05 頭未満、発生の確率 0.1 未満、若しくは信頼性 30％未満のシナリオに

ついては現実性が乏しいので棄却することとした。これは派生していく論理的シナリオ

にできるだけ現実性を加味しようと考えたからである。 

 

 

4.4.2  英国産生体牛（C1）によるリスクのシナリオ 

4.4.2.1 C１廃用：1984 年～1989 年、関東、S(0.015, 0.02, 0.025)頭, P(0.1, 0.8, 0.1) 

C1 は 1979 年から 1980 年生れの英国中～南部産生体牛 5 頭で、1982 年に関東地方へ輸

入された後、同地域にて飼育され、1984 年から 1989 年の間に廃用にされた。英国中～

南部における BSE 発症レベルは、資料（事実関係：英国の BSE 発生頭数）から当該牛生

誕年では 0～0.2％(平均 0.1％)であるから、この群において見込まれる累積発症頭数は

0．005 頭である。汚染リスクの頭数は発症頭数の 3～5 倍であると考えられることから、

汚染度は S(0.015, 0.02, 0.025)頭、P(0.1, 0.8, 0.1)となる（導入リスク）。 

 

4.4.2.2 C1M 汚染： 1985 年～1990 年、関東、S(0.015, 0.02, 0.025)、P(0.1, 0.8, 0.1) 

発症: 1990 年～1995 年、関東、S(0.06, 0.08, 0.10)x0.9 頭、P(0.15, 0.56, 

0.19)、R(43%, 75%, 44%) 

C1 は廃用後 1 年以内に肉骨粉として加工され、国内に汚染肉骨粉が流通した可能性が

考えられる。関東地方で生産された肉骨粉は関東地方で 90％、東北・中部地方でそれぞ

れ 5％が販売される。従って、関東地方での汚染規模は推定規模を 0.9 倍することとし

た。これを飼料として摂取した同地域の国産牛が汚染されるのは 1985 年から 1990 年で

リスクシナリオ

生体牛 C1（英国） Ｃ1M,　C1F　　　　　　　　　　　　C1MM、C1MMM、C1MF、C1MMF

C2（英国）　　　 C2M,　C2F　　　　　　　　　　 　C2MM,C2MF,C2MMF

C3（英国）　　　 C3M,　C3F　　　　　　　　　　　　C3MM,C3MF,C3MMF

C4 （ﾄﾞｲﾂ） C4M, 　C4F 　なし

肉骨粉 M1（イタリア） 　Ｍ１Ｂ　　　　　　　　　　　　　　M1BM,M1BF,M1BMM,M1BMF

前期、中期、後期（M1e, M1m, M1p)

M2（香港） 　M2B　　　　　　　　　　　　　　M2BM,M2BF

M3（デンマーク）　M3B なし

動物性
油脂

F1〔オランダ） F１Ｂ F1ＢＭ，Ｆ１ＢＭ

F2（スイス） F２Ｂ　　　　　　　　　　　　　　　　F2BM,F2BF

導入シナリオ 国産牛の初回暴露 国産牛での増幅シナリオ

注：１）輸入生体牛はと畜後、肉骨粉、動物性油脂として利用され、国産牛の暴露を起こすと仮定
　　２）2001年10月以後の増幅は起こらない（シナリオ：なし）
　　３）2003年以後の予測は検証不可能（青文字）
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あり、発症はその 5 年後の 1990 年から 1995 年の間であると考えられる。C1 の汚染度は

S(0.015, 0.02, 0.025)頭、P(0.1, 0.8, 0.1)である。肉骨粉を介した感染では増幅係数

の項で述べたように 3～6 倍増幅すると考えられる。 

また増幅過程シナリオでは、現実性を考慮して S（汚染規模）が 0.05 頭未満、P が 0.1

未満、R が 30％未満のいずれか該当するシナリオは棄却することとした。従って、C1M

の発症リスクは、関東 S(0.06, 0.08, 0.10)x0.9 頭、P(0.15, 0.56, 0.19)、R(43%, 75%, 

44%)と推定される。 

 

4.4.2.3 C1MM 汚染：1991 年～1996 年、関東、S(0.06, 0.08, 0.10)x0.9 頭、P(0.15, 0.56, 

0.19)、R(43%, 75%, 44%) 

発症: 1996 年～2001 年、関東、S(0.24, 0.32, 0.40)x0.81 頭、P(0.16, 

0.39, 0.22)、R(38%, 63%, 40%) 

C1由来の汚染肉骨粉を摂取した国産牛は1990年から 1995年の間に発症する可能性が

考えられる（C1M）。C1M 牛は廃用後 1 年以内に肉骨粉として加工され、国内に汚染肉骨

粉が流通する。関東地域で生産された肉骨粉は、関東地方で 90％、東北・中部地方でそ

れぞれ 5％が販売される。これを飼料として摂取した同地域の国産牛が汚染されるのは

1991 年から 1996 年であり、発症はその 5 年後の 1996 年から 2001 年の間となる。C1M

の汚染度は S(0.06, 0.08, 0.10)x0.9 頭、P(0.15, 0.56, 0.19)、R(43%, 75%, 44%)とな

る。肉骨粉を介した感染は 3～6 倍増幅すると考えられる。増幅のシナリオで S が 0.05

頭未満、P が 0.1 未満、Rが 30%未満のいずれかに該当するシナリオは棄却する。従って、

C1MM の発症リスクは、関東 S(0.24, 0.32, 0.40)頭、P(0.16, 0.39, 0.22)、R(38%, 63%, 

40%)と推定される。 

 

4.4.2.4 C1MMM 汚染：1997 年～2001 年、関東、S(0.24, 0.32, 0.40)x0.81 頭、P(0.16, 

0.39, 0.22)、R(38%, 63%, 40%) 

発症: 2002 年～2006 年、関東、S(0.96, 1.28, 1.60)x0.73 頭、P(0.15, 

0.27, 0.21)、R(34%, 55%, 36%) 

C1M 由来の汚染肉骨粉を摂取した国産牛は 1997 年から 2001 年の間に発症する可能性

が考えられる（C1MM）。C1MM 牛は廃用後 1 年以内に肉骨粉として加工され、国内に汚染

肉骨粉が流通する。関東地方で生産された肉骨粉は、関東地方で 90％、東北・中部地方

でそれぞれ 5％が販売される。これを飼料とした同地域の国産牛が汚染されるのは 1997

年から 2001 年（2001 年以降は肉骨粉の使用禁止）であり、発症はその 5 年後の 2002 年

から 2006 年の間となる。C1MM の汚染度は S(0.24, 0.32, 0.40)x0.81 頭、P(0.16, 0.39, 

0.22)、R(38%, 63%, 40%)である。肉骨粉を介した感染は 3～6倍増幅すると考えられる。

増幅シナリオで S が 0.05 頭未満、P が 0.1 未満、R が 30%未満のいずれかに該当するシ

ナリオは棄却する。従って、C1MMM の発症リスクは、関東 S( 0.96, 1.28, 1.60)x0.73

頭、P(0.15, 0.27, 0.21)、R(34%, 55%, 36%)と推定される。また、この経路の汚染は

2001 年の肉骨粉使用禁止措置により阻止されたので、これ以降のリスクのシナリオは作
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成しない。 

 

4.4.2.5 C1F 汚染：1984 年～1989 年、関東、S(0.015, 0.02, 0.025)頭、P(0.1, 0.8, 

0.1) 

発症:1989 年～1994 年、東日本、リスクのシナリオは棄却される 

C1 は廃用後動物性油脂として加工され、国内に汚染動物性油脂が流通した可能性が考

えられる。関東地方で生産された動物性油脂は北海道を含む東日本で販売される。これ

を代用乳・人工乳として摂取した同地域の新生牛が汚染されるのは 1984 年から 1989 年

であり、発症はその5年後の1989年から1994年の間と考えられる。C1の汚染度はS(0.015, 

0.02, 0.025)頭、P(0.1, 0.8, 0.1)である。動物性油脂を介した感染は 6/100～12/100

倍増幅すると考えられる。増幅シナリオで S が 0.05 頭未満、P が 0.1 未満、R が 30%未

満のいずれかに該当するシナリオは棄却する。従って、C1F のリスクのシナリオは棄却

される（S:規模がいずれの場合も 0.05 頭を超えないため）。 

 

4.4.2.6 C1MF 汚染：1990 年～1995 年、関東、S(0.06, 0.08, 0.10)x0.9 頭、P(0.15, 0.56, 

0.19)、R(43%, 75%, 44%) 

発症:1995 年～2000 年、東日本、リスクのシナリオは棄却される 

C1由来の汚染肉骨粉を摂取した国産牛は1990年から 1995年の間に発症する可能性が

ある（C1M）。C1M 牛は廃用後動物性油脂として加工され、国内に汚染動物性油脂が流通

した可能性が考えられる。関東地方で生産された動物性油脂は、北海道を含む東日本で

販売される。これを代用乳・人工乳として摂取した同地域の新生牛が汚染されるのは

1990 年から 1995 年であり、発症はその 5年後の 1995 年から 2000 年の間と推定される。

C1M の汚染度は S(0.06, 0.08, 0.10)x0.9 頭、P(0.15, 0.56, 0.19)、R(43%, 75%, 44%)

である。動物性油脂を介した感染は 6/100～12/100 倍増幅すると考えられる。増幅シナ

リオで S が 0.05 頭未満、P が 0.1 未満、R が 30%未満のいずれかに該当するシナリオは

棄却する。従って、C1MF のリスクのシナリオは棄却される（S:規模がいずれの場合も 0.05

頭を超えないため）。 

 

4.4.2.7 C1MMF 汚染：1996 年～2001 年、関東、S(0.24, 0.32, 0.40) x0.81 頭、P(0.16, 

0.39, 0.22)、R(38%, 63%, 40%) 

発症:2001 年～2006 年、東日本、リスクのシナリオは棄却される 

C1M 由来の汚染肉骨粉を摂取した国産牛は 1996 年から 2001 年の間に発症する可能性

がある（C1MM）。C1MM 牛は廃用後動物性油脂として加工され、国内に汚染動物性油脂が

流通した可能性が考えられる。関東地方で生産された動物性油脂は、北海道を含む東日

本へ販売される。これを代用乳・人工乳として摂取した同地域の新生牛が汚染されるの

は 1996 年から 2001 年（2001 年 10 月以降は肉骨粉の使用禁止）であり、発症はその 5

年後の 2001 年から 2006 年の間となる。C1MM の汚染度は S(0.24, 0.32, 0.40)x0.81 頭、

P(0.16, 0.39, 0.22)、R(38%, 63%, 40%)である。動物性油脂を介した感染は 6/100～
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12/100 倍増幅すると考えられる。増幅シナリオで S が 0.05 頭未満、Pが 0.1 未満、R が

30%未満のシナリオは棄却する。従って、C1MMF のリスクのシナリオは棄却される（S:規

模がいずれの場合も 0.05 頭を超えないため）。また、この経路の汚染は 2001 年 10 月以

後の肉骨粉使用禁止措置等により阻止されたので、これ以降のリスクのシナリオは作成

しない。 

 

 

4.4.3 英国産生体牛（C2）によるリスクのシナリオ 

4.4.3.1 C2 廃用：1989 年～1996 年、関東、S(0.27, 0.36, 0.45)頭、P(0.10, 0.80, 0.10) 

C2 は 1985 年から 1986 年生まれの英国南部産生体牛 9 頭で、1987 年に関東地方へ輸入

された後、同地域にて飼育され、1989 年から 1996 年の間に廃用となった。英国におけ

る BSE 発症レベルは、当該牛生誕年では 0.5～1.5％(平均 1.0％)であるから、この群に

おいて見込まれる累積発症頭数は 0.09 頭である。汚染リスクの頭数は発症頭数の 3～5

倍であると考えられることから、汚染度は S(0.27, 0.36, 0.45)頭、P(0.10, 0.80, 0.10)

である（導入リスク）。 

 

4.4.3.2 C2M 汚染：1990 年～1997 年、関東、S(0.27, 0.36, 0.45)頭、P(0.10, 0.80, 0.10) 

発症:1995 年～2002 年、関東、S(1.08, 1.44, 1.80)x0.9 頭、P(0.15, 0.56, 

0.19)、R（43%, 75%, 44%） 

C2 は廃用後 1 年以内に肉骨粉として加工され、国内に汚染肉骨粉が流通した可能性が

考えられる。関東地方で生産された肉骨粉は関東地方で 90%、東北・中部地方でそれぞ

れ5%が販売される。これを飼料とした同地域の国産牛が汚染されるのは1990年から1997

年であり、発症はその 5 年後の 1995 年から 2002 年の間と推定される。C2 の汚染規模は

S(0.27, 0.36, 0.45)頭、P(0.10, 0.80, 0.10)である。肉骨粉を介した感染は 3～6 倍増

幅すると考えられる。増幅シナリオで S が 0.05 頭未満、P が 0.1 未満、R が 30%未満の

いずれかに該当するシナリオは棄却する。従って、C2Mの発症リスクは、関東S(1.08, 1.44, 

1.80)x0.9 頭、P(0.15, 0.56, 0.19)、R（43%, 75%, 44%）と推定される。 

 

4.4.3.3 C2MM 汚染：1996 年～2001 年、関東、S(1.08, 1.44, 1.80)x0.9 頭、P(0.15, 0.56, 

0.19)、R（43%, 75%, 44%） 

発症: 2001年～2006年、関東、S(4.32,5.76,7.20)x0.81頭、P(0.16, 0.39, 

0.22)、R(38%, 63%, 40%) 

C2由来の汚染肉骨粉を摂取した国産牛は1995年から 2002年の間に発症する可能性が

ある（C2M）。C2M 牛は廃用後 1 年以内に肉骨粉として加工され、国内に汚染肉骨粉が流

通した可能性がある。関東地方で生産された肉骨粉は、関東地方で 90%、東北・中部地

方でそれぞれ 5%が販売される。これを飼料とした同地域の国産牛が汚染されるのは 1996

年から 2001 年（2001 年 10 月以降は肉骨粉の使用禁止措置等のため汚染は拡大しなかっ

たと考えられる）であり、発症はその 5 年後の 2001 年から 2006 年の間となる。C2M の
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汚染度は S(1.08, 1.44, 1.80)x0.9 頭、P(0.15, 0.56, 0.19)、R（43%, 75%, 44%）であ

る。肉骨粉を介した感染は 3～6 倍増幅すると考えられる。増幅シナリオで S が 0.05 頭

未満、P が 0.1 未満、R が 30%未満のいずれかに該当するシナリオは棄却する。従って、

C2MM の汚染リスクは、関東 S(4.32, 5.76, 7.20)x0.81 頭、P(0.16, 0.39, 0.22)、R(38%, 

63%, 40%)であると推定される。また、この経路の汚染は 2001 年 10 月以後の肉骨粉使用

禁止措置等により阻止されたので、これ以降のリスクのシナリオは作成しない。 

 

4.4.3.4 C2F 汚染：1989 年～1996 年、関東、S(0.27, 0.36, 0.45)頭、P(0.10, 0.80, 0.10) 

発症:1994 年～2001 年、東日本、リスクのシナリオは棄却される 

C2 は廃用後動物性油脂として加工され、国内に汚染動物性油脂が流通した可能性が考

えられる。関東地方で生産された動物性油脂は北海道を含む東日本へ販売される。これ

を代用乳・人工乳として摂取した同地域の新生牛が汚染されるのは 1989 年から 1996 年

であり、発症はその5年後の1994年から2001年の間となる。C2の汚染度はS(0.27, 0.36, 

0.45)頭、P(0.10, 0.80, 0.10)である。動物性油脂を介した感染は 6/100～12/100 倍増

幅する。増幅シナリオで S が 0.05 頭未満、P が 0.1 未満、R が 30%未満のいずれかに該

当するシナリオは棄却する。従って、C2F のリスクのシナリオは棄却される（S:規模が

いずれの場合も 0.05 頭を超えないため）。 

 

4.4.3.5 C2MF 汚染：1995 年～2001 年、関東、S(1.08, 1.44, 1.80)x0.9 頭、P(0.15, 0.56, 

0.19)、R（43%, 75%, 44%） 

発症: 2000 年～2006 年、東日本、S(0.09, 0.12, 0.14)x0.9 頭、P(0.18, 

0.45, 0.15)、R(33%,68%, 50%) 

C2由来の汚染肉骨粉を摂取した国産牛は1995年から 2001年の間に発症する可能性が

ある（C2M）。C2M 牛は廃用後動物性油脂として加工され、国内に汚染動物性油脂が流通

した可能性がある。関東地方で生産された動物性油脂は、北海道を含む東日本へ販売さ

れる。これを代用乳・人工乳として摂取した同地域の新生牛が汚染されるのは 1995 年か

ら 2001 年であり、発症はその 5 年後の 2000 年から 2006 年の間となる。C2M の汚染度は

S(1.08, 1.44, 1.80)x0.9 頭、P(0.15, 0.56, 0.19)、R（843%, 75%, 44%）と考えられ

る。動物性油脂を介した感染は 6/100～12/100 倍増幅すると考えられる。増幅シナリオ

で S が 0.05 頭未満、P が 0.1 未満、R が 30%未満のいずれかに該当するシナリオは棄却

する。従って、C2MF の汚染リスクは、東日本 S(0.09, 0.12, 0.14)x0.9 頭、P(0.18, 0.45, 

0.15)、R(33%, 68%, 50%)であると推定される。また、この経路の汚染は 2001 年 10 月以

後の肉骨粉使用禁止措置等により阻止されたので、これ以降のリスクのシナリオは作成

しない。 

 

4.4.3.6 C2MMF汚染：2001年、関東、S(4.32, 5.76, 7.20)x0.81頭、P(0.16, 0.39, 0.22)、

R(38%, 63%, 40%) 

発症:東日本、リスクのシナリオは棄却される 
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C2M 由来の汚染肉骨粉を摂取した国産牛は 2001 年から 2006 年の間に発症する可能性

がある（C2MM）。しかし、2001 年以降と畜場での検査により BSE 陽性牛は摘発され、ま

た特定部位（SRM）は廃棄されるので、このリスクのシナリオによる汚染（C2MMF）はあ

ったとしても、無視できる（汚染源は理論的には 2001 年１月から 2001 年 10 月までに廃

用にされた汚染牛となる）。汚染の確率は 2001 から 2006 年のうち、10 か月（1 年以下）

で、全体の 1/5 以下とすると、P の値はいずれも 0.1 以下になり、リスクのシナリオは

棄却される。 

 

 

4.4.4 英国産生体牛（C3）によるリスクのシナリオ 

4.4.4.1 C3 廃用：1989 年～1995 年、九州、S(0.57, 0.76, 0.95)頭、P(0.10, 0.80, 0.10) 

C3 は 1985 年から 1986 年生まれの英国南部産生体牛 19 頭で、1988 年に九州地方へ輸

入された後、同地域にて飼育され、1989 年から 1995 年の間に廃用となった。英国にお

ける BSE 発症レベルは、当該牛の生誕年では 0.5～1.5%(平均 1.0%)であるから、この群

において見込まれる累積発症頭数は 0.19 頭である。汚染リスクの頭数は発症頭数の 3～

5 倍であると考えられることから、汚染規模は S(0.57, 0.76, 0.95)頭、P(0.10, 0.80, 

0.10)である（導入リスク）。 

前述したように、北海道は主として乳用牛を、九州地方は主として肉用牛を中心に生

産しており、リスクは必ずしも均一ではない。九州地域で生産された肉骨粉は主として

養鶏・養豚の配合飼料として利用された可能性が高い。レンダリングされた肉骨粉が牛

用飼料に交差汚染するリスクが低い場合は、その後の暴露リスク及び肉骨粉を介した増

幅係数も理論値より低くなる可能性が高い。しかし、現状では利用できる正確なデータ

が不足しているため、本リスクのシナリオではこれらの点は考慮しなかった。 

 

4.4.4.2 C3M 汚染：1990 年～1996 年、九州、S(0.57, 0.76, 0.95)頭、P(0.10, 0.80, 0.10) 

発症:1995 年～2001 年、九州、S(2.28, 3.04, 3.80)x0.9 頭、P(0.15, 0.56, 

0.19)、R(43%, 75%, 44%) 

C3 は廃用後 1 年以内に肉骨粉として加工され、国内に汚染肉骨粉が流通した可能性が

考えられる。九州地方で生産された肉骨粉は九州地方で 90％、中国地方で 10％が販売さ

れる。これを飼料とした同地域の国産牛が汚染されるのは 1990 年から 1996 年であり、

発症はその5年後の1995年から2001年の間と考えられる。C3の汚染規模はS(0.57, 0.76, 

0.95)頭、P(0.10, 0.80, 0.10)である。肉骨粉を介した感染は 3～6 倍増幅すると考えら

れる。従って、C3M の発症リスクは、九州 S(2.28, 3.04, 3.80)x0.9 頭、P(0.15, 0.56, 

0.19)、R(43%, 75%, 44%)と推定される。 

 

4.4.4.3 C3MM 汚染：1996 年～2001 年、九州、S(2.28, 3.04, 3.80)x0.9 頭、P(0.15, 0.56, 

0.19)、R(43%, 75%, 44%) 

発症:2001 年～2006 年、九州、S(9.12, 12.16, 15.20)x0.81 頭、P(0.16, 
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0.39, 0.22)、R(38%, 63%. 40%) 

C3由来の汚染肉骨粉を摂取した国産牛は1995年から 2001年の間に発症する可能性が

ある（C3M）。C3M 牛は廃用後 1 年以内に肉骨粉として加工され、国内に汚染肉骨粉が流

通した可能性がある。九州で生産された肉骨粉は九州で 90％、中国地方で 10％販売され

る。これを飼料とした同地域の国産牛が汚染されるのは 1996 年から 2001 年（2001 年 10

月以降は肉骨粉の使用禁止措置等のため汚染は拡大しなかったと考えられる）であり、

発症はその 5 年後の 2001 年から 2006 年の間となる。C3M の汚染規模は S(2.28, 3.04, 

3.80)x0.9 頭、P(0.15, 0.56, 0.19)、R(43%, 75%, 44%)と考えられる。肉骨粉を介した

感染は3～6倍増幅すると考えられる。従って、C3MMの発症リスクは、九州S(9.12, 12.16, 

15.20)x0.81 頭、P(0.16, 0.39, 0.22)、R(38%, 63%. 40%)と推定される。また、この経

路の汚染は 2001 年 10 月以後、肉骨粉の使用禁止措置等により阻止されたので、これ以

降のリスクのシナリオは作成しない。 

 

4.4.4.4 C3F 汚染：1989 年～1995 年、九州、S(0.57, 0.76, 0.95)頭、P(0.10, 0.80, 0.10) 

発症:1994 年～2000 年、西日本、S（0.06）頭、P（0.64）、R（80％） 

C3 は廃用後動物性油脂として加工され、国内に汚染した動物性油脂が流通した可能性が

ある。九州で生産された動物性油脂は西日本で販売される。これを代用乳・人工乳として

摂取した同地域の新生牛が汚染されるのは 1989 年から 1995 年であり、発症はその 5 年後

の 1994 年から 2000 年の間と考えられる。C3 の汚染規模は S(0.57, 0.76, 0.95)頭、P(0.10, 

0.80, 0.10)である。動物性油脂を介した感染は 6/100～12/100 倍増幅すると考えられる。

増幅シナリオで S が 0.05 頭未満、P が 0.1 未満、R が 30%未満のいずれかに該当するシナ

リオは棄却する。従って C3F の発症リスクは西日本で S（0.06）頭、P（0.64）、R（80％）

と推定される。 

 

4.4.4.5 C3MF 汚染：1995 年～2001 年、九州、S(2.28, 3.04, 3.80)x0.9 頭、P(0.15, 0.56, 

0.19)、R(43%, 75%, 44%) 

発症: 2000 年～2006 年、西日本、S(0.18, 0.24, 0.30)x0.9 頭、P(0.18, 

0.45, 0.15)、R(33%, 68%, 50%) 

C3由来の汚染肉骨粉を摂取した国産牛は1995年から 2001年の間に発症する可能性が

ある（C3M）。C3M は廃用後動物性油脂として加工され、国内に汚染動物性油脂が流通し

た可能性がある。九州地方で生産された動物性油脂は、西日本で販売される。これを人

工乳・代用乳として摂取した同地域の新生牛が汚染されるのは1995年～2001年であり、

発症はその 5 年後の 2000 年から 2006 年の間と考えられる。C3M の汚染規模は S(2.28, 

3.04, 3.80)x0.9 頭、P(0.15, 0.56, 0.19)、R(43%, 75%, 44%)である。動物性油脂を介

した感染は 6/100～12/100 倍増幅すると考えれらる。増幅シナリオで S が 0.05 頭未満、

P が 0.1 未満、R が 30%未満のシナリオは棄却する。従って、C3MF の発生リスクは、西日

本で S(0.18, 0.24, 0.30)x0.9 頭、P(0.18, 0.45, 0.15)、R(33%, 68%, 50%)と推定され

る。 



 72

 

4.4.4.6 C3MMF 汚染：2001 年、九州、S(9.12, 12.16, 15.20)x0.81 頭、P(0.16, 0.39, 

0.22)、R(38%, 63%. 40%) 

発症: 2006 年、西日本、リスクのシナリオは棄却される 

C3M 由来の汚染肉骨粉を摂取した国産牛は 2001 年から 2006 年の間に発症する可能性

がある（C3MM）。しかし、2001 年に全頭検査が開始されて BSE 陽性牛は摘発され、また

特定部位（SRM）は廃棄されるようになった。従って、このリスクシナリオによる汚染

（C3MMF）はあったとしても、無視できる（汚染源は理論的には 2001 年１月から 2001

年 10 月までに廃用にされた汚染牛となる）。汚染の確率は 2001 年から 2006 年のうち、

10 か月（1 年以下）で、全体の 1/5 以下とすると、P の値はいずれも 0.1 以下になり、

リスクのシナリオは棄却される。 

 

 

4.4.5 ドイツ産生体牛（C4）によるリスクのクシナリオ 

4.4.5.1 C4 廃用：1989 年～1995 年、北海道、S(0.00015, 0.0002, 0.00025)頭、P(0.10, 

0.80, 0.10) 

C4 は 1991 年から 1993 年生まれのドイツ産生体牛 16 頭のうち、BSE 陰性個体 8 頭と生

存牛 3 頭を除く 5 頭である（2003 年 8 月現在）。1988 年に北海道へ輸入された後、北海

道で飼育され、1989 年から 1995 年の間に廃用となった。ドイツにおける BSE 発症レベ

ルは 10-6以下であるから、この群において見込まれる発症頭数は 0.00005 頭である。汚

染は発症の3～5倍であると考えられることから、汚染度はS(0.00015, 0.0002, 0.00025)

頭、P(0.10, 0.80, 0.10)である（導入リスク）。 

 

4.4.5.2 C4M 汚染：1990 年～1996 年、北海道、S(0.00015, 0.0002, 0.00025)頭、P(0.10, 

0.80, 0.10) 

発症:1995 年～2001 年、北海道、リスクのシナリオは棄却される 

C4 は廃用後 1 年以内に肉骨粉として加工され、国内に汚染肉骨粉が流通した可能性が

ある。北海道で生産された肉骨粉は北海道で販売される。これを飼料とした同地域の国

産牛が汚染されるのは 1990 年から 1996 年であり、発症はその 5年後の 1995 年から 2001

年の間となる。C4 の汚染度は S(0.00015, 0.0002, 0.0003)頭、P(0.10, 0.80, 0.10)と

推定される。肉骨粉を介した感染は 3～6 倍増幅すると考えられる。増幅過程で S が 0.05

頭未満、Pが 0.1未満、Rが 30%未満のいずれかに該当するリスクのシナリオは棄却する。

従って、C4M の発症リスクのシナリオは棄却される（S:規模がいずれの場合も 0.05 頭を

超えないため）。 

 

4.4.5.3 C4F 汚染：1989 年～1995 年、北海道、S(0.00015, 0.0002, 0.0003)頭、P(0.10, 

0.80, 0.10) 

発症:1994 年～2000 年、東日本、リスクのシナリオは棄却される 
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C4 は廃用後動物性油脂として加工され、国内に汚染動物性油脂が流通した可能性があ

る。北海道で生産された動物性油脂は北海道を含む東日本で販売される。これを人工乳・

代用乳として摂取した同地域の新生牛が汚染されるのは 1989 年から 1995 年であり、発

症はその 5年後の 1994 年から 2000 年の間となる。C4 の汚染規模は S(0.00015, 0.0002, 

0.00025)頭、P(0.10, 0.80, 0.10)である。動物性油脂を介した感染は 6/100～12/100

倍増幅すると考えられる。増幅過程で S が 0.05 頭未満、P が 0.1 未満、R が 30%未満の

いずれかに該当するシナリオは棄却する。従って、C4F の発症シナリオは棄却される（S:

規模がいずれの場合も 0.05 頭を超えないため）。 

 

 

4.4.6 早期イタリア産肉骨粉（M1e）によるリスクのシナリオ 

4.4.6.1 M1e 輸入：1987 年～1993 年、横浜、名古屋、門司、 

S(0.021, 0.032, 0.040)頭、P(0.1, 0.8, 0.1) 

M1e は 1987 年から 1993 年の間に横浜、名古屋、門司へ輸入されたイタリア産肉骨粉

656t で、牛換算相当数として 10,092 頭分である。1993 年までのイタリア自国産牛の BSE

発症頭数は 0 頭である。しかし、1985 年から 1990 年の間に英国産生体牛を 1,600 頭輸

入しており、この中に BSE 汚染牛が混在し M1e が汚染されている可能性がある。 

当該年の英国における BSE 牛発症レベルは 0.2～0.5%(平均 0.35%)である。従って、こ

の群において見込まれる発症頭数の総数は 7 年間で 1,600 頭 x0.35%＝5.6 頭である。汚

染頭数は発症頭数の 3～5 倍と考えられることから、S（14.8、22.4、28）頭、P（0.1、

0.8．0.1）と推定される。イタリアにおける年間の牛処理頭数はおよそ 100 万頭と見込

まれることから 7 年間で 700 万頭である。このうち日本に輸出された肉骨粉の換算牛頭

数は 10,092 頭分であるから、日本の輸入量の割合は 10,092/700 万＝0.144％である。従

って、M1e の汚染規模は S(0.021, 0.032, 0.040)頭、P(0.1, 0.8, 0.1)と推定される（導

入リスク。*導入シナリオでは切捨てを行わない）。なお前述したように輸入肉粉骨を直

接摂取することにより汚染した牛をＢで示す。 

 

4.4.6.2 M1eＢ汚染：1988 年～1994 年、横浜、名古屋、門司、 

S(0.021, 0.032, 0.040)頭、P(0.1, 0.8, 0.1) 

発症: 1993 年～1999 年、横浜、名古屋、門司、 

S(0.097, 0.130, 0.161)頭、P(0.15,0.56,0.19)､R(43%,75%,44%) 

M1e を飼料として摂取した国産牛が汚染される可能性があるのは肉骨粉輸入後 1 年以

内と考えられるので、1988 年から 1994 年であり、発症はその 5 年後の 1993 年から 1999

年の間と推定される。M1e の汚染度は S(0.021, 0.032, 0.040)頭、P(0.1, 0.8, 0.1)で

ある。肉骨粉を介した感染は 3～6 倍増幅すると考えられる。増幅シナリオで S が 0.05

頭未満、P が 0.1 未満、Rが 30%未満のいずれかに該当するシナリオは棄却する。従って、

M1eＢ（M1e の肉骨粉を摂取することにより汚染した牛）の発症リスクは、横浜、名古屋、

門司で S(0.097, 0.130, 0.161)頭、P(0.15, 0.56, 0.19)、R(43%, 75%, 44%)と推定さ
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れる。 

 

4.4.6.3 M1eＢＭ汚染：1994 年～2000 年、横浜、名古屋、門司、 

S(0.097,0.130,0.161)頭、P(0.15,0.56,0.19)、R(43%,75%,44%) 

発症：1999 年～2005 年、横浜、名古屋、門司、 

S(0.387,0.517,0.647)頭、P(0.16,0.39,0.22)、R(38%,63%,40%) 

M1e 汚染肉骨粉を摂取した国産牛は 1993 年から 1999 年の間に発症する可能性がある

（M1eＢ）。更に M1eＢ由来の汚染肉骨粉を飼料とした国産牛が汚染されるのは 1994 年か

ら 2000 年であり、発症はその 5 年後の 1999 年から 2005 年の間と考えられる。M1eＢの

汚染規模は S(0.097, 0.130, 0.161)頭、P(0.15, 0.56, 0.19)、R(43%, 75%, 44%)と推

定される。肉骨粉を介した感染は 3～6 倍増幅すると考えられる。増幅シナリオで S が

0.05 頭未満、P が 0.1 未満、R が 30%未満のいずれかに該当するシナリオは棄却する。従

って、M1eＢM の汚染リスクは、横浜、名古屋、門司で S(0.387, 0.517, 0.647)頭、P(0.16, 

0.39, 0.22)、R(38%, 63%, 40%)と推定される。 

 

4.4.6.4 M1eＢMM 汚染：2000 年～2001 年、横浜、名古屋、門戸、 

S(0.387,0.517,0.647)頭、P(0.16,0.39,0.22)、R(38%,63%,40%) 

発症:2005 年～2006 年、横浜、名古屋、門戸、 

S(1.549,2.066,2.583)頭、P(0.15,0.27,0.21)、R(34%,55%,36%) 

M1eＢ汚染肉骨粉を摂取した国産牛は1999年から2005年の間に発症する可能性がある

（M1eＢM）。更に M1eＢM を飼料として摂取した同地域の国産牛が汚染されるのは 2000

年から 2001 年であり（2001 年 10 月以降は肉骨粉の使用禁止措置等により、それ以降の

汚染は起こらなかった）、発症はその 5 年後の 2005 年から 2006 年の間となる。M1eＢM

の汚染規模は S(0.387, 0.517, 0.647)頭、P(0.16, 0.39, 0.22)、R(38%, 63%, 40%)と

推定される。肉骨粉を介した感染は 3～6 倍増幅すると考えられる。増幅シナリオで S

が 0.05 頭未満、P が 0.1 未満、R が 30%未満のいずれかに該当するシナリオは棄却する。

従って、M1eＢMM の汚染リスクは、横浜、名古屋、門司で S(1.549, 2.066, 2.583)頭、

P(0.15, 0.27, 0.21)、R(34%, 55%, 36%)と推察される。しかし、この経路の増幅は 2001

年で阻止されたため、実際の汚染規模、確率はこれより低いと考えられる。また、この

経路の汚染は 2001 年 10 月の肉骨粉の使用禁止措置等により阻止されたので、以後のシ

ナリオは作成しない。 

 

4.4.6.5 M1eＢF 汚染：1993 年～1999 年、横浜、名古屋、門司、 

S(0.097,0.130,0.161)頭、P(0.15, 0.56, 0.19)、R(43%,75%,44%) 

発症:1998 年～2004 年、リスクのシナリオは棄却される 

M1e を飼料として摂取した国産牛が汚染される可能性のあるのは肉骨粉輸入後 1 年以

内と考えられるので、1988 年から 1994 年であり、発症はその 5 年後の 1993 年から 1999

年の間と考えられる（M1eB）。M1e の汚染規模は S(0.021, 0.032, 0.040)頭、P(0.1, 0.8, 
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0.1)と推定される。肉骨粉を介した感染は 3～6 倍増幅すると考えられる。従って、M1e

Ｂの汚染リスクは、横浜、名古屋、門司 S(0.097, 0.130, 0.161)頭、P(0.15, 0.56, 0.19)、

R(43%, 75%, 44%)と考えられる。 

この国産牛（M1eＢ）由来の動物性油脂を代用乳・人工乳として摂取した新生牛が汚染

される可能性のあるのは、1993 年から 1999 年であり、発症はその 5年後の 1998 年から

2004年の間となる。動物性油脂を介した感染は6/100～12/100倍増幅すると考えられる。

増幅シナリオで S が 0.05 頭未満、P が 0.1 未満、R が 30%未満のいずれかに該当するシ

ナリオは棄却する。従って、M1eＢF の発症シナリオは棄却される（S:規模がいずれの場

合も 0.05 頭を超えないため）。 

 

4.4.6.6 M1eＢMF 汚染：1999 年～2001 年、横浜、名古屋、門司、 

S(0.387,0.517,0.647)頭、P(0.16,0.39,0.22)、R(38%,63%,40%) 

発症:2004 年～2006 年、リスクのシナリオは棄却される 

M1eＢ牛由来の汚染肉骨粉を摂取した国産牛は1999年から2005年の間に発症する可能

性がある（M1eＢM）。M1eＢM 牛由来の汚染動物性油脂を代用乳・人工乳として摂取した

新生牛が汚染されるのは 1999 年から 2001 年（2001 年 10 月以降はと畜場における全頭

検査で BSE 陽性牛は摘発され、特定危険部位は廃棄された）であり、発症はその 5 年後

の2004年から2006年の間となる。M1eＢMの汚染度はS(0.387, 0.517, 0.647)頭、P(0.16, 

0.39, 0.22)、R(38%, 63%, 40%)と考えられる。動物性油脂を介した感染は 6/100～12/100

倍増幅すると考えられる。増幅シナリオで S が 0.05 頭未満、P が 0.1 未満、R が 30%未

満のいずれかに該当するシナリオは棄却する。従って、M1eＢMF の発症シナリオ棄却さ

れる（S:規模がいずれの場合も 0.05 頭を超えないため）。また、この経路の汚染は 2001

年肉骨粉の使用禁止措置等により阻止されたので、これ以降のシナリオは作成しない。 

 

 

4.4.7 中期イタリア産輸入肉骨粉（M1m）によるリスクのシナリオ 

4.4.7.1 M1m 輸入：1995 年～1998 年、横浜、神戸、鹿児島 

S(0.0067, 0.0089, 0.0111)頭、P(0.1, 0.8, 0.1) 

M1m は 1995 年から 1998 年の間に横浜、名古屋、神戸、鹿児島などへ輸入されたイタ

リア産肉骨粉 5408t で、牛換算相当数として 83,200 頭分である。このうち、1995 年か

ら1998年 6月に輸入された加熱処理の施されていない608tは生体牛9,353頭に、また、

1998 年に輸入された加熱処理済みの 4,802t は 73,877 頭分に相当する。1998 年までのイ

タリア自国産牛の BSE 発症頭数は 0 頭である。しかし、1991 年～1994 年に英国より輸入

した生体牛 71 頭のうち 1頭が発症しており、BSE 陽性牛が混在し M1m が汚染されている

可能性がある。当該年の英国の生体牛発症レベルは 0.5～1.5％（平均 1％）である。従

って、この群において見込まれる発症頭数は、71 頭 x1%=0.71 頭である。汚染頭数は発

症頭数の 3～5 倍であると考えられることから、汚染度は S(2.13, 2.84, 3.55)頭、P(0.1, 

0.8, 0.1)となる。イタリアにおけると畜場での年間処理数はおよそ 100 万頭と見込まれ
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る。1995 から 1997 年の輸入量は 9,353 頭分で、この間イタリアでは 300 万頭が処理さ

れたと考えられる。従って輸入汚染規模Sは(2.13, 2.84, 3.55)頭x9,353/300万である。 

他方、1998 年の輸入肉骨粉は加熱処理（133℃、3 気圧、20 分）されているので、加

熱処理による減衰は 10-4である。従って S は(2.13, 2.84, 3.55)頭 x73,877/100 万 x10-4

である。総計の M1m の汚染規模は S(0.0067, 0.0089, 0.0111)頭、P(0.1, 0.8, 0.1)と

推定される（導入リスク。*導入シナリオでは切捨てを行わない）。 

     

4.4.7.2 M1mＢ汚染：1996 年～1999 年、神戸、鹿児島、横浜 

S(0.0067, 0.0089, 0.0111)頭、P(0.1, 0.8, 0.1) 

発症:2001 年～2004 年、リスクのシナリオは棄却される 

M1m を飼料として摂取した国産牛が汚染される可能性のあるのは 1996 年から 1999 年

であり、発症はその 5 年後の 2001 年から 2004 年の間と考えられる。M1m の汚染度は

S(0.0067, 0.0089, 0.0111)頭、P(0.1, 0.8, 0.1)である。肉骨粉を介した感染は 3～6

倍増幅すると考えられる。増幅シナリオで S が 0.05 頭未満、P が 0.1 未満、R が 30%未

満のいずれかに該当するシナリオは棄却する。従って、M1mＢの発症シナリオは棄却され

る（S：規模が 0.05 頭を超えないため、あるいは 0.05 頭を超えるシナリオでは Pが 0.1

に達しないため）。この経路による汚染の増幅は 2001 年 10 月以後、肉骨粉の使用禁止措

置等により阻止されたので、これ以降のシナリオは作成しない。 

 

 

4.4.8 後期イタリア産輸入肉骨粉（M1p）によるリスクのシナリオ 

4.4.8.1 M1ｐ輸入：1999 年～2001 年、中部、関西、九州、 

S(0.0037, 0.0049, 0.0061)頭、P(0.1, 0.8, 0.1) 

M1p は 1999 年から 2001 年の間に中部、関西、九州地方へ輸入されたイタリア産肉骨

粉 49,846t で、牛換算相当数として 766,862 頭分である。これはすべて加熱処理（133℃、

3 気圧、20 分）済みのものである。2001 年までのイタリア自国産牛の BSE 発症頭数は 48

頭であって、汚染頭数は発症頭数の 3～5 倍と考えられることから、汚染規模は S(144, 

192, 240)頭、P(0.1, 0.8, 0.1)となる。イタリアにおけると畜場での年間処理数はおよ

そ 100 万頭と見込まれる。従って 1999 年～2001 年の 3 年間で 300 万頭となる。これに

対する日本の輸入量の割合は 766,862/300 万で 25.56％に当たる。加熱処理による感染

価 の 減 衰 は 10-4 と 推 定 さ れ る 。 従 っ て 、 M1p の 汚 染 度 は S(144 、 192 、

240)x25.56%x10-4=S(0.0037, 0.0049, 0.0061)頭、P(0.1, 0.8, 0.1)である（導入リス

ク。*導入シナリオでは切捨てを行わない。） 

 

4.4.8.2 M1pＢ汚染：2000 年～2001 年、中部、関西、九州 

S(0.0037, 0.0049, 0.0061)頭、P(0.1, 0.8, 0.1) 

発症:2005 年～2006 年、リスクのシナリオは棄却される 

M1p を飼料とした国産牛が汚染される可能性のあるのは 2000 年から 2001 年であり、
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発症はその5年後の2005年から2006年の間となる。M1pの汚染規模はS(0.0037, 0.0049, 

0.0061)頭、P(0.1, 0.8, 0.1)と推定される。肉骨粉を介した感染は 3～6 倍増幅すると

考えられる。増幅シナリオで S が 0.05 頭未満、P が 0.1 未満、R が 30％未満のいずれか

に該当するシナリオは棄却する。従って、M1pＢの発症シナリオは棄却される（S:規模が

いずれの場合も 0.05 頭を超えないため）。また、この経路の汚染は 2001 年 10 月以後、

肉骨粉の使用禁止措置等により阻止されたので、これ以降のシナリオは作成しない。 

 

 

4.4.9 香港経由の輸入肉骨粉（M2）によるリスクのシナリオ 

4.4.9.1 M2 輸入：1994 年～1995 年、横浜、清水、名古屋、大阪、神戸、門司 

S(0.0003, 0.0005, 0.00056)頭、P(0.1, 0.8, 0.1) 

M2 は 1994 年から 1995 年の間に横浜、清水、名古屋、大阪、神戸、門司へ香港から輸

入された肉骨粉 12,226t である。2001 年までの香港自国産牛の BSE 発症頭数は 0頭であ

る。しかし、香港では 1994 年から 1995 年の間に英国産肉骨粉を 240t（牛換算相当数と

して3,692頭分輸入しており、これが混在しM2が汚染されている可能性は否定できない。

当該年の英国における英国牛発症レベルは 0.5～1.5％(平均 1％)である。従って、この

群において見込まれる発症頭数は、3,692 頭 x1%= 36.92 頭である。汚染頭数は発症頭数

の3～5倍であると考えられることから、汚染規模はS(110.76, 147.68, 184.6)頭、P(0.1, 

0.8, 0.1)と推定される。香港では自国のレンダリングはないので、英国産のものと他国

からの輸入品が混在し、日本に輸出されたとすると、日本への輸入量の汚染度割合は、

香港の年間肉骨粉輸入量およそ 20 万ｔx2 年＝40 万 t 中の 12,226t（3.06％）と推定さ

れる。従って汚染規模は S(110.76, 147.68, 184.6)x0.0306 となり、また加熱処理によ

る感染価の減衰は 10-4 である。従って、M2 の汚染度は S(110.76, 147.68, 

184.6)x0.0306x10-4＝S（0.0003, 0.0005, 0.00056）頭、P(0.1, 0.8, 0.1)である。（導

入リスク。*導入シナリオでは切捨てを行わない。） 

 

4.4.9.2 M2Ｂ汚染：1995 年～1996 年、横浜、清水、名古屋、大阪、神戸、門司、 

S(0.0003, 0.0005, 0.00056)頭、P(0.1, 0.8, 0.1) 

発症: 2000 年～2001 年、リスクのシナリオは棄却される 

輸入肉骨粉M2を摂取した国産牛が汚染される可能性のあるのは1995年から1996年で

あり、発症はその 5 年後の 2000 年から 2001 年の間と考えられる。M2 の汚染規模は

S(0.0003, 0.0005, 0.00056)頭、P(0.1, 0.8, 0.1)と推定される。肉骨粉を介した感染

は 3～6 倍増幅すると考えられる。増幅シナリオで S が 0.05 頭未満、P が 0.1 未満、R

が 30%未満のいずれかに該当するシナリオは棄却する。従って、M2Ｂの発症シナリオは

棄却される（S:規模がいずれの場合も 0.05 頭を超えないため）。シナリオが棄却された

ので、これ以降のシナリオは作成しない。また、この経路の汚染は 2001 年 10 月以後、

肉骨粉の使用禁止措置等により阻止された。 
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4.4.10 デンマーク産輸入肉骨粉（M3）によるリスクのシナリオ 

4.4.10.1 M3 輸入：1999 年～2001 年、S(0.00016, 0.00022, 0.00027)頭、P(0.1,0.8,0.1) 

M3 は 1999 年から 2001 年の間にデンマークから輸入された肉骨粉 30,533t で、牛換算

相当数として 469,738 頭分である。これはすべて加熱処理済み（133℃、3 気圧、20 分）

のものである。2001 年までのデンマーク自国産牛の BSE 発症頭数は 7 頭である。汚染頭

数は発症頭数の3～5倍であると考えられることから、汚染規模はS(21, 28, 35)頭、P(0.1, 

0.8, 0.1)と推定される。デンマークにおけると畜場での年間処理数はおよそ 200 万頭と

見込まれ、1999 年から 2001 年では 600 万頭になる。これに対する日本の輸入量の割合

は 469,738/600 万頭（7.83%）である。また肉骨粉の加熱処理による感染価の減衰は 10-4

と考えられる。従って、M3 の汚染規模は S(21、28、35)x0.0783x10-4=S(0.00016, 0.00022, 

0.00027)頭、P(0.1, 0.8, 0.1)である。（導入リスク。*導入シナリオでは切捨てを行わ

ない。） 

 

4.4.10.2 M3Ｂ汚染：2000 年～2001 年、S(0.00016,0.00022,0.00027)頭、P(0.1,0.8,0.1) 

発症:2005 年～2006 年、リスクのシナリオは棄却される 

M3 を飼料とした国産牛が汚染される可能性のあるのは 2000 年から 2001 年であり、発

症はその 5 年後の 2005 年から 2006 年の間と考えられる。M3 の汚染規模は S(0.00016, 

0.00022, 0.00027)頭 、P(0.1, 0.8, 0.1)と推定される。肉骨粉を介した感染は 3～6

倍増幅すると考えられる。増幅シナリオで S が 0.05 頭未満、P が 0.1 未満、R が 30%未

満のいずれかに該当するシナリオは棄却する。従って、M3Ｂの発症シナリオは棄却され

る（S:規模がいずれの場合も 0.05 頭を超えないため）。シナリオが棄却されたので、こ

れ以降のシナリオは作成しない。また、この経路の汚染は 2001 年 10 月以後、肉骨粉の

使用禁止措置等により阻止された。 

 

 

4.4.11 オランダ産輸入動物性油脂（F1）によるリスクのシナリオ 

4.4.11.1 F１輸入：1994 年～2000 年、関東、九州、S(12.18, 16.25, 20.31)頭、 

P(0.1, 0.8, 0.1) 

F1 は 1994 年から 2000 年の間に関東、九州地方へ輸入された（株）科学飼料研究所に

係るオランダ産動物性油脂（粉末油脂）1,245t で、牛換算相当数として 27,363 頭分で

ある。このうち 984t は関東地方へ、261t は九州地方へ輸入されたものであるが、流通

域が広いので、別々のシナリオは作成しなかった。1994 年から 2000 年までのオランダ

自国産牛の BSE 発症頭数は 25 頭である。従って、この群において汚染している可能性の

ある頭数は、その 3～5倍であると考えられることから S(75, 100, 125)頭、P(0.1, 0.8, 

0.1)[a]である。また、1994年から 2000年の間に英国産生体牛を3,200頭輸入している。

当該年の英国における BSE 発症レベルは 0.5%である。従って、この群において考えられ

る発症頭数は、3,200 頭 x0.5%= 16 頭である。汚染頭数は発症頭数の 3～5 倍と考えられ
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ることから、汚染規模は S(48、64、80)頭、P(0.1, 0.8, 0.1)[b]となる。更に、1987

年から 1990 年の間に英国産肉骨粉を 13,000t（牛換算相当数 200,000 頭分）輸入してい

る。当該年の英国における BSE 発症レベルは 0.5%と推定される。従って、この群におい

て見込まれる発症頭数は、200,000 頭 x0.5%= 1,000 頭である。汚染頭数は発症頭数の 3

～5 倍と考えられることから、汚染度は S(3000，4000，5000)頭、P(0.1, 0.8, 0.1)[c1]

と推定される。1991 年から 2000 年の間に輸入された英国産肉骨粉 29,000t（牛換算相当

数 446,154 頭分）は加熱処理済み（感染価の減衰は x10-4）であり、当該年の英国におけ

る BSE 発症レベルは 1%である。従って、この群において見込まれる発症頭数は、446,154

頭 x1% x10-4= 0.45 頭である。汚染頭数は発症頭数の 3～5倍と考えられることから、汚

染規模は S(1.35, 1.8, 2.25)頭、P(0.1, 0.8, 0.1)[c2]となる。総合して、汚染規模は

[a]+[b]+[c1]+[c2]=S(3124, 4166, 5207)頭、P(0.1, 0.8, 0.1)と推定される。 

しかし、実際にはオランダでこれほどの規模の BSE 発症例はみられていない。見込ま

れる汚染頭数は約 100 頭（[a]）から 4,000 頭（[a]+[b]+[c1]+[c2]）の間の値になると

思われるが、ここでのリスクのシナリオはこれまでの前提を基準に検討する。またオラ

ンダにおけると畜場での年間処理数はおよそ 100 万頭と考えられる。これに対する日本

の動物性油脂輸入量の割合は 1994～2000 年の 7 年間で 27,363/700 万＝0.39%である。従

って、F1 の汚染度は S(12.18, 16.25, 20.31)頭、P(0.1, 0.8, 0.1)である（導入リスク。

*導入シナリオでは切捨てを行わない）。なお輸入動物性油脂を直接摂取して汚染した牛

をＢで示す。 

 

4.4.11.2 F1Ｂ汚染：1994 年～2000 年、関東、九州、S(12.18, 16.25, 20.31)頭、 

P(0.1, 0.8, 0.1) 

発症: 1999 年～2005 年、東日本・西日本、S(0.97, 1.3)頭、P(0.16, 0.64)、

R(45%, 80%) 

輸入動物性油脂 F1 は輸入後加工され、国内に代用乳の含有飼料として流通した可能性

が考えられる。（株）科学飼料研究所で生産された代用乳は東日本及び西日本で販売され

る。これを飼料とした国産牛が汚染されるのは 1994 年～2000 年であり、発症はその 5

年後の1999年～2005年の間と推定される。F1の汚染規模はS(12.18, 16.25, 20.31)頭、

P(0.1, 0.8, 0.1)である。動物性油脂を介した感染は 6/100～12/100 倍増幅すると考え

られる。増幅シナリオで S が 0.05 頭未満、P が 0.1 未満、R が 30%未満のいずれかに該

当するシナリオは棄却する。従って、F1Ｂの汚染リスクは、東日本及び西日本で S(0.97, 

1.3)頭、P(0.16, 0.64)、R(45%, 80%)と推定される。 

 

4.4.11.3 F1ＢM 汚染： 2000～2001 年、東日本・西日本 S(0.97, 1.3)頭、P(0.16, 0.64)、

R(45%, 80%) 

発症: 2005～2006 年、東日本・西日本、S(3.9，5.2，6.5)頭、P(0.22, 

0.45, 0.1)、R(40%, 67%, 40%) 

F1 輸入汚染動物性油脂に由来する代用乳を摂取した国産牛は 1999 年～2005 年の間に
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発症する可能性が考えられる（F1Ｂ）。F1Ｂの牛由来の汚染肉粉骨を飼料とした国産牛が

汚染されるのは2000～2001年であり、発症はその5年後の2005～2006年と考えられる。

F1Ｂの汚染規模は S(0.97, 1.3)頭、P(0.16, 0.64), R(45%, 80%)である。肉骨粉を介し

た感染は 3～6 倍増幅すると考えられる。増幅シナリオで S が 0.05 頭未満、P が 0.1 未

満、R が 30%未満のいずれかに該当するシナリオは棄却する。従って、F1ＢM の汚染リス

クは、東日本・西日本で S(3.9，5.2，6.5)頭、P(0.22, 0.45, 0.1)、R(40%, 67%, 40%)

と推定される（このリスクのシナリオは 2001 年 10 月に増幅が途中で阻止されたので、

実際の規模、確率はこれより低いと考えられる）。また、この経路の汚染は 2001 年 10

月以後、肉骨粉使用禁止措置等により阻止されたので、以後のシナリオは作成しない。 

 

4.4.11.4 F1ＢF 汚染：1999～2001 年、東日本・西日本、S(0.97, 1.3)頭、P(0.16, 0.64)、 

R(45%, 80%) 

発症:2004年～2006年､東日本･西日本､S(0.08,0.10)頭､P(0.19, 0.61)、 

R(43%, 72%) 

F1 輸入汚染動物性油脂に由来する代用乳を摂取した国産牛は 1999 年～2005 年の間に

発症する可能性が考えられる（F1Ｂ）。F1Ｂの牛由来の汚染動物性油脂を代用乳・人工乳

として摂取した新生牛が汚染されるのは、1999 年～2001 年であり、発症はその 5年後の

2004 年～2006 年の間となる。F1Ｂの汚染規模は S(0.97, 1.3)頭、P(0.16, 0.64), R(45%, 

80%)である。動物性油脂を介した感染は 6/100～12/100 倍増幅すると考えられる。増幅

シナリオで S が 0.05 頭未満、P が 0.1 未満、R が 30%未満のいずれかに該当するシナリ

オは棄却する。従って、F1ＢF の汚染リスクは、東日本・西日本で S(0.08、0.10)頭、P(0.19, 

0.61)、R(43%, 72%)と推定される。また、この経路の汚染は 2001 年 10 月以後、肉骨粉

使用禁止措置等により阻止されたので、以後のシナリオは作成しない。 

 

 

4.4.12 スイス産輸入動物性油脂（F2）によるリスクのシナリオ 

4.4.12.1 F2 輸入：1989 年～1990 年、S(0.0015, 0.0019, 0.0024)頭、P(0.1, 0.8, 0.1) 

F2 は 1989 年から 1990 年の間に輸入されたスイス産動物性油脂 22t で、牛換算相当数

として 484 頭分である。1989 年から 1990 年までのスイス自国産牛の BSE 発症頭数は 2

頭である。従って、この群において見込まれる汚染頭数は S(6, 8, 10)頭、P(0.1, 0.8, 

0.1)である。スイスにおけると畜場での年間処理数はおよそ 100 万頭と推定される。1989

年～1990 年のと畜場処理は 200 万頭であり、日本の輸入量の割合は 484/200 万＝0.024%

である。従って、F2 の汚染規模は S(0.0015, 0.0019, 0.0024)頭、P(0.1, 0.8, 0.1)で

ある（導入リスク。*導入シナリオでは切捨てを行わない）。なお輸入動物性油脂を直接

摂取して汚染した牛をＢで示す。 

 

4.4.12.2 F2Ｂ汚染：1989 年～1990 年、S(0.0015, 0.0019, 0.0024)頭、 

P(0.1, 0.8, 0.1) 
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発症: 1994 年～1995 年、リスクのシナリオは棄却される 

輸入動物性油脂F2を摂取した国産新生牛が汚染されるのは1989年から1990年であり、

発症はその 5 年後の 1994 年～1995 年の間と考えられる。F2 の汚染規模は S(0.0015, 

0.0019, 0.0024)頭、P(0.1, 0.8, 0.1)と推定される。動物性油脂を介した感染は 6/100

～12/100 倍増幅すると考えられる。増幅シナリオで S が 0.05 頭未満、P が 0.1 未満、R

が 30%未満のいずれかに該当するシナリオは棄却する。従って、F2Ｂの発症シナリオは

棄却される。（S:規模がいずれの場合も 0.05 頭を超えないため）。F2Ｂシナリオが棄却さ

れたので、これ以降のシナリオは作成しない。 
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4.5 生体牛によるリスクのシナリオ（概要） 

リスクのシナリオで地域の消費量により発生規模に係数をかけたものについては（90％消

費でｘ0.9 としたような場合）、ここでは規模（Ｓ）の頭数に含めて補正した。 

C1（英国産輸入生体牛 5 頭）に由来する汚染は下記のように推定される。 

C1    廃用:1984 年～1989 年、関東、S(0.015, 0.02, 0.025)頭, P(0.1, 0.8, 0.1) 

C1M  発症:1990 年～1995 年、関東、S(0.05, 0.07, 0.09)頭、P(0.15, 0.56, 0.19)、

R(43%, 75%, 44%) 

C1MM 発症:1996 年～2001 年、関東、S(0.19, 0.26, 0.32)頭、P(0.16, 0.39, 0.22)、

R(38%, 63%, 40%) 

C1MMM 発症: 2002 年～2006 年、関東、S(0.70, 0.93, 1.17)頭、P(0.15, 0.27, 0.21)、

R(34%, 55%, 36%) 

C1F  発症:1989 年～1994 年、東日本、リスクのシナリオは棄却される 

C1MF 発症:1995 年～2000 年、東日本、リスクのシナリオは棄却される 

C1MMF 発症:2001 年～2006 年、東日本、リスクのシナリオは棄却される 

 

C2（英国産輸入生体牛 9 頭）に由来する汚染は下記のように推定される。 

C2   廃用:1989 年～1996 年、関東、S(0.27, 0.36, 0.45)頭、P(0.10, 0.80, 0.10) 

C2M  発症:1995 年～2002 年、関東、S(0.97, 1.30, 1.62)頭、P(0.15, 0.56, 0.19)、

R（43%, 75%, 44%） 

C2MM  発症:2001 年～2006 年、関東、S(3.50、4.67、5.83)頭、P(0.16, 0.39, 0.22)、

R(38%, 63%, 40%) 

C2F    発症:1989 年～1994 年、東日本、リスクのシナリオは棄却される 

C2MF  発症:2000 年～2006 年、東日本、S(0.08, 0.11, 0.13)頭、P(0.18, 0.45, 0.15)、

R(33%, 68%, 50%) 

C2MMF 発症:2006 年、東日本、リスクのシナリオは棄却される 

 

C3（英国産輸入生体牛 19 頭）に由来する汚染は下記のように推定される。 

C3    廃用:1989 年～1995 年、九州、S(0.57, 0.76, 0.95)頭、P(0.10, 0.80, 0.10) 

C3M   発症:1995 年～2001 年、九州、S(2.05, 2.74, 3.42)頭、P(0.15, 0.56, 0.19)、

R(43%, 75%, 44%) 

C3MM  発症:2001 年～2006 年、九州、S(7.39, 9.85, 12.31)頭、P(0.16, 0.39, 0.22)、

R(38%, 63%. 40%) 

C3F   発症:1994 年～2000 年、西日本、S（0.06）頭、P（0.64）、R（80％） 

C3MF  発症:2000 年～2006 年、西日本、S(0.16, 0.22, 0.27)頭、P(0.18, 0.45, 0.15)、

R(33%, 68%, 50%) 

C3MMF 発症:2006 年、西日本、リスクのシナリオは棄却される 

 

C4（ドイツ産輸入生体牛 16 頭）に由来するリスクのシナリオは棄却される。 
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C4  廃用:1989 年～1995 年、北海道、S(0.00015, 0.0002, 0.00025)頭、 

P(0.10, 0.80, 0.10) 

C4M 発症:1995 年～2001 年、北海道、リスクのシナリオは棄却される 

C4F   発症:1994 年～2000 年、東日本、リスクのシナリオは棄却される 

 

 

4.6  肉骨粉・動物性油脂によるリスクのシナリオ（概要） 

M1e（イタリア産輸入肉骨粉 656t）に由来する汚染は下記のように推定される。 

M1e  輸入:1987 年～1993 年、横浜、名古屋、門司、S(0.021, 0.032, 0.040)頭、 

P(0.1, 0.8, 0.1) 

M1eB 発症:1993 年～1999 年、横浜、名古屋、門司、S(0.10, 0.13, 0.16)頭、 

P(0.15, 0.56, 0.19)、R(43%, 75%, 44%) 

M1eBM 発症:1999 年～2005 年、横浜、名古屋、門司、S(0.39, 0.52, 0.65)頭、 

P(0.16, 0.39, 0.22)、R(38%, 63%, 40%) 

M1eBMM 発症:2005 年～2006 年、横浜、名古屋、門戸、S(1.55, 2.07, 2.58)頭、 

P(0.15, 0.27, 0.21)、R(34%, 55%, 36%) 

M1eBF  発症:1998 年～2004 年、リスクのシナリオは棄却される 

M1eBMF 発症:2001 年～2006 年、リスクのシナリオは棄却される 

 

M1m（イタリア産輸入肉骨粉 5,408t）に由来するリスクのシナリオは棄却される 

M1m  輸入：1995 年～1998 年、横浜、神戸、鹿児島、S(0.0067, 0.0089, 0.0111)頭、 

P(0.1, 0.8, 0.1) 

M1mB 発症: 2001 年～2004 年、横浜、神戸、鹿児島、リスクのシナリオは棄却される 

 

M1p（イタリア産輸入肉骨粉 49,846t）に由来するリスクのシナリオは棄却される 

M1p  輸入:1999 年～2001 年、中部、関西、九州、S(0.0037, 0.0049, 0.0061)頭、 

P(0.1, 0.8, 0.1) 

M1pB 発症:2005 年～2006 年、中部、関西、九州、リスクのシナリオは棄却される 

 

M2（英国産香港経由輸入肉骨粉 240t）に由来するリスクのシナリオは棄却される。 

M2   輸入: 1994 年～1995 年、横浜、清水、名古屋、大阪、神戸、門司 

S(0.0002, 0.0003, 0.00036)頭、P(0.1, 0.8, 0.1) 

M2B 発症: 2000 年～2006 年、横浜、清水、名古屋、大阪、神戸、門司 

リスクのシナリオは棄却される 

 

M3（デンマーク産輸入肉骨粉 30,533t）に由来するリスクのシナリオは棄却される。 

M3   輸入: 1999 年～2001 年、S(0.00016, 0.00022, 0.00027)頭、P(0.1, 0.8, 0.1) 

M3B 発症: 2005 年～2006 年、リスクのシナリオは棄却される 
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F1（オランダ産輸入動物性油脂 1,245t）に由来する汚染は下記のように推定される。 

F1    輸入:1994 年～2000 年、東日本・西日本、S(12.18, 16.25, 20.31)頭、 

P(0.1, 0.8, 0.1) 

F1B  発症:1999 年～2005 年、東日本・西日本、S(0.97, 1.3)頭、P(0.16, 0.64)、 

R(45%, 80%%) 

F1BM 発症:2005～2006 年、東日本・西日本、S(3.9，5.2，6.5)頭、P(0.18, 0.45, 0.1)、

R(40%, 67%, 40%) 

F1ＢF 発症:2004 年～2006 年、東日本・西日本、S(0.08、0.10)頭、P(0.19, 0.61)、 

R(43%, 72%) 

 

F2（スイス産輸入動物性油脂 22t）に由来するリスクのシナリオは棄却される。 

F2    輸入:1989 年～1990 年、S(0.0015, 0.0019, 0.0024)頭、P(0.1, 0.8, 0.1) 

F2Ｂ 発症:1994 年～1995 年、リスクのシナリオは棄却される 

 

 

4.7 時系列発症シナリオ（規模・確率）   

前項の分析結果に基づき、我が国の BSE 汚染の時系列リスクシナリオは下記のように考

えられる。 

① C1（英国産輸入生体牛）に由来する BSE 汚染は、肉骨粉を介して 1990 年～1995 年に

関東地方で 0.05～0.1 頭、P(0.15～0.19)、1996 年～2001 年に 0.19～0.32 頭 P(0.16

～0.22)、2002 年～2006 年に 0.70～1.17 頭 P(0.15～0.21)と推定される。 

② C2（英国産輸入生体牛）に由来する BSE 汚染は、肉骨粉を介して 1995 年～2002 年に

関東地方で 0.97～1.62 頭、P(0.15～0.19)、2001 年～2006 年に 3.50～5.83 頭、P(0.16

～0.22)、また動物性油脂を介して 2000 年～2006 年に東日本で 0.08～0.13 頭、P(0.18

～0.15) と推定される。 

③ C3（英国産輸入生体牛）に由来する BSE 発症は、肉骨粉を介して 1995 年～2001 年に

九州地方で 2.05～3.42、P(0.15～0.19)、2001 年～2006 年に九州地方で 7.39～12.31

頭、P(0.16～0.22)、動物性油脂を介して1994年～2000年に西日本で0.06頭、P（0.64）、

2000 年～2006 年に西日本で 0.16～0.27 頭、P(0.18～0.15) と推定される。 

④ C4（ドイツ産輸入生体牛）に由来するリスクのシナリオは棄却され、BSE 発症の可能

性は極めて低いと考えられる。 

⑤ M1（イタリア産輸入肉骨粉）に由来する BSE 発症は、1993 年～1999 年に横浜、名古屋、

門司で0.10～0.16頭、P(0.15～0.19)、1999年～2005年に0.39～0.65頭P(0.16～0.22)、

2005 年～2006 年に 1.55～2.58 頭、P(0.15～0.21)と推定される。 

⑥ M2（英国産香港経由輸入肉骨粉）、M3（デンマーク産輸入肉骨粉）に由来するリスクの

シナリオは棄却され、BSE 発症の可能性は極めて低いと考えられる。 

⑦ F1（オランダ産輸入動物性油脂）に由来する BSE 発症は、1999 年～2005 年に東日本・



 85

西日本で 0.97～1.3 頭、P(0.16～0.64)、国産牛の肉骨粉を介して 2005 年～2006 年に

3.9～6.5 頭、P(0.18～0.10)、国産牛の動物性油脂を介して 2004 年～2006 年に 0.08

～0.10 頭、P(0.19～0.61)と推定される。 

⑧ F2（スイス産輸入動物性油脂 22t）に由来するリスクのシナリオは棄却され、BSE 発症

の可能性は極めて低いと考えられる。 

 

時系列発症シナリオ（規模・確率） 

 

時系列発症シナリオ（規模、確率）

1987 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

C4 （北海道）

M1e （横浜・門司他）

M1m （九州・関西・中部）

M1p （九州・関西・中部）

M2 （全国）

M3

F1 （東日本・西日本）

F2

１～２頭

1頭以下

1頭以下
1～２頭

C1 （関東）

１～２頭
３～６頭

1頭以下
1頭以下

１～２頭

1頭以下

C2 （関東）

（九州） ２～４頭

1頭以下
７～１２頭
1頭以下

C3

４～８頭
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4.8 リスクのシナリオ（モデル）の検証と予測 

4.8.1 検証 

BSEは 2001年 9月に我が国で初めて確認され、2003年７月現在までに北海道産5頭（う

ち 3 頭は道内にて飼育、残り 2 頭は千葉県と和歌山県へ移出）、群馬県産１頭（同地域に

て飼育）、神奈川県産（同地域にて飼育）の計 7 頭が摘発されている。以下、前章までの

リスクのシナリオの結果に基づき、既知の BSE 患畜の感染源・ルートについて検証する。 

リスク分析の結果、北海道産千葉県育ちの 1 頭、群馬県産群馬県育ちの 1 頭、神奈川

県産神奈川県育ちの 1 頭、残りの北海道の陽性牛、和歌山県へ移出された 1 頭の汚染は

英国産輸入生体牛 C1（関東）、英国産輸入生体牛 C2（関東）、若しくは、イタリア産輸入

肉骨粉 M1（全国）、オランダ産輸入動物性油脂 F1（東日本・西日本）で説明可能と考え

られる。しかし、この仮説をとると 7頭の出生時期が 95 年 12 月から 96 年 4 月に集中し

ていること、F1 で西日本に陽性牛が摘発されないことを説明することが困難である。 

他方英国産輸入生体牛 C3（九州）に由来する汚染は、リスクのシナリオでは比較的高

い危険性をもっているが、現在まで九州地方では 1 頭も摘発されていない。前述したよ

うに、日本の畜産を見た時、北海道は主として乳用牛を、九州地域は主として肉用牛を

中心に生産しており、乳用牛と肉用牛は若齢期の飼育方法が異なるなど、リスクは必ず

しも均一ではない。九州地域ではレンダリングされた肉骨粉の牛への暴露リスク及び肉

骨粉を介した増幅係数も理論値より低くなる可能性が高い。従って、これらの要因が陽

性牛の偏りに影響したことも否定できない。九州地域における肉骨粉の利用、動物性油

脂の代用乳への利用等に関して、北海道、東日本と比較検討する必要があると思われる。 

 

4.8.2 予測 

これまでに作成したリスクのシナリオ（我が国に輸入された生体牛、肉骨粉、動物性

油脂が感染源になるリスクと、感染源になったと仮定した場合の汚染規模）に基づいて、

予測すると以下のように推定される。 

2003 年～2006 年に、東日本・西日本で 10～20 頭（C1、C2、F1）、九州地方で 8～13

頭（C3）が感染している可能性が考えられる（九州については前述したように、肉骨粉

利用のリスクが低い場合は、この予測規模よりも少なくなる可能性が高い）。また 2003

年 4 月から死亡牛についても全頭検査を開始したが、8 月現在まで陽性牛は見つかって

いない。通常、へい死牛が年間 10 万頭程度と推計されているのに対し、と畜場で処理さ

れる牛が約 120 万頭であるから、死亡牛とと畜場で処理される牛の比率は約 1：12 であ

る。他方、BSE 検出率は EU のデータをみても、と畜場で処理される健康牛と死亡牛では

1：22 くらい頻度が違うといわれている。従って、BSE 陽性の比率はと畜場で処理される

健康牛群と死亡牛群という母集団で考えると 1：1.83 という比になる。 

これを、上述の 2003 年以降の予測に当てはめて考えると、関東ではと畜される牛のう

ち 30 か月齢未満が 60％を占め、これらは検査陰性（BSE 病原体が蓄積していない健康牛）

となる可能性が高い。従って、20 頭の汚染牛がいたとしても、理論的には 12 頭は陰性

となり、残りの 8 頭が陽性となる。上記の比率を考えると、2～3 頭はと畜場で陽性牛と
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して摘発され、5～6 頭は死亡牛で陽性となることが予想される。実際の飼育状況に当て

はめると、関東の牛の飼育頭数は 64 万頭、死亡牛は 53,000 頭とすれば、59 万頭はと畜

場へ行き 2～3 頭が陽性となり、53,000 頭の死亡牛で 5～6 頭が摘発される可能性が試算

される。 

他方、九州地域では、リスクのシナリオから単純に予測すると、飼育頭数は 116 万頭

で、陽性牛が 8～13 頭前後摘発される可能性が試算される。このうち 30 か月齢未満で、

と畜場で処理されて陰性のもの（BSE 病原体が蓄積していない健康牛）が 8 頭（60％）、

残りの陽性で摘発される個体が 5 頭とすれば、今後九州で BSE 牛が見つかる頻度は、と

畜場では 107 万頭で 2～3 頭、9 万頭の死亡牛で 3～4 頭であろうと試算される。しかし、

検証の項目で述べたように、肉骨粉利用に関する九州地方の特殊性から、汚染が進んで

いなかった可能性も考えられる。 

北海道の飼育頭数は 129 万頭で BSE 陽性牛が見つかる可能性は東日本と重複するが、

と畜場と死亡牛を合わせても、3～4 頭くらいであろうと試算される。しかし、最近にな

って、カナダで BSE 牛が摘発されており、このシナリオにない汚染ルートも可能性とし

ては残されている。今後の摘発状況に応じて、シナリオを再検討することが必要である。 

リスクのシナリオはあくまでモデルを作成し、それに基づいて予測し、リスク管理に

役立てようとするものである。従って、その基本的考え方に沿って、枠組みを利用し、

現実の事実関係（エビデンス）によるデータを入力することにより、変更可能なもので

あり、柔軟な対応を考える必要がある。BSE は感染症であり、感染症のリスクは時とと

もに変動するダイナミックな過程である。従って、リスク管理もダイナミックである必

要がある。 

 

4.9 考察 

① EU の高汚染国は物流、経済圏のボーダレス化により、地域的に定常的な BSE 汚染を

受けた可能性がある。この条件からはずれる日本の場合、BSE 汚染は小規模に不連続

的に起こった可能性が高い。これは、これまで摘発された BSE 陽性牛の生年月日が非

常に近いこと、東日本に偏っていることと矛盾しない。 

② リスクのシナリオでは、英国からの生体牛輸入（C1,C2,C3）、EU からの動物性油脂

輸入（F1）、及び EU からの肉骨粉輸入（M1）と国内でのレンダリングにより汚染を増

幅した可能性が推定される（リスクのシナリオ参照）。 

③ 農林水産省により、７頭の発症牛を中心とした川上と川下調査がなされた。7 頭の

牛は出生日が非常に近く、東日本に分布していることから、汚染源が広汎に行き渡っ

ていない事を推測させる。共通する因子は 95、96 年の輸入動物性油脂（F1）由来の代

用乳であるが、症例・対照疫学調査では、BSE 非発生周辺農家との有意差は検出され

ない。また、輸入生体牛由来の肉骨粉飼料の交差汚染の可能性も否定できない。 

④ リスクのシナリオでは、複数の汚染経路の可能性が推定される。2001 年に肉骨粉の

使用禁止措置等の規制がとられる前に、BSE 汚染牛がレンダリングに回っていると、

現在摘発されている 1995、96 年生まれの牛とは別のロットによる BSE 陽性牛がこれか
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ら（平均 5 年の潜伏期として 2003 年～2006 年）検出される可能性が考えられる。従

って、現在とられている BSE 検査、特定部位（SRM）の廃棄、と畜場での解体時におけ

る食肉への交差汚染の防止などのリスク回避・低減のための措置は引き続き必要であ

る。 

⑤ BSE 陽性牛はと畜場検査で見つかるよりも、異常・死亡牛で見つかる頻度のほうが

高い。2003 年 4 月から始まった死亡牛全頭検査により、原因究明が進むことが期待さ

れる。しかし、リスクのシナリオでは、死亡牛で BSE 陽性例が検出される総数は一般

に考えられているほど多くない事が予想される。その結果として、疫学的調査を進め

ても、原因究明が困難なまま終わる可能性も否定できない。原因究明と感染阻止のた

めのリスク管理は必ずしも、同一の分野ではない。原因の究明とは別に、リスク管理

を継続する必要がある。 

⑥ 2004 年には肉骨粉の全面使用禁止後に生まれた牛が 24 か月齢でと畜場に出荷され

るようになり、2006 年には、ほぼ 80％以上がこの群に入ることになる。英国における

BARB（born after real ban：1996 年の実質的禁止後に生まれた牛での BSE 例）を参

考にして、これらの牛についてのリスク評価を行うことが必要である。 

 

 
 

日 本 の ウ シ の B SE リ ス ク 評 価

年 齢 構 成 、と 畜 場 検 査 、と 畜 処 理

年 齢 構 成

2003　　 04　　　 05　　　06年

４５ ０万 頭

非 汚 染 牛 （2001年 10月 以 降 の 出 生 ）
年 間 120万 頭 出 生 、 2歳 ま で は そ の ま ま （ 240万 頭 ）。 24～ 30ヶ 月 で と 畜 場 へ （ 60万 頭 ）
30ヶ 月 以 降 20～ 30万 頭 が と 畜 場 へ 。 120万 － 60万 － 20万 ＝ 40万 頭 づ つ 増 加 。
2006年 に は 80％ が 非 汚 染 牛 と な る 。

2004年 の と畜 場 ウ シ

24ヶ 月 齢
B ABウ シ 30ヶ 月 齢

検 出 限 界 下
（UD L)ウ シ

5歳 齢 以 上 の
廃 用 牛
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第３章 総合的考察 

１ 感染源及び感染経路の究明における BSE の特殊性  

 英国を始め、ヨーロッパ諸国で発生している BSE は単一の株によると考えられている。

日本の BSE もウエスタン・ブロットのパターンや脳病変の特徴から、英国由来の BSE 病原

体が何らかの経路で侵入したものと考えられる。今回の疫学的検討では、英国由来の病原

体が我が国の牛に経口感染を起こして BSE 発生につながったという、前提で行った。 

 しかし、ウイルスや細菌のような微生物の場合と異なり、BSE には以下のような特殊性

があり、通常の食中毒の場合のような疫学的検討は不可能に近い。 

① 感染してから発病するまでの潜伏期は、２～８年という長期間でしかもその期間には

個体差が大きいため、感染した時期の推定が極めて難しい。感染源と推定される飼料

の追跡も極めて難しい。 

② 英国におけるBSE発生農場では、同じ飼料を摂取した同居牛での年間BSE発生率は3％

と低く、病原体に暴露されても発症は限定される。 

③ 実験的に BSE 発症牛の脳を経口投与した実験では、0.1 g の脳により発症が見られて

おり、極めてわずかの汚染肉骨粉の混入により感染の成立する可能性がある。 

④ 感染源と推定される飼料が見いだされても、現在の技術では飼料に含まれる低いレベ

ルの BSE 病原体の検出は極めて困難である。 

⑤ 感染源と推定された飼料で BSE 病原体が仮に見いだされたとしても、BSE は単一の株

のみが流行を起こしていると考えられるため、発症牛との因果関係について推定はで

きても最終的結論を得ることは現在の技術では不可能である。   

 

２ 今回の調査における困難性 

 疫学調査では汚染実態の把握は重要である。しかし、我が国における BSE 汚染の実態調

査は不十分であったと考えられる。EU 加盟国における検査では健康牛での BSE 検出率はリ

スク動物（死亡牛、緊急と畜牛、病牛）の約 20 分の１とされているが、我が国における

BSE は第１例以外のすべてがと畜場検査により見いだされたものであり、リスク動物につ

いての成績とはみなせない。したがって我が国における BSE 汚染の実態を反映していない

可能性が高い。 

 このような汚染実態が不明で、しかも７例という限られた症例については、症例・対照

研究を始め、通常の感染症の場合のような疫学的解析は極めて困難である。 

 当初、農林水産省が行った原因調査においては、流通経路などについて詳細な検討が行

われたものの、これらは疫学的視点からのものではない。 

 その調査の対象年数は数年前にさかのぼる必要があったため、肉骨粉を使用した配合飼

料、動物性油脂を用いた代用乳、その原料に用いられたオランダ産動物性油脂など、調査

対象の現物の入手は不可能であった。また、これらの使用、製造を裏付ける関係書類、伝

票等の証拠書類がほとんど残っていなかった。 

 例えば、1996 年 11 月に輸入されたイタリア産肉骨粉 105 トンについては、神戸港に荷

揚げされた後、岡山県水島港に運ばれ、２つの仲卸業者を経て養鶏用飼料工場に販売され
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たと考えられたが、伝票等の書類が残っておらず、各業者間の販売日、販売量の特定はで

きなかった。動物性油脂を製造していたオランダの工場の調査では、関係書類がほとんど

残っておらず、聞き取り調査に頼らざるを得なかった。更に、関係する２工場のうち、１

工場は廃止されていた。 

 

３ 想定された感染源・感染経路 

3.1 感染源 

① BSE 病原体は英国由来のものであって、直接又は間接的に輸入されたと考えるのが

妥当であって、その感染源として候補にあがったのは、生体牛（英国産、ドイツ産、

カナダ産）、イタリア産肉骨粉、オランダ産動物性油脂である。 

② 英国産の生体牛については、1982 年又は 1987 年に輸入された牛の中に BSE 感染牛

が含まれていて、これがと畜・解体後、レンダリング処理されて肉骨粉となり、それ

に含まれた病原体に国内牛が暴露され、更にもう一巡リサイクルされて製造された肉

骨粉が感染源になった可能性がある。 

③ ドイツ産生体牛については、我が国での発生例の時期から考えて感染源になった可

能性は低い。 

④ カナダ産生体牛については、可能性は極めて低いと考えられるが、現時点での資料

は限られており、今後の摘発状況によって再検討が必要になるかもしれない。 

⑤ イタリア産肉骨粉については、1990 年以前に輸入されたものに含まれた病原体に国

内牛が暴露され、これにより感染した個体がと畜・解体後、レンダリング処理されて

肉骨粉となり、感染源になった可能性が否定できない。 

⑥  オランダ産動物性油脂については、動物性たん白質が混入していた可能性が低いこ

とから、病原体に汚染していた可能性は低いと考えられる。これまでに発生した７例

に共通していた事実は無視できないが、仮説検証方式、症例・対照研究及び定量的リ

スク評価の結果からこの事実を感染源に結びつけることは難しい面がある。 

 

3.2 感染経路 

 上記の感染源のうち、肉骨粉を介した感染経路としては、BSE 発生農家では肉骨粉

を牛に与えていなかったことから、直接の給餌によるものとは考えられない。しかし、

配合飼料工場で牛、豚、鶏用飼料の製造ラインを共用していた例が見いだされたこと

から、製造・配送段階において牛用配合飼料に交差汚染を起こした可能性があり得る。

英国では肉骨粉の反すう動物への給餌を禁止した 1988 年以後に生まれた牛における

禁止後出産（BAB: born after ban）例と呼ばれる BSE が、確認された BSE18 万例のう

ちの 52,000 頭に達し、更に実質的禁止後出産（BARB: born after real ban）と呼ば

れる肉骨粉の流通を完全に禁止した 1996 年以後に生まれた牛における BSE 例が 2003

年７月までに 50 例見いだされている。これらの多くはいずれも交差汚染により感染し

たものと推測されている。このような事例を考慮すると、我が国の場合にも交差汚染

により感染の起きた可能性は高いと考えられる。 
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 一方、動物性油脂を介した感染経路としては、代用乳の原料として添加されており、

それに病原体が含まれていれば直接的感染が起こることになる。しかし、前述のよう

に、これを感染経路として結びつけることは難しい面がある。 
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第４章 検討結果を踏まえたリスク管理のあり方 

１ これまでに講じられた対策 

 2001 年 9月に我が国で初めての BSE 感染牛が確認されて以来、農林水産省において BSE

対策本部が設置され、BSE のまん延防止のための各般の対策が次のとおり実施された。 

 

1.1 感染経路の遮断 

 2001 年 9 月 18 日に牛由来肉骨粉の牛への給与禁止が法的に義務づけられるとともに、

10 月 4 日からすべての国からの輸入及び国内での製造・出荷が停止された。また、10 月

15 日には、この実効性をより確実なものとするため、飼料安全法に基づき、肉骨粉等を

含むすべての家畜用飼料の製造・販売、家畜への給与が禁止された。これらの措置によ

り BSE の新たな感染を遮断する体制が整備された。肉骨粉に係る規制を始め、現在、BSE

の導入リスク及び暴露リスクを抑え、新たな感染経路を遮断するため、各般の対策がと

られている。その概要は資料５「我が国の BSE の発生要因とリスク管理」のとおりであ

る。 

 

1.2 安全な牛肉の供給体制の確立 

 農林水産省と厚生労働省は連携して、2001 年 10 月 18 日から、と畜場において、①食

肉処理を行うすべての牛について BSE 検査を実施し、BSE と診断された牛についてはすべ

て焼却するとともに、②BSE 感染の有無にかかわらず、食肉処理されるすべての牛につい

て特定部位（SRM）を除去・焼却することとした。また、農場において、BSE が疑われる

牛、その他中枢神経症状を呈する牛等について BSE 検査を含む病性鑑定を実施し、BSE

と診断された牛についてはすべて焼却することとした。 

 これらの措置により、BSE 検査が陰性の牛肉以外は、と畜場から食用としても飼料原料

としても出ていくことのないシステムが確立された。 

 これまで、と畜場においては、230 万頭以上の牛が検査されており、この中で、２頭目

～７頭目の感染牛が確認（2003 年 8 月現在）され、食用として出回ることなく適切に焼

却処分されたことから、2001 年 10 月 18 日以降の BSE 全頭検査体制が有効に機能してい

るといえる。 

 

1.3 牛海綿状脳症（BSE）対策特別措置法の制定 

 BSE の発生予防、まん延防止のための特別措置を定めること等により、安全な牛肉の安

定的な供給体制を確立し、もって国民の健康保護及び生産者、関連事業者等の健全な発

展を図ることを目的として、BSE 対策特別措置法が 2002 年 6 月 7 日に成立し、7 月 4 日

施行された。本法律に基づく主な措置は次のとおりである。 

① BSE 対策基本計画の策定 

  農林水産省と厚生労働省は、BSE の患畜が確認された場合において講ずべき措置等を

定めた基本計画（計画期間５年）を策定（7 月 30 日）。 

② 死亡牛の検査 
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  農林水産省令で定める月齢（24 か月齢）以上の死亡牛の届出を義務付けるとともに、

これらの BSE 検査を原則として 2003 年度から実施。 

 

２ 今後の BSE まん延防止のための提言 

 現在とられている BSE のまん延防止対策を検証してみると、第１に、肉骨粉等の飼料・

肥料としての輸入・製造・出荷が一時全面的に停止され、法的にも飼料安全法（2001 年 10

月 15 日）及び BSE 対策特別措置法（2002 年 7 月 4 日施行）により、肉骨粉等の反すう動

物への給与が禁止された。第２に、2001 年 10 月 18 日以降と畜場における全頭検査が実施

され、更に、と畜場において解体された牛の特定部位（SRM）を焼却することが義務付けら

れた。そのほか、牛用飼料に使用される動物性油脂は、食用の肉から採取した脂肪由来で

あって不溶性不純物が 0.02％以下のものに限定されたこと（2001 年 12 月 27 日付け生産局

長通知、2002 年 8 月 2 日付け省令改正、2003 年 3 月 19 日付け生産局長通知）等の対策が

とられている。 

 今回の疫学的検討で想定されたさまざまな感染源・感染経路はこれらの対策によりほぼ

完全に遮断されているとみなせる。 

 疫学的な視点からの BSE まん延防止に関わる要点を整理すると以下のようになる。上記

の対策の適正な運用にあたっては、これらの要点を参考にすることが望ましい。 

① リスク・シナリオの解析では、侵入及び曝露リスクとして、英国からの生体牛の輸入、

EU からの動物性油脂の輸入、EU からの肉骨粉の輸入、更に国内でのレンダリング処理に

よる汚染増幅の可能性が示されている。 

② ７頭の BSE 例が、非常に近い出生日のもので、かつ東日本に分布していることは、汚

染源が広範囲に行き渡っていないことを示唆しているのかもしれない。 

③ リスクのシナリオでは複数の汚染経路の可能性が推定される。また、仮説・検証方式

では北海道と関東に別々の感染源が存在していた可能性もあり得るとされている。 

④ 2001 年までの BSE 汚染牛がレンダリングに回ったと仮定した場合、今後、95、96 年生

まれの BSE 例とは別の感染源による BSE 例の発生の可能性がある。 

⑤ 疫学的に感染源の可能性が低いと判断されたもの、例えば動物用医薬品などは、見方

を変えれば、もしも感染源になった場合には、大きな発生につながる可能性を有する。 

⑥ 今回の検討は、いくつもの仮定条件を設定して行われている。英国の実質的禁止後出

産（BARB）例では輸入飼料原料の汚染の可能性までが推測されていることを考えると、

新たな条件が加わる可能性もある。 

⑦ 今後、新たな BSE 例が確認されるたびに、本報告で提示した仮説との整合性を検証し

なければならない。今後は、サーベイランスの中で疫学的検討を持続させていくことが

必要である。 

⑧ 医学領域では疫学手法の応用が古くから行われているが、家畜の病気に関する感染源

や感染経路の分析に当たって網羅的な記述疫学的手法や定量的なリスク評価手法が用い

られた例は多くない。今後、家畜感染症対策の検討において、これら獣医疫学的手法を

積極的に活用すべきである。 
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おわりに 

グローバル化した現代社会において、新興・再興感染症対策の重要性が認識されている。

中でも、BSE は近代畜産が産み出した典型的な新興感染症である。BSE の発生はヨーロッパ

諸国を初め、日本、イスラエル、カナダと世界的広がりを示している。これらはと畜場検

査やサーベイランスにより見いだされたものであって、このような対策が実施されていな

い国における BSE 汚染状況は現在も不明である。英国における BSE 感染牛の大量発生時に

製造され BSE 汚染が疑われる肉骨粉が英国から世界各国に大量に輸出されていた事実は、

BSE 汚染が世界的に存在している可能性を示唆している。 

現在、我が国は BSE 侵入阻止のための万全の措置を実施しているが、本報告書で指摘し

たようなさまざまな経路で海外から BSE 病原体がふたたび我が国に侵入するおそれはこれ

からも続くものと考えなければならない。本報告書が、今後の BSE 侵入防止対策に生かさ

れることを切に希望する。 
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（単位：トン、％）

畜種

年度
配合
割合

配合
割合

配　合
割　合

配　合
割　合

配合
割合

配合
割合

48 59,381 0.6 4,843 0.1 73 0.0038 182 0.0100 472 0.5 64,951 0.36

49 51,081 0.6 6,154 0.1 85 0.0047 40 0.0024 313 0.4 57,673 0.34

50 82,289 0.9 12,321 0.3 125 0.0067 62 0.0040 376 0.4 95,173 0.56

51 109,221 1.2 19,016 0.4 164 0.0083 95 0.0048 673 0.8 129,169 0.69

52 186,414 1.9 38,598 0.7 97 0.0046 105 0.0048 705 0.8 225,919 1.13

53 208,684 2.0 49,002 0.8 127 0.0055 126 0.0057 720 0.6 258,659 1.22

54 208,237 2.0 46,302 0.7 118 0.0049 243 0.0094 540 0.4 255,440 1.12

55 221,439 2.1 43,198 0.7 102 0.0043 205 0.0076 430 0.4 265,374 1.19

56 231,223 2.1 44,058 0.7 45 0.0019 29 0.0011 289 0.2 275,644 1.24

57 242,089 2.1 46,836 0.8 114 0.0048 52 0.0019 317 0.2 289,408 1.26

58 296,390 2.7 61,303 1.0 55 0.0023 57 0.0022 559 0.6 358,364 1.58

59 283,039 2.6 58,379 0.9 48 0.0019 78 0.0028 672 0.8 342,216 1.49

60 320,157 2.9 72,308 1.0 12 0.0005 85 0.0030 538 0.6 393,100 1.66

61 334,448 2.9 78,559 1.1 110 0.0043 130 0.0044 356 0.5 413,603 1.72

62 343,666 3.0 96,338 1.4 22 0.0008 166 0.0054 435 0.5 440,627 1.80

63 353,988 3.0 106,856 1.5 33 0.0012 163 0.0055 575 0.7 461,615 1.88

1 347,861 3.0 117,157 1.6 59 0.0020 69 0.0023 645 0.7 465,791 1.89

2 352,649 3.1 109,834 1.6 82 0.0027 151 0.0047 741 0.8 463,457 1.89

3 364,300 3.2 105,141 1.5 47 0.0015 36 0.0011 650 0.7 470,174 1.90

4 361,332 3.2 105,256 1.5 26 0.0008 63 0.0018 761 0.8 467,438 1.89

5 353,316 3.1 107,517 1.6 118 0.0037 6 0.0002 890 1.0 461,847 1.85

6 346,819 3.2 102,153 1.6 115 0.0037 16 0.0004 846 0.9 449,949 1.87

7 350,323 3.2 92,382 1.5 222 0.0068 25 0.0007 830 0.9 443,782 1.86

8 342,276 3.2 94,737 1.5 8 0.0002 0 0.0000 565 0.7 437,586 1.83

9 348,030 3.2 102,155 1.6 0 0.0000 0 0.0000 457 0.6 450,642 1.88

10 338,603 3.3 89,366 1.4 0 0.0000 0 0.0000 512 0.7 428,481 1.80

11 342,299 3.3 85,330 1.4 0 0.0000 0 0.0000 696 1.0 428,325 1.81

12 335,108 3.3 82,917 1.4 0 0.0000 0 0.0000 615 0.7 418,640 1.80

13 152,505 1.5 29,144 0.5 0 0.0000 0 0.0000 194 0.2 181,843 0.78

資料：生産局畜産部飼料課「流通飼料価格等実態調査（飼料月報）」による。

注１：割合とは、配合飼料計の肉骨粉使用量を１００としたときの畜種別の肉骨粉使用割合。

　 ２：８年度の牛の数値は行政通知の出る前の使用量。

その他家
畜家きん

鶏 豚

巻末資料３

肉骨粉の畜種別配合飼料原料使用量の推移

配合飼料計乳牛 肉牛
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９
８
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２
３
．
０
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２
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０
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９
８
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３
０
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２
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と
あ
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１
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味
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が
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こ
と
を
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す
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れ
て
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る
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プレスリリース

平成１５年６月２５日
生産局畜産部衛生課

牛海綿状脳症（ＢＳＥ）の疑似患畜の範囲の見直し等について

１ 疑似患畜の範囲の見直しについて
（１）我が国のＢＳＥ疑似患畜の範囲は、国際獣疫事務局（ＯＩＥ）

が規定する国際動物衛生規約に準拠して「牛海綿状脳症（ＢＳ
Ｅ）検査対応マニュアル」に規定している。

（２）本年５月に開催されたＯＩＥ総会において同規約が改正され、
「牛海綿状脳症（ＢＳＥ）に関する技術検討会」での専門家に
よる検討の結果、我が国においても、改正後の規約に準拠して

。疑似患畜の範囲を見直すことは妥当であると評価されたところ

（３）また、厚生労働省及び「ＢＳＥ対策検討会」における各方面
への説明においても異論はなかったこと等から 「牛海綿状脳症、
（ＢＳＥ）検査対応マニュアル」の一部を改正し、関係者あて
に通知した。

２ 肉骨粉等の給与の報告があった牛の取扱について
平成１３年９月の調査で肉骨粉等の給与の報告があった牛につい
ては、上記の技術検討会等における検討等の結果、移動の自粛を解
除し、今後、死亡牛検査、と畜場検査等を利用して知見を収集する
こととし、関係者あてに通知した。

連絡先
農林水産省生産局畜産部衛生課
担当：杉浦、山本

03-3502-8111電話：
（ ）内線 4045,4041

（直通）03-3502-8388
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巻末資料５
我が国のＢＳＥの発生要因とリスク管理

ＢＳＥの発生要因としては以下が考えられ、新たな感染防止のためのリスク管理が行われている。
① 発生国産の輸入汚染生体牛の国内リサイクル（と畜後肉骨粉に加工されたものが、牛用飼料に混入
（交差汚染）すること）による感染

② 発生国産の輸入汚染肉骨粉が牛用飼料に混入（交差汚染）し、これを摂食することによる直接感染
及び国内リサイクルによる感染

③ 発生国産の輸入汚染動物性油脂を原料として使用した牛用飼料の摂食による直接感染及び国内リサ
イクルによる感染

発生要因 リ ス ク 管 理

・ＢＳＥ発生国からの生体牛の輸入禁止（家畜衛生条件）
・国内で飼養中の発生国からの輸入牛については、移動状況を把握し、死亡・
と殺時にＢＳＥ検査を実施し結果を把握するよう要請（通知）輸入

・と畜場において全頭のＢＳＥ検査及び特定部位の除去を実施し、陽性牛につ生体牛
いて、食用・飼料への流通を遮断（ＢＳＥ特措法）

・２４か月齢以上の死亡牛のＢＳＥ検査の実施（ＢＳＥ特措法）

・牛の肉骨粉を原料等とする飼料の使用の禁止等を規定（ＢＳＥ特措法）
・牛、めん羊等用飼料には、ほ乳類由来たん白質、家きん由来たん白質（乳、導
乳製品等を除く ）を含んではならないことを規定（飼料安全法省令）。

・ほ乳類由来たん白質及び家きん由来たん白質を牛、めん羊等に給与すること入 肉骨粉
を禁止（飼料安全法省令）

・鶏、豚、養魚用飼料については、牛の肉骨粉等が混入しないよう製造工程がリ
分離されていること等について農林水産大臣が確認したチキンミール等及び
豚又は馬由来の血粉等のみ利用可能（飼料安全法省令）ス

・飼料用・肥料用の肉骨粉等及び肉骨粉等を含む飼料・肥料の製造及び工場か
らの出荷の停止（通知）ク

・動物性油脂を飼料に使用することについては、不溶性不純物の含有量が重量
換算で0.15％以下のもののみ、牛の代用乳用の動物性油脂については、食用
の肉から採取した脂肪由来であって、不溶性不純物が0.02％以下のもののみ動物性
に限定（飼料安全法省令）油脂

・牛用飼料の製造に用いることのできる牛由来油脂は、食用の肉から採取した
脂肪由来であって、不溶性不純物が0.02％以下のものに限定（通知）

・反すう動物用飼料への反すう動物等由来たん白質の混入防止にガイドライン
を制定（通知）配合飼料

・牛、めん羊等用の飼料は、ほ乳動物由来たん白質、家きん由来たん白質、魚暴 工場での
介類由来たん白質を使用する製造工程と完全に分離された工程で製造されな交差汚染
ければならないことを規定（飼料安全法省令､2005年(平成17年)4月1日施行）露 染

・ほ乳動物由来たん白質、家きん由来たん白質、魚介類由来たん白質を牛、めリ
ん羊等に給与することを禁止（飼料安全法省令）

・ほ乳動物由来たん白質、家きん由来たん白質、魚介類由来たん白質並びにこス 飼料の
れらを含む飼料は、牛、めん羊等用飼料に混入しないよう保存することを義給与
務化（飼料安全法省令）ク

・ほ乳動物由来たん白質、家きん由来たん白質、魚介類由来たん白質並びにこ
れらを含む飼料には 「使用上及び保存上の注意」として、上記規定の内容に、
ついて表示することを義務化（飼料安全法省令）
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